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－1－ 

序論
－乳児院養育の可能性と課題－ 

2016 年の児童福祉法等の抜本的な改正を受けて，2017 年に「新しい社会的養育ビジョン」が取りま

とめられ，日本の社会的養育のあり方が，施設養育中心から家庭養育中心の体制へと，大きな舵取りの

転換を求められるに至ったことは周知の通りである。そのこと自体の是非は措くとして，こうした情勢

の中で，日本の乳児院にも，従来の機能に別機能を付加するという多機能化や，従来の機能を極力縮小

し，むしろ別機能を充実させるという機能転換が要請されている。この内，前者の多機能化に関しては，

昨今，日本の子どもの発達を取り巻く状況が益々，複雑・多様化する中で，半ば必然的な成り行きと言

えるのかも知れない。しかし，後者の機能転換に関しては，少なくとも短期間での性急な機能転換につ

いては，かなり慎重な見方および対応が必要であるように考えられる。

なぜならば，日本の乳児院は元来，基本的に入所に関わる条件の制約がなく，様々な心身状態・環境

条件にある子どもを広く受け入れていることから，入所児の多くが，入所時点で既に種々の重篤な発達

リスクを抱えているという実態があるからである。また，入所時に顕在的な問題を示さない子どもでも，

虐待やネグレクト等の不適切なあるいは劣悪な環境下で過ごしてきた，あるいはそれが疑われるケース

が少なからず存在するからである。現に，全国乳児福祉協議会による直近の調査データなどによれば，

乳児院に新規入所した子どもの約 6 割近くが何らかの心身リスクを抱え，また被虐待児の数も全体の 4

割弱を占めているという現状がある。このことが，半ば必然的に意味するのは，少なくとも一定期間，

特別かつ専門的なケアを施されなければ，健常な発達の道筋に回帰することがきわめて困難な子ども

が，多数存在するということである。そして，少なくとも（里親等への持続的・安定的な専門的支援体

制が確立し機能するに至るまで）当面は，乳児院が，既有の専門性をもって，あるいはさらにその専門

性に磨きをかけることを通して，こうした子どもたちの心身の育ちを支え促していかなくてはならない

ということである。

しかし，これまで，乳児院の子どもに対するケアの質やその下での子どもたちの発達的変化は，適切

に評価され，また正当な認知を社会から得られてきたと言えるだろうか。おそらく，これまで大半の乳

児院は，多かれ少なかれ何らかの発達リスクを抱えた子どもに対して，潜在的には高度な専門的ケアを

施し，その心身発達の改善に現に寄与してきたものと考えられる。けれども，そのケアの具体的な中身

や質が，また加えて，その影響下での子どもの在所中の発達的変化が，必ずしも学術的な意味で，殊に

数量的に的確に把捉されてきたとは言いがたく，結果的に，乳児院が子どもの心身発達に果たしてきた

役割が，過小に評価されてきた可能性があることは否めないだろう。それどころか，社会全般に，乳児

院で成育する子どもの発達上の問題を，不当にも，乳児院における環境条件の乏しさやケアの質の低さ

に起因すると誤って認識してしまう傾向さえも少なからずあったと言わざるを得ないのではないだろ

うか。

ある意味，半ば当然のことではあるが，元来，様々なリスクを抱えて入所してくる子どもの心身発達

の水準が，総じて，定型的な家庭的環境の中で生育してきた子どもに比して，退所時においてもなお，

相対的に低いものに留まる可能性は否定できない。そして，退所時の子どもの状態が一般的な子どもの

標準値に比して低いということだけから，不当にも，乳児院養育の機能が十分ではないかのような印象

が社会の中に暗々裏に広まっていたことは果たしてなかっただろうか。本来，乳児院における子どもに
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対するケアの評価は，退所時一点における個々の子どもの発達状態ではなく，子どもが入所時から退所

時にかけていかに変化し得たかということに関する正確な理解をもってなされるべきであるが，その変

化に対する乳児院の寄与というところに，社会的関心は必ずしも十分に注がれてはこなかったのであ

る。

 もっとも，これに関しては社会の側のみに責を求めることはできないだろう。むしろ，これまで，乳

児院側が，入所時から退所時にかけての子どもの心身発達上の変化を的確な方法をもって定量的に把握

し，それを可視化して社会に対して発信することを相対的に怠ってきたということを重く見るべきかも

知れない。もちろん，これは，個々の乳児院レベルで，入所時の子どもの発達状態や子どもの家族状況

等に関するアセスメントや情報収集が十分になされてこなかったということを意味するものではさら

さらない。それどころか，個々の乳児院では，それぞれにアセスメントや情報収集に相応の工夫を重ね

てきたものと見なすべきであろう。むしろ，主たる問題は，これまで日本の乳児院全体において，入所

時から退所時に至るまでの入所児の成長発達および成育環境の質などを共通に捉え得るアセスメント

の枠組みや標準的なツールがなかったことの中にあると考えられる。当然のことながら，それぞれの乳

児院において，いかに詳細に亘って，子どもの成育環境や成長発達に関して評価し記録を残してきてい

るとしても，それらが内容面でまた形式面等で個々ばらばらであれば，それらを整合的に集約すること

はきわめて困難となる。結果，日本の乳児院全体において，子どもたちが入所時から退所時にかけて，

どれだけの成長発達を示し，またそこに乳児院での種々のケアがいかに寄与し得ているかということも

明示し得ないことになる。

こうした状況認識の下，本研究では 2017 年度よりこれまで，日本の乳児院において，現に，子ども

たちの心身発達や成育状況等に関わるアセスメントが，子どもたちの乳児院での生活時間の進行ととも

に，いかに行われているかに関して実態調査を試み，それぞれの施設において，子どもに関するいかな

る情報収集や記録がなされているかについて精細なデータを得た。また，その分析結果に基づきながら，

さらに全国乳児福祉協議会による「乳児院におけるアセスメントガイド」（2013）や発達臨床心理学の

諸理論等にも依拠しつつ，将来的に広く日本の乳児院全体で用いられ得る標準的アセスメント票の試案

を作成し，さらにそれに対して乳児院の現場において実際に子どもに接しているスタッフ等の方々か

ら，率直な意見を聴取しつつ改良を進め，共通アセスメント票の原案をまとめるに至った。そして，今

年度は，それを現に，乳児院に入所してきた子どもに適用していただき，入所からの一定期間における，

子どもの心身発達の進行や問題行動の増減等が，どれだけ的確に，かつ妥当な形で，評価できるのかに

ついて，実証的な知見を得ることにした。

 今後，今回の知見に基づき，さらに慎重かつ早急に最終的な改訂を行い，完成版を固める予定ではあ

るが，将来的に，全国の乳児院で共通に用いられる標準的なアセスメントの枠組みや具体的な評価ツー

ルが活用されることになれば，子どもたちの入所時から退所時までの成長発達の軌跡や変化を，定量的

に示すことが可能となり，乳児院における養育の機能を正当に社会に対して提示することが可能となろ

う。また，そうした子どもの成長発達指標と乳児院における様々なケアの試みとの関連性を精緻に分析

する中で，乳児院における養育上の課題を審らかにするとともに，いかなる乳児院養育の形が子どもの

発達を支え促すことになるのか，その可能性を探索し確認することにも通じよう。さらに，標準的なア

セスメントの枠組みを子どもに関わる全職員が共有することになれば，乳児院内での子どもに対する関

わりが，ぶれなく一貫したものになり，より大きな養育上の効果が期待されるものと言える。加えて言
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えば，子どもの心身の発達的特徴やその変化に関わる精確な情報は，子どもがその後，現家族のもとに

戻るにせよ，次なる別施設に移行するにせよ，あるいは里親や養親のもとに身を寄せることになるにせ

よ，乳児院の中での子どもに対する種々のケアの試みを，子どものその後の長期に亘る成長発達に有機

的につなげていくという意味においても，きわめて枢要な役割を果たし得るものと言えよう。 
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Ⅰ．本調査の実施

１．目的 

本調査の⽬的は以下の 3 点であった。 

⽬的 1）乳児院⼊所児の⼼理社会的発達・トラウマ反応・アタッチメントの変化の様相を明らかにする 

⽬的 2）⼊所時点の⼦どもの状態像は⼦どもの⽣育歴からどのように影響を受けるか検討する 

⽬的 3）調査終了時点での⼦どもの状態像に関連する⽣育歴や乳児院養育の特徴を検討する 

２．方法 

（１）調査協力者

１）調査協力施設 

全国の乳児院 139 施設にアセスメント票を送付し，2019 年 8 ⽉―9 ⽉上旬に⼊所した児童がいた場合，
アセスメント票の実施を依頼した。63 施設からの返送があった(返送率 45.3%)。
２）調査対象児 

2019 年 8 ⽉―9 ⽉上旬に乳児院に⼊所した児童を対象に調査を実施した。調査対象児は⼊所時点で
113 名であった。その内 6名を以下の理由から分析対象から除外した。➀調査実施回数が 1 回のみ(3 名)，
②⼊所期間が調査期間である 6 か⽉間を⼤幅に超える(2 名)，③調査実施⽇が⼊所・⼊所継続・調査終
了時点にかけて同じ(2 名，内 1 名は②にも当てはまる)。最終的な分析対象は 107 名であった。
３）調査実施者 

調査対象児の様⼦と，調査対象児と担当養育者の関係性について観察することができる職員（原則，
⼼理職）がアセスメント票を⾏うよう依頼した。調査実施者が⼼理職でない場合については，できるだ
け調査対象児の担当養育者ではない職員が実施するように依頼した。担当養育者が実施した場合は，⼼
理職等の第 3 者によるチェックを⾏うようマニュアルにて説明を⾏った。
（２）調査時期 

調査期間は 2019 年 8 ⽉―2020 年 2 ⽉末であった。第⼀回⽬の調査は，2019 年 8 ⽉―9 ⽉上旬に調
査対象児が⼊所した 1 週間以内に実施するよう依頼した。それ以降は調査対象児が退所する前後 1 週間
以内および⼊所が継続されている場合は調査終了時の 2 ⽉中旬にアセスメント票を実施するよう依頼し
た。併せて調査期間中に調査対象児が⽉齢 6 か⽉，⽉齢 12 か⽉，⽉齢 18 か⽉，⽉齢 24 か⽉，⽉齢 36
か⽉になった時点での実施を依頼した。
（３）調査内容

１）調査実施者に関する内容 

調査実施者，つまりアセスメント票の記⼊者については，調査実施者の職種，役職，性別，勤務形
態，乳児院経験年数について回答を求めた。併せて調査実施者の変更を確認するためにイニシャルの
記⼊を求めた。Table1 に内容を⽰した。
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Table 1 

調査実施者に関する内容 

⼊所時点 ⼊所継続・退所時点
職種
役職
性別
勤務形態
乳児院経験年数
イニシャル

職種
役職
性別
勤務形態
乳児院経験年数
イニシャル

２）調査対象児に関する内容 

① 入所時点

調査対象児の性別，現在の年齢・⽉齢と⼊所時点の年齢・⽉齢の記⼊を求めた。また調査対象児が
⽣後１か⽉未満の場合は，⽇齢の記⼊を求め，必要な場合には修正⽉齢の記⼊を求めた。

調査対象児の出⽣時の⾝⻑・体重・在胎週数，⼊所時点での⾝⻑・体重，調査実施時点での⾝⻑・
体重の記⼊を求めた。また，妊娠期のリスクの有無と⼊所理由と調査対象児の⼼⾝状況についても尋
ねた。

調査対象児の被虐待経験の有無については，⼊所理由と⼼⾝状況のいずれからも判断できるが，⼼
⾝状況では被虐待経験ありとされていなくても，⼊所理由で虐待の種類などの報告がある場合があっ
たため, ⼊所理由から判断した。

調査対象児の低出⽣体重についても⼼⾝状況と出⽣体重いずれからも判断できるが，⼼⾝状況にお
いて必ずしも低出⽣体重（病虚弱児）と報告されないこともあったため，出⽣体重から判断した。
② 入所継続時点・退所時点

⼊所時点と同様に，調査対象児の性別と現在の年齢・⽉齢の記⼊を求めた。調査対象児が⽣後１か
⽉未満の場合は，⽇齢の記⼊を求め，必要な場合には修正⽉齢の記⼊を求めた。また，調査実施時点
での⾝⻑・体重と調査対象児の⼼⾝状況についても尋ねた。退所の場合は，退所理由についても回答
を求めた。Table 2 に内容をまとめた。

Table 2 

調査対象児に関する内容 

⼊所時点 ⼊所継続・退所時点
性別
現在の年齢・⽉齢・⽇齢
⼊所時点の年齢・⽉齢・⽇齢
修正⽉齢
出⽣時の⾝⻑・体重・在胎週数
⼊所時点での⾝⻑・体重
調査実施時点での⾝⻑・体重
妊娠期のリスクの有無と内容

性別
現在の年齢・⽉齢・⽇齢
修正⽉齢
調査実施時点での⾝⻑・体重
調査対象児の⼼⾝状況
（退所の場合）退所理由
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⼊所理由 
調査対象児の⼼⾝状況 

 
３）担当養育者に関する内容 

 まず，調査対象児に担当養育者がいるか尋ねた。担当養育者やそれに準ずる主たる養育者がいる場合
は，その者の職種，役職，性別，勤務形態，乳児院経験年数について回答を求めた。担当養育者の変更
を確認するためにイニシャルの記⼊を求めた。また，併せて各時点で調査対象児の担当開始時期を尋ね
ることで，担当期間を算出した。さらに，担当状況の変遷についても尋ねた。 

また，各乳児院で担当養育者が担う⼦どもとの関わりは多様であることが予想されたため(e.g. 記録
を担当するが，通院は担当しない)，調査対象児の養育にどの程度関わっているかについて，⾷事や遊
び，個別的な関わりなど 10 項⽬挙げ，「１（全く⾏わない）」〜「７(全て⾏う)」の７段階で尋ねた。
Table 3 に聴取内容をまとめた。 

Table 3 
担当養育者に関する内容 

⼊所時点 ⼊所継続・退所時点 
担当養育者の有無 
職種 
役職 
性別 
勤務形態 
乳児院経験年数 
イニシャル 
担当開始時期 
担当養育者の調査対象児への関わり 
（着替え介助，排泄介助，⾷事介助，寝かしつけ，
遊び（室内），遊び（室外），通院，調査対象児の
記録，個別的な関わり，その他） 

担当養育者の有無 
職種 
役職 
性別 
勤務形態 
乳児院経験年数 
イニシャル 
担当開始時期 
担当養育者の調査対象児への関わり 
（着替え介助，排泄介助，⾷事介助，寝かしつけ，
遊び（室内），遊び（室外），通院，調査対象児の
記録，個別的な関わり，その他） 

 
４）アセスメント票の内容 

調査で⽤いたアセスメント票の内容を Table 4 に⽰す。それぞれの内容の詳細については，2017 年度
報告書・2018 年度報告書を参照されたい。 

Table 4   

アセスメント票の内容 

領域 下位領域 説明 

⼼理社会的発達 ⼆項関係，社会性，社会的
認知，情動発達，⾃⼰・⾃
我発達 

⼼理社会的領域の標準的な発達 

既存の発達検査および各施設が独⾃で⽤いている発
達チェックリストを整理して作成 
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ト ラ ウ マ 反 応 と ⼦
どもの SOS サイン 

トラウマ反応 

（低⽉齢⽤と⾼⽉齢⽤） 

⽇常の中でみられる⼦どものトラウマ反応を⽰唆す
る⾏動 

Checklist for Maltreated Young Children（泉・奥⼭，
2009）を参照 

⼦どもの SOS サイン ⾝体，⼼理，関係性に表れる⼦どもの気がかりな様⼦
『初任者職員にむけた研修⼩冊⼦』（全国乳児福祉協
議会，2016b）に記載された⼦どもの出す「SOS サイ
ン」を参考に作成 

アタッチメント 

（担当養育者・保護
者） 

アタッチメントの安定性 

（安全基地・⼼の理解・情
動調整不全） 

アタッチメント Q ソート（Waters, 1987）をベースに
作成された Attachment Behavior Checklist（ABCL;⻘
⽊・南⼭・福榮・宮⼾，2014）を参照 

1. 安全基地：⼤⼈と円滑に相互作⽤をし，⼼⾝の安
定が崩れた場合には⼤⼈を利⽤し回復できる程度

2. ⼼の理解：⼤⼈の意図を理解し，それに協⼒する
⾏動 

3. 情動調節不全：⼤⼈を安全基地として利⽤できて
いない様⼦ 

無秩序・無⽅向型アタッチ
メント（D タイプ） 

⼤⼈を前に凍り付く，回避/接近が混在する組織化され
ていないアタッチメント⾏動 遠藤（2007）の記述を
参考に作成 

反応性アタッチメント障
害傾向（抑制型） 

⼈⼀般に情緒的に引きこもり，誰にもアタッチメント
⾏ 動 を 向 け な い 特 徴  DSM-5(American Psychiatric 

Association, 1994)を参考に作成 

脱抑制型対⼈交流障害（脱
抑制型） 

誰に対しても友好的にかかわり無差別的にアタッチ
メ ン ト を 向 け る 特 徴  DSM-5(American Psychiatric 

Association, 1994)を参考に作成 

 

なお，調査対象児の⽉齢によって実施するアセスメントの内容は異なる。⽉齢によって 4 種類に分か
れ，各アセスメント票の内容を Table 5 に⽰した。また使⽤したアセスメント票を付録 2 に添付する。 

Table 5  

各アセスメント票の内容 

 ⼼理社会的発達 トラウマ反応 ⼦どもの SOS サイン アタッチメント 
A：0-6 ヶ⽉未満 ○ × ○ × 
B：6-10 ヶ⽉未満 ○ ○ (6 ヶ⽉- 

2 歳未満
⽤) 

○ × 
C：10 ヶ⽉-2 歳未満 ○ ○ ○ ○ 

D：2-4 歳未満 ○ ○（2-6 歳⽤） ○ ○ 
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５）倫理的配慮 

 個⼈情報保護のために，本調査では⼦どもの⼊所時の⽉齢と調査実施時の⽉齢のみを収集し，⽣年⽉
⽇については情報収集しなかった。施設名と施設 ID の対応表はパスワード付きの HD にて管理し，分
析にあたっては，匿名化された電⼦データを使⽤した。対応表については研究期間終了をもって破棄し
た。それによって連結不可能となった電⼦データについては，パスワード付きの HD にいれて⼦どもの
虹情報研修センターの鍵付きロッカーで 5 年間保管するが，その後破棄する予定である。記⼊済みのア
セスメント票についても同様に⼦どもの虹情報研修センターにて 2 年間保管後，破棄予定である。本調
査は，⼦どもの虹情報研修センター研究倫理審査委員会の承認をうけて実施された。 
 
３．結果と考察 

（１）調査実施者・調査対象児・担当養育者に関する基本情報 

１）調査実施回数及びアセスメント票の内訳 

 調査実施回数を Table 6 に⽰した。⼊所時点と調査終了時点の２回実施した件数が 73 件であり，最
も多かった。また，⼊所中に特定の⽉齢を迎え 3 回・4 回の実施が⾏われた件数は 34 件であった。 
 各時点でのアセスメント票ごとの実施回数を Table 7 に⽰した。 

Table 6 

  
Table 7 

  
２）調査協力者の概要 

ア．調査実施者に関する情報 

調査実施者の性別の内訳を Table 8 に⽰した。調査実施者の性別は⼥性が多かった。 

1回 0 ( 0 )

2回 73 ( 68 )

3回 29 ( 27 )

4回 5 ( 5 )

合計 107

調査の実施回数

注） 括弧内はパーセンテージ

実施回数

S C F
A 66 ( 62 ) 2 ( 5 ) 23 ( 21 )

B 12 ( 11 ) 17 ( 44 ) 45 ( 42 )

C 24 ( 22 ) 17 ( 44 ) 31 ( 29 )

D 5 ( 5 ) 3 ( 8 ) 8 ( 7 )

注）S : ⼊所時, C : 調査継続中, F : 調査終了時 ; 括弧内はパーセンテージ

各アセスメント票の実施数
⼈数
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Table 8 

  
 調査実施者の職種および役職を Table 9 と Table 10 に⽰した。調査実施者の職種は⼼理職が最も多く，
ついでファミリーソーシャルワーカー(FSW)と保育⼠が多かった。実施者の勤務形態を Table 11 に⽰し
た。常勤の者が多くを占めていた。 

Table 9 

  

Table 10 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

S C F

⼥性 97 ( 91 ) 33 ( 85 ) 98 ( 92 )

男性 9 ( 8 ) 6 ( 15 ) 8 ( 7 )

不明 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )

注）S : ⼊所時, C : 調査継続中, F : 調査終了時 ; 括弧内はパーセンテージ

調査実施者の性別

性別
⼈数

S C F

保育⼠ 14 ( 13 ) 2 ( 5 ) 16 ( 15 )

看護師 8 ( 7 ) 1 ( 3 ) 4 ( 4 )

3 ( 3 ) 2 ( 5 ) 5 ( 5 )

FSW 13 ( 12 ) 3 ( 8 ) 10 ( 9 )

1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )

⼼理職 62 ( 58 ) 29 ( 78 ) 65 ( 61 )

4 ( 4 ) 2 ( 5 ) 3 ( 3 )

その他 2 ( 2 ) 0 ( 0 ) 2 ( 2 )

不明 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )

職種 ⼈数

個別対応職員

⾥親⽀援専⾨相談員

調査実施者の職種

注）S : ⼊所時, C : 調査継続中, F : 調査終了時 ; 括弧内はパーセンテージ

児童指導員

S C F

3 ( 3 ) 0 ( 0 ) 2 ( 2 )

3 ( 3 ) 0 ( 0 ) 3 ( 3 )

11 ( 10 ) 1 ( 2 ) 7 ( 7 )

10 ( 9 ) 7 ( 15 ) 8 ( 8 )

1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )

1 ( 1 ) 2 ( 4 ) 1 ( 1 )

1 ( 1 ) 2 ( 4 ) 1 ( 1 )

66 ( 62 ) 24 ( 50 ) 71 ( 71 )

11 ( 10 ) 3 ( 6 ) 13 ( 13 )

役職

副施設⻑
リーダー

専⾨看護技師
治療指導担当職員
家庭⽀援専⾨相談員
⼼理職

調査実施者の役職

注）S : ⼊所時, C : 調査継続中, F : 調査終了時 ; 括弧内はパーセンテージ
不明
特になし

主任・係⻑

⼈数
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Table 11 

  

 調査実施者の乳児院経験年数の記述統計量を Table 12 に⽰した。乳児院経験年数は平均８年程度であ
るが，ばらつきが⼤きかった。 

Table 12 

  

イ．調査対象児に関する情報 

 調査対象児の性別を Table 13 に⽰した。⼊所時点および調査終了時点いずれについても⼥児が 58 名，
男児が 48 名であった。1 名の性別が無回答であった。 

Table 13 

  

 調査対象児の調査実施時点での⽇齢（年齢）を Table 14，Table 15，Table 16 に⽰した。また，⼊所期
間については Table 17，Table 18 に⽰した。調査対象児の⽇齢は⼊所時点では 192.6 ⽇（約 6 ヶ⽉），調
査終了時点では 334.0 ⽇（約 11 ヶ⽉）と調査期間を通して 1 歳以下が多くを占めていた。調査期間は，
平均 147.8 ⽇であり，約 4 か⽉~5 か⽉程度であった。度数表をみると，約 4 か⽉以上の調査期間の調
査対象児が多くを占めていた。 
 
 

S C F

常勤 101 ( 94 ) 38 ( 97 ) 99 ( 93 )

⾮常勤 5 ( 5 ) 1 ( 3 ) 7 ( 7 )

不明 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )

注）S : ⼊所時, C : 調査継続中, F : 調査終了時 ; 括弧内はパーセ
  ンテージ

調査実施者の勤務形態

勤務形態 ⼈数

⼊所時 106 8.9 8.81 0 45

調査終了時 106 8.1 8.66 0 46

調査実施者の経験年数に関する記述統計量
⼈数 平均 標準偏差 最⼩値 最⼤値

S C F

⼥性 58 ( 54 ) 21 ( 54 ) 58 ( 54 )

男性 48 ( 45 ) 18 ( 46 ) 48 ( 45 )

不明 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )

性別 ⼈数
対象児の性別

注）S : ⼊所時, C : 調査継続中, F : 調査終了時 ; 括弧内はパーセ
  ンテージ

注）S : ⼊所時, C : 調査継続中, F : 調査終了時 ; 括弧内はパーセンテージ 

注）S : ⼊所時, C : 調査継続中, F : 調査終了時 ; 括弧内はパーセンテージ 
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Table 14 

  

Table 15 

   
Table 16 

  
Table 17 

  

 

 

 

⼊所時 105 192.6 248.55 4 1183

調査終了時 106 334.0 239.03 30 1244

⼦どもの⽇齢に関する記述統計量
⼈数 平均 標準偏差 最⼩値 最⼤値

⽉齢
⽉齢0~6か⽉ 68 ( 65 )

⽉齢7~12か⽉ 17 ( 16 )

1歳1か⽉〜1歳半 11 ( 10 )

1歳7か⽉〜2歳 4 ( 4 )

2歳1か⽉〜2歳半 3 ( 3 )

2歳7か⽉〜3歳 1 ( 1 )

3歳1か⽉〜3歳半 1 ( 1 )

3歳7か⽉〜4歳 0 ( 0 )

注）括弧内はパーセンテージ

⼈数
⼊所時の年齢の度数表

⽉齢
⽉齢0~6か⽉ 46 ( 43 )

⽉齢7~12か⽉ 28 ( 26 )

1歳1か⽉〜1歳半 16 ( 15 )

1歳7か⽉〜2歳 9 ( 8 )

2歳1か⽉〜2歳半 4 ( 4 )

2歳7か⽉〜3歳 1 ( 1 )

3歳1か⽉〜3歳半 2 ( 2 )

3歳7か⽉〜4歳 0 ( 0 )

注）括弧内はパーセンテージ

⼈数
調査終了時の年齢の度数表

調査期間(⽇) 105 147.8 50.06 22 213

調査期間に関する記述統計量
⼈数 平均 標準偏差 最⼩値 最⼤値
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Table 18 

  

調査対象児の出⽣時の⾝⻑・体重・在胎週数を Table 19, Table 20 に⽰した。出⽣時の⾝⻑の平均は
47.6cm, 体重の平均は 2770.4g, 在胎週数は平均 37.9 週であった。出⽣体重については度数表をみる
と, 2500g 未満で⽣まれた低出⽣体重児が 24 名おり, その内 1500g 未満で⽣まれた極低出⽣体重児が
1 名いた。 

Table 19 

  

Table 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査期間
0-20⽇ 0 ( 0 )

21-40⽇ 6 ( 6 )

41-60⽇ 2 ( 2 )

61-80⽇ 5 ( 5 )

81-100⽇ 9 ( 9 )

101-120⽇ 2 ( 2 )

121-140⽇ 7 ( 7 )

141-160⽇ 18 ( 17 )

161-180⽇ 21 ( 20 )

181-200⽇ 24 ( 23 )

201-220⽇ 11 ( 10 )

注）括弧内はパーセンテージ

⼈数
調査期間に関する度数表

⾝⻑ (cm) 84 47.6 2.95 36 55

体重 (g) 88 2770.4 558.56 1176 4050

在胎週数 70 37.9 2.42 29 41

出⽣時の⾝⻑・体重・在胎週数の記述統計量
⼈数 平均 標準偏差 最⼩値 最⼤値

1000g~1500g 1 ( 1 )

1501g~2000g 8 ( 9 )

2001g~2500g 15 ( 17 )

2501g~3000g 34 ( 39 )

3001g~3500g 22 ( 25 )

3501g~4000g 7 ( 8 )

4001g~4500g 1 ( 1 )

注）括弧内はパーセンテージ

頻度(⼈)
出⽣体重の度数表
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 調査実施時点での調査対象児の⾝⻑・体重の記述統計量を Table 21 に⽰した。⾝⻑に関しては⼊所時
点における平均が 59.7cm, 調査終了時点における平均が 69.2cm, 体重に関しては⼊所時点における平
均が 5831.4g, 調査終了時点における平均が 8503.5g であり, ⾝⻑, 体重とも増加傾向がみられた。 

Table 21 

  
妊娠期のリスクを Table 22, Table 23, Table 24 に⽰した。妊娠期のリスクがあった者は 33 名であった。

リスクの内容としては健診未受診が 22 名と最も多く, 次いで, 喫煙・アルコール・薬物等の化学物質の
摂取, うつ・パニックなど⺟親の精神疾患がそれぞれ 14 名であった。 

Table 22 

   

Table 23 

 

 

  

⼊所時
⾝⻑ (cm) 88 59.7 11.56 41 91

体重 (g) 94 5831.4 3015.49 2255 13600

調査終了時
⾝⻑ (cm) 95 69.2 8.05 45 92

体重 (g) 96 8503.5 2035.76 3876 14100

調査実施時点での対象児の⾝⻑・体重の記述統計量
⼈数 平均 標準偏差 最⼩値 最⼤値

あり 33 ( 31 )

なし 51 ( 48 )

不明 23 ( 21 )

⼈数

注）括弧内はパーセンテージ

妊娠期のリスク

内容
化学物質の摂取（喫煙、アルコール、薬物等） 14 ( 13 )

健診未受診 22 ( 21 )

⺟⼦⼿帳なし 8 ( 7 )

⺟親のストレス（ＤＶ、借⾦等） 9 ( 8 )

⺟親の精神状態（うつ・パニックなど） 14 ( 13 )

⺟体の疾患（糖尿病・性感染症等） 6 ( 6 )

胎児虐待 0 ( 0 )

⺟体と胎児の異常 8 ( 7 )

その他 4 ( 4 )

不明 2 ( 2 )

妊娠期のリスク内容

注）括弧内はパーセンテージ

⼈数
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Table 24 

  

調査対象児の⼊所理由を Table 25, Table 26 に⽰した。すべての調査対象児について何らかの⼊所理由
の回答があり，⼊所理由が明らかになっていない調査対象児はいなかった。主要な⼊所理由については
虐待が 33 名と最も多かった。虐待の種別をみるとネグレクトが 22 名と最も多く，次いで⾝体的虐待が
14 名であった。主な⼊所理由について２番⽬に多かったのは家族の精神疾患 (17 名) であり, ⺟未婚 
(9 名), 経済的困難 (7 名) がそれに続いた。 

すべての調査対象児のうち，虐待と低出⽣体重がともに報告されていたのは 107 名中 8 名(9.3％)であ
った。また虐待と妊娠期のリスクがともに報告された調査対象児は 107 名中 23 名(21.5％)であった。 

Table 25 

  

⼈数
1

1

1

1

1

1

3

知的境界域

⺟⼦⼿帳未記⼊
望まない妊娠
未管理
未成年・32週まで未健診
不明

妊娠期のリスクの内容（その他）
内容

⽗から⺟へのDV

理由２ 理由３ 理由４
0 ( 0 ) 1 0 0 1

1 ( 1 ) 1 0 0 2

3 ( 3 ) 0 0 0 3

1 ( 1 ) 4 0 0 5

7 ( 7 ) 20 0 0 27

33 ( 31 ) 9 1 0 43

3 ( 3 ) 0 2 0 5

17 ( 16 ) 4 6 1 28

6 ( 6 ) 3 0 3 12

1 ( 1 ) 0 3 0 4

2 ( 2 ) 3 0 2 7

9 ( 8 ) 6 15 2 32

14 ( 13 ) 1 5 3 23

10 ( 9 ) 0 0 0 10

⼊所理由

家族の死亡
離別別居

家族の疾病
虐待
経済的困難
家族の就労

不明
その他

児童⾃⾝の障害・疾病
⺟未婚

出産
家族の知的障害
家族の精神疾患

家族の受刑（拘留）

注）括弧内はパーセンテージ

内容 ⼈数 計
主要な⼊所理由
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Table 26 

 

⼊所時の調査対象児の⼼⾝状況について Table 27, Table 28, Table 29, Table 30 に⽰した。⼊所時点にお
いて⼼⾝状況が健全であった調査対象児の数は 59 ⼈であり, 全体の約半数程度であった。また, 被虐待
児が 22 名（⼊所理由によれば，43 名）, 病虚弱児が 16 名, 障害児が 2 名であった。病虚弱児の内訳を
みると, 極低出⽣体重児 1 名を含む低出⽣体重児が 11 名（出⽣体重によれば，24 名）と最も多かった。
障害児の内訳をみると, 重症⼼⾝障害と染⾊体異常が各 1 名ずつであった。その他の⼼⾝状況の内訳を
みると, 硬膜下⾎腫, ⽕傷, 新⽣児⼀過性多呼吸等があった。 

Table 27 

  
Table 28 

  

 

⼈数
⾝体 14

⼼理 5

性的 1

22

不明 5

虐待の種別

ネグレクト

内容

⼈数
健全 59 ( 55 )

病虚弱児 16 ( 15 )

障害児 2 ( 2 )

被虐待児 22 ( 21 )

その他 6 ( 6 )

不明 2 ( 2 )

内容

注）括弧内はパーセンテージ

⼊所時点の⼦どもの⼼⾝状況

⼈数
1

10

1

1

2

1

1

2

1

1

⽪膚科疾患
その他

先天異常・奇形
整形外科疾患

⼊所時点の⼦どもの⼼⾝状況 病虚弱児内訳

⾎液疾患

呼吸器疾患
アレルギー疾患

栄養・消化器官疾患

極低出⽣体重児(1,000〜1,500g)
その他の低出⽣体重児(1,500〜2,500)

内容
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Table 29 

  
Table 30 

 
 調査終了時点における⼦どもの措置状況を Table 31 に⽰した。調査終了時点における措置状況は, 退
所が 30 名, 継続が 71 名であった。 

Table 31 

 
 退所理由を Table 32 に⽰した。退所理由は親元への家庭復帰が 22 名と最も多く, 次いで養⼦縁組が 5
名であった。 

Table 32 

 

⼈数
重症⼼⾝障害 1

染⾊体異常 1

⼊所時点の⼦どもの⼼⾝状況 障害児内訳
内容

⼈数
1

⽕傷 1

1

1

1

1

1

性感染症疑い
臍ヘルニア

⼊所時点の⼦どもの⼼⾝状況 その他内訳
内容

AHTによる硬膜下⾎腫疑い（術後良好）

急性硬膜下⾎腫
新⽣児⼀過性多呼吸
新⽣児低⾎糖

調査終了時点における⼦どもの措置状況

退所 ( 28 )

継続 ( 66 )

その他 ( 3 )

不明 ( 3 )

3

3

71

30

措置状況 ⼈数

注）括弧内はパーセンテージ

⼈数
22 ( 58 )

1 ( 3 )

5 ( 13 )

1 ( 3 )

1 ( 3 )

1 ( 3 )

7 ( 18 )

注）括弧内はパーセンテージ 

退所理由
内容

家庭復帰（親元）

児童養護施設移管

⾥親委託
養⼦縁組

その他
不明

⺟⼦⽣活⽀援施設
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ウ．担当養育者に関する情報 

 担当養育者の有無を Table 33 に⽰した。⼊所時点において担当養育者がいた調査対象児は 84 名, 担当
養育者がいなかった調査対象児は 15 名，担当ではないが主たる養育者がいた調査対象児は 8 名であっ
た。調査継続中の時点においては，回答のあった調査対象児すべてに担当養育者がいた。調査終了時点
においては 2 ⼈を除き，ほとんどの調査対象児に担当養育者または主たる養育者がいた。 

Table 33 

  

 担当養育者に関する詳細を Table 34, Table 35, Table 36, Table 37, Table 38 に⽰した。担当養育者の職種
については, ⼊所時, 継続中, 調査終了時のどの時点においても保育⼠が最も多く, 次いで看護師, 児童
指導員であった。性別については担当養育者のほとんどが⼥性であり, 勤務形態についてはほとんどが
常勤職員であった。乳児院経験年数についてみると, ⼊所時点における担当養育者の平均経験年数は 6.5
年, 調査終了時点における担当養育者の平均経験年数は 5.7 年であったが, いずれもばらつきが⼤きか
った。また, 調査対象児の担当期間については, ⼊所時点における平均担当期間が 26.4 ⽇, 調査終了時
点における平均担当期間が 156.6 ⽇であったが, いずれもばらつきが⼤きかった。 

Table 34 

  

 

 

 

 

 

S C F

84 ( 79 ) 36 ( 34 ) 101 ( 94 )

15 ( 14 ) 0 ( 0 ) 2 ( 2 )

8 ( 7 ) 3 ( 3 ) 3 ( 3 )

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )

注）S : ⼊所時, C : 調査継続中, F : 調査終了時 ; 括弧内はパーセンテージ

担当養育者の有無 ⼈数

いる
いない

不明

担当養育者の有無

決まっていないが主たる養育者がいる

S C F

保育⼠ 67 ( 73 ) 27 ( 69 ) 77 ( 73 )

看護師 18 ( 20 ) 6 ( 15 ) 17 ( 16 )

児童指導員 6 ( 7 ) 5 ( 13 ) 8 ( 8 )

個別対応職員 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

不明 0 ( 0 ) 1 ( 3 ) 3 ( 3 )

担当養育者の職種
⼈数

注）S : ⼊所時, C : 調査継続中, F : 調査終了時 ; 括弧内はパーセンテージ 

職種
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Table 35 

  

Table 36 

  

Table 37 

  

Table 38 

  

 

 担当養育者が担う調査対象児との関わりについて，Table 39 に記述統計量を⽰した。また度数表を
Table 40 に⽰した。室外の遊びや通院については，平均値が 3.0（室外遊び）と３.3（通院）（どちらか
と⾔えば，⾏わない）であり，Table40 の度数表によれば１（全く⾏わない）とする度数が他の関わり
に⽐べて多かった。また，調査対象児の記録については平均値が⼊所時点で 4.9，調査終了時点で 5.3
と他の関わりに⽐べて⾼かった。その他の関わりについては，平均 4 程度であり 5 割程度を担当養育者
が担うと報告する度数が多かった。

S C F

⼥性 90 ( 98 ) 38 ( 97 ) 98 ( 93 )

男性 2 ( 2 ) 1 ( 3 ) 6 ( 6 )

不明 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )

担当養育者の性別

性別 ⼈数

注）S : ⼊所時, C : 調査継続中, F : 調査終了時 ; 括弧内はパーセンテージ

S C F

常勤 90 ( 98 ) 39 ( 100 ) 102 ( 97 )

⾮常勤 2 ( 2 ) 0 ( 0 ) 2 ( 2 )

不明 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )

担当養育者の勤務形態

注）S : ⼊所時, C : 調査継続中, F : 調査終了時 ; 括弧内はパーセンテージ

勤務形態
⼈数

⼊所時 86 6.5 8.23 0 45

調査終了時 98 5.7 7.54 0 46

担当養育者の乳児院経験年数に関する記述統計量
⼈数 平均 標準偏差 最⼩値 最⼤値

⼊所時 78 26.4 18.25 1 104

調査終了時 95 156.6 58.75 6 228

対象児の担当期間に関する記述統計量(単位:⽇)
⼈数 平均 標準偏差 最⼩値 最⼤値
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これらの項⽬をいくつかのグループにまとめられないか検討するため，最⼩２乗法，独⽴クラスター
回転による探索的因⼦分析を⾏った。因⼦数については並⾏分析，対⾓ SMC 並⾏分析および MAP テ
ストより１因⼦が推奨されたため，１因⼦に設定した。Table 41 に因⼦負荷量を⽰した。以降は担当養
育者の関わりを１因⼦，つまり全項⽬を１つのまとまりとして扱った。

Table 41 

Table 42 に担当養育者の変遷状況を，担当状況の変更回数については Table 43 に⽰した。調査期間を
通して同じ担当養育者が調査対象児を担当しているケースが最も多かった。⼀⽅で担当養育者がいない
ケースは⼊所時点において 16 名と⼀定数いたが，調査終了時点では 3 名であった。

Table 42 

Table 43 

着替え介助 0.93 0.86

排泄介助 0.91 0.83

沐浴・⼊浴介助 0.88 0.78

⾷事介助 0.86 0.74

遊び(室内） 0.86 0.74

寝かしつけ 0.85 0.72

個別的な関わり 0.79 0.62

対象児の記録 0.73 0.54

通院 0.70 0.49

遊び（室外） 0.64 0.4

因⼦寄与 6.72

因⼦寄与率(%) 67

因⼦負荷 共通性項⽬
担当養育者の関わりの因⼦負荷量

同じ担当養育者が担当 84 ( 79 ) 86 ( 80 )

担当養育者がいない 16 ( 15 ) 3 ( 3 )

担当状況に変更あり 2 ( 2 ) 15 ( 14 )

不明 5 ( 5 ) 3 ( 3 )

注）括弧内はパーセンテージ

担当状況の変遷
⼊所時点 最終時点

変更なし 99 ( 93 ) 89 ( 83 )

1回 2 ( 2 ) 15 ( 14 )

不明 5 ( 5 ) 3 ( 3 )

注）括弧内はパーセンテージ

担当状況の変更回数
⼊所時点 最終時点
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（２）各領域の記述統計量および入所時点-調査終了時点での得点の変化 

１）心理社会的発達の変化 

ア．心理社会的発達の得点化 

「⾏動がみられる」「⾏動が過去にみられた」を 1 とし，「時々みられる」を 0.5，「⾏動がみられない」
を 0 として合算した上で,「回答不可」あるいは無回答の項⽬を除いた回答項⽬数で総得点数を割り，「⼆
項関係」「社会性」「社会的認知」「情動発達」「⾃我・⾃⼰発達」それぞれについて得点を算出した。
イ．心理社会的発達の記述統計量および 2 時点間の得点の差 

⼊所時点から調査終了時点にかけて，⼼理社会的発達においてどのような変化がみられたか検討する
ために，記述統計量の算出および 2 時点間の得点の差の検定を⾏った。

⼼理社会的発達領域の記述統計量および２時点間の⽐較結果を Table 44 に⽰した。シャピロ・ウィル
クの正規性の検定を⾏ったところ，⼊所時点, 調査終了時点ともに, ⼆項関係，社会性，社会的認知，
情動発達, ⾃我・⾃⼰発達において正規性の仮定が棄却されたため，ウィルコクソン符号付順位検定を
⾏った。その結果, ⼆項関係，社会性，社会的認知，情動発達，⾃我・⾃⼰発達全てにおいて有意な得
点の増加がみられた（⼆項関係 V = 62.5, p < .001; 社会性 V = 0, p < .001; 社会的認知 V = 0, p < .001; 情
動発達 V = 88.5, p < .001; ⾃⼰・⾃我発達 V = 9, p < .001）。

このことから，⼦どもの⼼理社会的発達は，⼊所時点よりも調査終了時点においての⽅が伸びていた
ことが⽰唆された。

Table 44 

ウ．心理社会的発達の領域内の相関係数 

⼊所時点，調査終了時点それぞれにおいて，⼼理社会的発達領域内の関連性とその変数間の関係性の
時間的な安定性を検討するために，スピアマンの順位相関係数を算出した。結果を Table 45 に⽰した。
⼊所時点についてみると, ⼆項関係, 社会性, 社会的認知, 情動発達, ⾃我・⾃⼰発達のどの項⽬につい
ても互いに有意な⾼い相関があることが⽰された。調査終了時点についても同様に, 各項⽬には互いに
有意な⾼い相関があることが⽰された。このことから，⼆項関係，社会性，社会的認知，情動発達，⾃
我・⾃⼰発達は相互に関連する⼦どもの⼼理社会的な発達であり，それは時間を通して変わらないこと
が⽰唆された。

1⼆項関係 107 0.32 0.28 0 1 105 0.68 0.23 0.09 1 .96 ⼊所<調査終了 ***

2社会性 102 0.07 0.15 0 0.66 95 0.19 0.26 0 0.92 .95 ⼊所<調査終了 ***

3社会的認知 102 0.08 0.16 0 0.68 97 0.23 0.30 0 1 .96 ⼊所<調査終了 ***

4情動発達 107 0.27 0.23 0 1 101 0.52 0.21 0.12 1 .94 ⼊所<調査終了 ***

5⾃我・⾃⼰発達 104 0.16 0.21 0 0.8 101 0.46 0.26 0 1 .86 ⼊所<調査終了 ***

***p <.001

平均 標準偏差 最⼩値 最⼤値

発達領域の記述統計量および2時点間の⽐較
⼊所時 調査終了時

α
⼈数 平均 標準偏差 最⼩値 最⼤値 ⼈数
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Table 45 

エ．心理社会的発達の 2 時点間の相関係数 

順位レベルの安定性は時点間の得点の相関によってあらわされる。順位レベルでの安定性が⾼いとい
うことは，1 時点⽬において集団内で⽐較的得点の⾼い⼈は，その後の時点でも得点が⾼い傾向にあり，
低い⼈はその後の時点でも低い傾向にあるということであり，時点間の相関が⾼くなる。逆に，順位レ
ベルでの安定性が低いということは，集団内で 1 時点⽬において得点が⾼い⼈であっても，その次の時
点での得点が必ずしも⾼いわけではなく，時点間の相関が低くなる。⼊所時点，調査終了時点の 2 時点
間での順位レベルでの安定性を検討するため，⼼理社会的発達に関する 2 時点間のスピアマンの相関係
数を算出し，無相関検定を⾏った。結果を Table 46 に⽰した。いずれの領域においても 2 時点間で中程
度〜⾼い有意な相関がみられた。このことから，⼊所時点での得点が⽐較的⾼い調査対象児は調査終了
時点においても得点が⾼く，その逆も然りというように，順位レベルでの安定性が確認された。

Table 46 

1 2 3 4 5

⼊所時
1⼆項関係 .73 *** .72 *** .87 *** .82 ***

2社会性 .95 *** .79 *** .79 ***

3社会的認知 .77 *** .79 ***

4情動発達 .85 ***

5⾃我・⾃⼰発達

調査終了時
1⼆項関係 .68 *** .71 *** .75 *** .74 ***

2社会性 .92 *** .77 *** .73 ***

3社会的認知 .75 *** .69 ***

4情動発達 .79 ***

5⾃我・⾃⼰発達
***p <.001

発達領域内の相関係数

1 2 3 4 5

⼊所時
1⼆項関係 .64 *** .77 *** .73 *** .61 *** .62 ***

2社会性 .57 *** .81 *** .77 *** .63 *** .54 ***

3社会的認知 .57 *** .82 *** .82 *** .62 *** .58 ***

4情動発達 .65 *** .79 *** .76 *** .68 *** .63 ***

5⾃我・⾃⼰発達 .60 *** .82 *** .76 *** .61 *** .65 ***

***p <.001

調査終了時
発達領域の2時点間の相関
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オ．まとめ：心理社会的発達は入所期間中にどのように変化したか 

➀心理社会的発達の領域内は，入所・調査終了時点を通して相互に関連 

⼆項関係，社会性，社会的認知，情動発達，⾃我・⾃⼰発達は相互に中程度〜強い相関がみられたこ
とから，これらは，各領域が独⽴して発達していくのではなく，相互に強く関連しあいながら発達して
いくことが⽰唆された。例えば，⼆項関係の得点が⾼い⼦どもは，他の領域の得点も⾼い傾向があった。
②いずれの領域も入所時点で得点の高い子どもは調査終了時点においても高い傾向

いずれの領域においても 2 時点間で中程度以上の相関があったことから，⼊所時点で得点が⾼い⼦ど
もは，調査終了時点での得点も⾼いというような形で，順位レベルでの安定性があることが⽰唆された。 
③心理社会的発達はいずれの領域も入所から調査終了時点にかけて得点が増加

調査期間中の得点の変化としては，⼊所時点から調査終了時点にかけて⼼理社会的発達の全ての領域
において有意な得点の増加がみられた。先⾏研究では，劣悪な環境下での施設養育は⼦どもの⼼⾝の発
達を阻害することが指摘されてきたが（e.g. Almas et al., 2012）, 本調査の結果は⼊所から４〜５か⽉と
いう短期間とはいえ，⼊所中に発達が妨げられるのではなく, ⼦どもの⼼理社会的な発達が促進された
といえる。
④本調査からみえなかったこと

ただし，本調査で使⽤した項⽬からは，発達年齢を算出することはできないため，家庭養育の⼦ども
を含む標準的な発達状態と⽐較検討することはできない。実際，本邦で⾏われた数井・森⽥・後藤・⾦
丸・遠藤（2007）の乳児院⼊所児を対象にした調査において，被虐待経験の有無にかかわらず，⾔語領
域・対⼈領域に遅滞がみられたという結果が得られている。今後は，新版 K 式発達検査などの標準的な
発達検査も併せて実施することで，乳児院養育における⼦どもの育ちをより詳細に検討する必要がある
だろう。

２）トラウマ反応の変化  

ア．トラウマ反応の得点化 

低⽉齢児(⽉齢 6 か⽉〜2 歳未満)のトラウマ反応，⾼⽉齢児（2 歳〜6 歳）のトラウマ反応のそれぞれ
について，「よくある」を 4 とし，「ある」を 3，「たまにある」を 2，「ない」および「過去にあった」
を 1 として，「年齢的に不可能・不明」あるいは無回答の項⽬を除いた回答項⽬数で総得点数を割り，
それぞれについて得点を算出した。
イ．トラウマ反応の記述統計量および 2 時点間の差 

⼊所時点から調査終了時点にかけて，トラウマ反応においてどのような変化がみられたか検討するた
めに，記述統計量の算出および 2 時点間の得点の差の検定を⾏った。Table 47 にトラウマ反応の記述統
計量および 2 時点間の⽐較の結果を⽰した。α係数をみるといずれも低くとどまっており，それぞれの
領域内の項⽬のまとまりは⼩さかったと考えられる。特に⾼⽉齢のトラウマ反応についてはそれが顕著
であった。

低⽉齢トラウマについては，⼊所時点・調査終了時点いずれにおいても，得点は低くとどまっていた。
⾼⽉齢トラウマについても，N=5 と分析対象の数が少ないが，低⽉齢のトラウマ反応と同様に⼊所・調
査終了時点通して得点は低くとどまっていた。2 時点間の得点の変化を検討したところ，低⽉齢のトラ
ウマ反応については，ウィルコクソン符号付順位検定を⾏ったところ有意な減少傾向がみられた(V = 
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206, p < .05)。
上述のように低⽉齢の⼦どものトラウマ反応の平均得点は低くとどまっていたことから，多くの⼦ど

もは⼊所時点からそれほどトラウマ⾏動を⽰さないことが⽰唆された。しかし，それでも低⽉齢の⼦ど
ものトラウマ反応において 2 時点間で有意な差がみられたことから，低⽉齢の⼦どものトラウマ⾏動は，
⼊所中に減少していたことが⽰唆される。

Table 47 

ウ．トラウマ反応の 2時点間の相関係数 

⼊所時点・調査終了時点での順位レベルでの安定性を検討するために，2 時点間のスピアマンの相関
係数を算出し，無相関検定を⾏った。Table 48 にトラウマ反応の 2 時点間の相関をまとめた。低⽉齢ト
ラウマにおいてのみ 2 時点間の中程度の有意な相関が確認された。⾼⽉齢トラウマについては 2 時点間
での有意な相関がみられなかった。また，⼊所時点で低⽉齢⽤のトラウマの質問紙が実施され，調査終
了時点において⾼⽉齢⽤のトラウマの質問紙が実施された調査対象児は極めて少ないため，⼀般化はで
きないが，2 時点間で負の極めて⾼い相関がみられた。

結果からは，低⽉齢⽤のトラウマの質問紙を実施した調査対象児に関しては，⼊所時点でトラウマ反
応と思われる⾏動が観察される場合，調査終了時点においてもトラウマ反応が観察されやすかったとい
うことが⽰唆される。⼀⽅で⾼⽉齢のトラウマ反応については，有意な相関はみられず，相関係数⾃体
も極めて⼩さかったことから，⼊所時点での得点と調査終了時点の得点が関連するという傾向はみられ
なかった。低⽉齢⽤トラウマ尺度と⾼⽉齢⽤トラウマ尺度は同じ概念を測ることを想定した尺度である
ため，本来であれば両者の間には正の相関がみられるはずであった。しかし，今回の調査では負の⾼い
相関が観察された。また上述のようにα係数が極めて低かったことからも，トラウマ尺度については意
図した概念を測定できなかった可能性が⾼いと考えられる。

Table 48 

トラウマ(低⽉齢) 36 1.43 0.450 1.0 3.0 74 1.34 0.390 1 2.5 0.48 ⼊所>調査終了*

トラウマ(⾼⽉齢) 5 1.49 0.420 1.2 2.2 8 1.31 0.300 1 1.8 0.06 n.s.

*p <.05

平均 標準偏差 最⼩値 最⼤値

トラウマ反応の記述統計量および２時点間の⽐較
⼊所時 調査終了時

α
⼈数 平均 標準偏差 最⼩値 最⼤値 ⼈数

1 2

⼊所時
1トラウマ(低⽉齢) .69 *** -.99

2トラウマ(⾼⽉齢) - -.01

***p <.001

調査終了時
トラウマ反応の２時点間の相関
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３）子どもの SOS サインの変化  

ア．子どもの SOS サインの得点化 

「よくある」を 4 とし，「ある」を 3，「たまにある」を 2，「ない」および「過去にあった」を 1 とし
て，「年齢的に不可能・不明」あるいは無回答の項⽬を除いた回答項⽬数で総得点数を割り，それぞれ
について得点を算出した。
イ．子どもの SOS サインの各項目の記述統計量 

⼦どもの SOS サイン領域の項⽬については，各項⽬の意味するものや表す⾏動 1 つ 1 つが⼤きく異
なり，かつ重要であるため，Table 49 に⼦どもの SOS サイン領域における各項⽬の記述統計量を⽰した。
「h31 チックや抜⽑、突発性難聴など、⾝体化が⾒られる」のみ，最⼤値が 1 にとどまり，現在⾏動が
みられると回答した調査対象児はいなかった。それ以外の項⽬については，平均値がすべて 1〜2 にと
どまるため，気にかかる⾏動が観察される調査対象児は少なかったと考えられるものの，「4(よくある)」
「3（ある）」を最⼤値として取る調査対象児もいた。
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ウ．子どもの SOS サインの因子分析 

⼦どもの SOS サインの項⽬群が⽰す⼦どもの⾏動やその⾏動の意味は多岐にわたるが，共通した特
徴を持つカテゴリーにまとめられないか，因⼦分析を⾏い検討した。最⼩２乗法，独⽴クラスター回転
による探索的因⼦分析を⾏った。因⼦数については並⾏分析，対⾓ SMC 並⾏分析および MAP テスト
より 3 因⼦が推奨されたため，3 因⼦に設定した。因⼦負荷量が.40 を切る項⽬や他因⼦と同程度の因
⼦負荷をもつ項⽬を削除した。Table 50 に因⼦負荷量を⽰した。

因⼦分析を⾏ったが，多くの重要な項⽬が削除され，それぞれの因⼦の解釈が困難であるため，以降
の記述統計量および相関係数については，因⼦分析の結果を採⽤せず，『初任者研修のための⼩冊⼦』（全
国乳児福祉協議会，2016b）の⼦どもの SOS サインにおける分類の⼤カテゴリーに基づき，⾝体的側⾯，
⼼理的側⾯，関係性の側⾯，その他の⼦どもの SOS サインの 4 領域に分けて算出することとした。

Table 50 

エ．子どもの SOS サインの記述統計量および 2 時点間の差 

⼊所時点と調査終了時点における⼦どもの SOS サインの得点の変化を検討するために，記述統計量
の算出および２時点間の差の検定を⾏った。シャピロ・ウィルク検定により正規性の仮定が棄却された
ため，ウィルコクソン符号付順位検定をおこなった。⼦どもの SOS サインの⼤カテゴリーごとの記述
統計量および 2 時点間の差の検定の結果を Table 51 に⽰した。いずれもα係数は低く，項⽬の⼀貫性は
みられなかったと⾔える。そのような中，⼼理的側⾯の SOS サインについては⼊所時点から調査終了
時点にかけて得点が低くなっていたが，有意傾向であった(V = 1589, p = .074)。

このことから⼼理的側⾯においては，職員が⼼配・気がかりと感じる⾏動が，⼊所時点から調査終了
時点にかけて減少していたことが⽰唆される。ただし，有意傾向であるため⼀般化することはできない。 

　h15  突発的なことが起きたり、⾃分の思い通りにいかないとパニックを起こす。    1.00 -0.37 0.00 1.00

h28 ごっこ遊びが苦⼿である。        0.90 -0.36 -0.03 0.82

h3 不器⽤さや運動発達のぎこちなさ（アンバランス）がみられる。 0.80 0.23 0.06 0.79

h22 指さしをしない。 0.72 0.30 0.07 0.71

h23 共同注意が⾒られない。 0.68 0.47 0.08 0.86

　h16 刺激への反応が過剰に鈍感/敏感など、外的刺激への反応で⼼配な点がある。 0.11 0.67 -0.09 0.47

h9 その他、⽣活習慣で⼼配な点がある。 0.05 0.65 0.11 0.48

h24 ⽬が合わない。 0.06 0.63 0.17 0.49

h7 寝付けない、眠りが浅い、夜驚など、睡眠に⼼配な点がある。 0.08 0.58 -0.11 0.34

h1 ⾝体の緊張が強い/ゆるい等、⼒の⼊れ具合に⼼配がある。 0.01 0.47 0.02 0.23

h6 授乳・摂⾷で⼼配な点がある。 -0.03 0.40 -0.08 0.15

h27 ⼦ども同⼠の関係で不適切な⾏動が⾒られる。 -0.23 -0.33 0.96 0.88

　h12 興奮時に⼤⼈の声かけが⼊らなかったり、⾃分で⾏動をとめられないことがある。-0.16 0.14 0.87 0.78

　h17  注意された時に激しく泣く/⽴ち尽くすなど、⼈への反応で⼼配な点がある。   0.32 -0.41 0.68 0.66

h11 感情の起伏が激しかったり無表情など、感情表出で⼼配な点がある。 0.31 0.40 0.63 0.88

h26 遊びを⾒つけていかないなど、探索意欲の希薄さが⾒られる。 -0.03 0.24 0.55 0.41

因⼦寄与 3.81 3.2 2.95

因⼦寄与率(%) 24 20 18

項⽬ 共通性

⼦どものSOSサインの因⼦負荷量
因⼦負荷

因⼦Ⅰ 因⼦Ⅱ 因⼦Ⅲ
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Table 51 

オ．子どもの SOS サインの領域内の相関係数 

 時点ごとの⼦どもの SOS サイン領域内の関連性と，変数間の関係性の時間的な安定性を検討するた
めに，スピアマンの順位相関係数を算出した。Table 52 に時点ごとの相関をまとめた。

Table 52 

⼊所時点，調査終了時点を通して，相互に弱い〜中程度の正の相関がみられた。このことから，⼦ど
もの SOS サインの各領域は相互に関連し，それは⼊所時点・調査終了時を通して安定していた。
カ．子どもの SOS サインの 2 時点間の相関係数 

 ⼊所時点と調査終了時点間での順位レベルでの時間的な安定性を検討するために，2 時点間のスピア
マンの順位相関係数を算出した。結果を Table 53 に⽰した。⾝体的側⾯，⼼理的側⾯，その他について
は 2 時点間で有意な中程度の相関がみられた。関係性側⾯については，正の相関がみられたが, 弱い相
関であった。

このことから，⼊所時点において⾝体的側⾯の⼦どもの SOS サインが⾼かった調査対象児は，調査
終了時点においても⾼かったことが⽰唆され，そのような傾向は⼼理的側⾯や⾏動化・⾝体化・無気⼒
を含むその他の⼦どもの SOS サインにおいても同様であった。

⾝体的側⾯ 105 1.32 0.510 1 3.4 105 1.26 0.380 1 2.6 0.532 n.s.

⼼理的側⾯ 103 1.25 0.380 1 3.25 105 1.18 0.240 1 2 0.624 ⼊所＞調査終了 †

関係性の側⾯ 80 1.23 0.390 1 3 103 1.16 0.250 1 2 0.134 n.s. 

その他 58 1.05 0.200 1 2.33 82 1.04 0.180 1 2 0.504 n.s.

†p <.1

最⼤値⼈数 平均 標準偏差 最⼩値 最⼤値 ⼈数
α

平均 標準偏差 最⼩値

⼦どものSOSサインの記述統計量および２時点間の⽐較
⼊所時 調査終了時

1 2 3 4

⼊所時
1⾝体的側⾯ .57 *** .15 .39 **

2⼼理的側⾯ .36 *** .33 *

3関係性側⾯ .38 **

4その他
調査終了時

1⾝体的側⾯ .44 *** .27 * .16

2⼼理的側⾯ .36 *** .32 **

3関係性側⾯ .23 †

4その他
†p <.1*p <.05, **p <.01, ***p <.001

⼦どものSOSサイン領域内の相関係数
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Table 53 

キ．トラウマ反応と子どもの SOS サイン間の相関係数 

 トラウマ反応と⼦どもの SOS サインはいずれも⼦どもの不適応的な⾏動を捉える項⽬群であると考
えられるため，2 つの変数の相関をみることで，妥当性の確認を⾏った。結果を Table 54 に⽰した。低
⽉齢のトラウマ反応と⼦どもの SOS サインの⼼理的側⾯の間に，⼊所時点・調査終了時点を通して有
意な中程度の相関がみられた。

このことから，低⽉齢のトラウマ反応が⾼いほど，⼦どもの SOS サインの⼼理的側⾯も⾼くなる傾
向がみられ，類似の概念を測定していることが⽰唆された。

Table 54 

 
ク．まとめ：トラウマ反応・子どもの SOS サインは入所期間中にどのように変化したか 

➀低月齢用トラウマと子どもの SOS サインの間に中程度の正の関連  

トラウマ尺度は低⽉齢⽤（6 ヶ⽉〜2 歳未満）と⾼⽉齢⽤（2 歳〜6 歳）があり，⼦どもの SOS サイ
ンの項⽬群は⾝体⾯，⼼理⾯，関係性の 3 領域に分けた。いずれも⼦どもの不適応的な⾏動や気にかか
る⾏動を測ることを想定している。これらの関連性を分析した結果，低⽉齢のトラウマ反応と⼼理的側
⾯との間に相関がみられた。つまり，低⽉齢のトラウマ反応が⾼い⼦どもは⼼理的側⾯の⼦どもの SOS
サインも⾼いという傾向が，⼀⽅で低⽉齢のトラウマ反応が低い⼦どもは⼼理的側⾯の⼦どもの SOS
サインも低いという傾向がみられた。

1 2 3 4

⼊所時
1⾝体的側⾯ .48 *** .48 *** .27 ** .16

2⼼理的側⾯ .44 *** .52 *** .33 *** .33 ***

3関係性側⾯ .22 † .12 .20 † .18

4その他 .14 .21 -.02 .73 ***

†p <.1*p <.05, **p <.01, ***p <.001

調査終了時
⼦どものSOSサインの2時点間の相関係数

⼦どものSOSサイン
1⾝体的側⾯ .15 .29 .07 .51

2⼼理的側⾯ .47 *** .46 .42 *** .58

3関係性側⾯ .28 -.26 .14 .23

4その他 .06 - .18 -

***p <.001

トラウマ反応と⼦どものSOSサイン間の相関係数

トラウマ
（低⽉齢）

トラウマ
（⾼⽉齢）

トラウマ
（低⽉齢）

トラウマ
（⾼⽉齢）

⼊所時 調査終了時
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②低月齢のトラウマ反応・子どもの SOS サインの身体的側面・心理的側面・その他の得点については入

所時点に高い子どもは調査終了時点も高い傾向 

２時点間の相関については，いずれも中程度の相関がみられたが，⾼⽉齢のトラウマ反応と⼦どもの
SOS サインの関係性については２時点間の有意な相関がみられなかった。このことから，低⽉齢のトラ
ウマ反応・⼦どもの SOS サインの⾝体的側⾯・⼼理的側⾯・その他の得点については，⼊所時点に⾼
い調査対象児は調査終了時点も⾼い傾向がみられ，時間的な安定性が⽰唆された。⼀⽅で⾼⽉齢のトラ
ウマ反応や⼦どもの SOS サインの関係性の側⾯についてはそのような傾向はみられなかった。
③トラウマ反応・子どもの SOS サインは入所時点において全体的に低く，一部の子どもが高い値をとる

トラウマ反応・⼦どもの SOS サインの得点は全体的に低くとどまっていたが，項⽬ごとに検討する
と，中には⾼い得点を取る調査対象児もいた。つまり，多くの調査対象児において，⼊所時点でトラウ
マ反応や気にかかる⾏動が観察されることは少なかったが，⼀部にはトラウマ反応と思われる⾏動を⽰
したり，気がかりな⾏動を⽰したりする調査対象児もいたということである。
④低月齢のトラウマ反応・子どもの SOS サインの心理的側面は減少傾向

2 時点間の得点の変化をみたところ低⽉齢のトラウマ反応については有意な，⼦どもの SOS サインの
⼼理的側⾯については有意傾向の低下がみられたが，他の領域については有意な増加及び低下はみられなか
った。

先⾏研究では，被虐待経験は⼦どもの PTSD 反応や問題⾏動に⻑期にわたって影響を及ぼすことが明
らかになっており（Kearney, Wechsler, & Lemos-miller, 2010)，さらに劣悪な施設養育の環境もまた⻑期
的な影響を及ぼすことが⽰されている（e.g. Hoksbergen et al., 2003; Zeanah, Smyke, & Settles, 2008）。⼀⽅
Ahmad et al. (2005)の 8 歳から 14 歳を対象とした調査では,家庭養育の⼦どものトラウマ反応や問題⾏
動の減少率が施設養育の⼦どもと⽐べて⼤きかったものの，施設養育の⼦どもにおいても，2 年間でト
ラウマ反応が減少していたことを⽰す結果が報告されている。本調査において４〜５か⽉という短期間
ではあるが，低⽉齢のトラウマ反応および⼼理的な側⾯の SOS サインの減少が認められたことは，
Ahmad et al. (2005)の結果と⼀致するものであったと考えられる。
⑤本調査からみえなかったこと

本調査の限界であるが，家庭養育の⼦どもと⽐較したものではないため，本調査でみられたトラウマ
反応や⼦どもの SOS サインの得点やその変化を相対的に評価することは難しい。また，調査期間は 4
〜5 か⽉と短期間であったことから，乳児院養育の中での⼦どものトラウマ反応や気がかりな⾏動の変
化について，今後はより⻑期的な視点で検討する必要があるだろう。

４）アタッチメントの変化 
ア．アタッチメントの得点化 

担当養育者および保護者に対するアタッチメントについては，項⽬に記載された⾏動が調査対象児に
「全くあてはまらない」および「過去にあった」場合に１，「あまりあてはまらない」場合に 2，「どち
らでもない」場合に 3，「ややあてはまる」場合に 4，「よくあてはまる」場合に 5 として得点を合算し，
無回答を除く回答項⽬数で割って値を算出した。

なお，「アタッチメントの安定性」の下位尺度として「安全基地（6 項⽬）」「情動調整の機能不全（9
項⽬）」「⼼の理解（9 項⽬）」が含まれていたが，情動調整の機能不全を測定する項⽬群は逆転項⽬で構
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成されていた。アタッチメントの安定性の総合得点として算出する際には，情動調整の機能不全に関す
る項⽬の回答を逆転させた数値を⽤いて合算し，回答のあった項⽬数で割って算出した。⼀⽅で，情動
調整の機能不全として値を算出する際には，値を逆転せずに合算し，回答のあった項⽬数で割って算出
した。無秩序・無⽅向型アタッチメント（D タイプ）と反応性アタッチメント障害傾向および脱抑制型
対⼈交流障害傾向に関する項⽬についても得点を合算し，無回答を除く回答項⽬数で除した値を分析に
⽤いた。
イ．アタッチメントの記述統計量および 2 時点間の差 

アタッチメントに関する記述統計量および 2 時点間での得点の変化を検討するため，シャピロ・ウィ
ルクの正規性の検定を⾏い，正規性の仮定を満たした場合は対応のある t 検定を実施し，正規性の仮定
を満たさない場合はウィルコクソン符号付順位検定を⾏った。アタッチメントに関する記述統計量およ
び 2 時点間の差の検定を Table 55 に⽰した。
➀担当養育者へのアタッチメントの 2 時点間の差 

担当養育者に対するアタッチメントについては, アタッチメントの安定性, 安全基地⾏動, ⼼の理解,
情動調整の機能不全の 4 領域について⼊所時点の得点より調査終了時点の得点が有意に⾼かった（アタ
ッチメントの安定性 t (24) = -4.35, p < .001; 安全基地 V = 20, p < .001; ⼼の理解 V = 9.5 , p < .001; 情
動調整機能不全 t (24) = -4.71, p < .001）。また, 脱抑制型対⼈交流障害傾向, 反応性アタッチメント障
害傾向については⼊所時点の得点より調査終了時点の得点が有意に低かった(脱抑制型対⼈交流障害傾
向 V = 174.5, p = .007; 反応性アタッチメント障害傾向 V = 141, p = .014)。無秩序無⽅向型アタッチメ
ント（Ｄタイプ）については，2 時点間で有意な差はみられなかった(V = 33.5, p = .704)。 

つまり，安全基地などのアタッチメントの安定性に関わる領域においては，⼊所時点から調査終了時
点かけて得点の増加がみられ，安定的なアタッチメント⾏動が増えたことが⽰唆された。また，アタッ
チメント障害傾向を捉える反応性アタッチメント障害傾向および脱抑制型対⼈交流障害傾向ついては，
⼊所時点から調査終了時点かけて減少傾向がみられ，不適応的なアタッチメント⾏動は減少したことが
⽰唆された。 

②保護者へのアタッチメント

保護者に対するアタッチメントについては，回答数が少ないため検定は⾏わなかった。 アタッチメ
ントの安定性と安全基地，⼼の理解については, ⼊所時点の得点より調査終了時点の得点が低かった。
情動調整の機能不全や無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）の項⽬においてはやや増加がみら
れた。また, 脱抑制型対⼈交流障害傾向の項⽬においてはやや減少傾向がみられた。

回答数が少なく検定も⾏っていないため，この結果の解釈については慎重になる必要があるが，保護
者へのアタッチメントの 2 時点間の変化のパターンは担当養育者に対するアタッチメントの変化のパタ
ーンとは異なっていた。
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ウ．アタッチメントの領域内の相関係数 

⼊所時点，調査終了時点ごとのアタッチメント領域内の関連性とその変数間の関係性の時間的な安定
性を検討するために，スピアマンの順位相関係数を算出した。Table 56 に⼊所時点における担当養育者
と保護者に対するアタッチメント領域の相関係数を，Table 57 に調査終了時点における担当養育と保護
者に対するアタッチメント領域の相関係数を⽰した。
➀担当養育者へのアタッチメント 

担当養育者に対するアタッチメントについてみると, ⼊所時点におけるアタッチメントの安定性は安
全基地, ⼼の理解と有意な正の⾼い相関があった。⼀⽅で，情動調整不全，無秩序・無⽅向型アタッチ
メント（Ｄタイプ），反応性アタッチメント障害傾向，脱抑制型対⼈交流障害傾向との間には負の低い
相関がみられた。安全基地については，⼼の理解との間に有意な⾼い正の相関がみられ, 反応性アタッ
チメント障害傾向との間には有意な負の低い相関がみられた。また, 情動調整の機能不全と無秩序・無
⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）との間には中程度の有意な正の相関がみられた。

調査終了時点においても，各項⽬の相関には概ね同様の傾向がみられた。この傾向に加筆すべき点と
しては, アタッチメントの安定性と無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）の間に有意な中程度
の負の相関がみられたことが挙げられる。また，無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）と反応
性アタッチメント障害傾向との間に中程度の有意な正の相関がみられた。

以上から，安全基地や⼼の理解といったアタッチメントの安定性を反映する領域間では，例えば安全
基地が⾼ければ⼼の理解も⾼いというような正の関連が⽰唆された。また，アタッチメントの安定性が
⾼いほど，不適応的なアタッチメント⾏動は少ないという負の相関がみられた。このことから，想定さ
れた領域間の関連がみられたと考えられる。
②保護者へのアタッチメント

保護者に対するアタッチメントについては回答者が⼊所時点で 6 名と少ないため無相関検定を⾏わず，
相関係数の算出のみを⾏った。⼊所時点におけるアタッチメントの安定性は安全基地, ⼼の理解と⾼い
正の相関があり, 情動調整の機能不全, 無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）, 反応性アタッチ
メント障害傾向との間に⾼い負の相関があった。また脱抑制型対⼈交流障害傾向との間には低い負の相
関がみられた。また, 安全基地は⼼の理解と正の⾼い相関があり, 無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄ
タイプ）との間には中程度の負の相関がみられた。さらに, 無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイ
プ）は脱抑制型対⼈交流障害傾向, 反応性アタッチメント障害傾向と正の相関があり, 脱抑制型対⼈交
流障害傾向は反応性アタッチメント障害傾向と正の相関があった。

調査終了時点におけるアタッチメントの安定性は, 安全基地, ⼼の理解と⾼い正の相関があり, 無秩
序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）と反応性アタッチメント障害傾向との間に負の相関があった。
また, 安全基地は⼼の理解と⾼い正の相関があり, 無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）, 反応
性アタッチメント障害傾向と負の相関があった。⼼の理解と反応性アタッチメント障害傾向との間には
低い負の相関がみられた。さらに, 無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）は脱抑制型対⼈交流
障害傾向と中程度の正の相関があり, 反応性アタッチメント障害傾向と⾼い正の相関がみられた。また,
脱抑制型対⼈交流障害傾向と反応性アタッチメント障害傾向の間には中程度の正の相関がみられた。

検定は⾏っていないため注意は必要であるが，担当養育者に対するアタッチメントと同様に，安全基
地や⼼の理解といったアタッチメントの安定性を反映する領域間では相互に正に関連し，不適応的なア
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タッチメントおよびアタッチメントの未成⽴との間には負の相関がみられるというような想定された
領域間の関連がみられたと考えられる。
エ．担当養育者へのアタッチメントと保護者へのアタッチメント間の相関係数 

担当養育者へのアタッチメントと保護者へのアタッチメントの関連を検討した。⼊所時点においては，
担当養育者への無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）は，保護者へのアタッチメントの安定性，
安全基地，⼼の理解と負の⽅向性で強く関連し，保護者への情動調整機能不全，無秩序・無⽅向型アタ
ッチメント（Ｄタイプ）と正の⽅向で強く関連していた。また担当養育者の反応性アタッチメント障害
傾向と保護者の反応性アタッチメント障害傾向との間には強い正の相関がみられ，脱抑制型対⼈交流障
害傾向についても同様であった。

保護者へのアタッチメントと担当養育者へのアタッチメントの両⽅に回答されているケースが少な
いため，解釈には注意が必要であり，ここでの結果を⼀般化することはできないが，この結果からは，
⼊所時点で保護者に対して組織化されていないアタッチメント⾏動をみせる調査対象児は乳児院に⼊
所して新しい担当養育者と関わる際も，担当養育者に対して健全なアタッチメント⾏動を⾒せることが
少なく，担当養育者に対しても組織化されていないアタッチメント⾏動を向けやすい傾向があることが
⽰唆された。また，保護者との間でアタッチメントが未成⽴の場合には乳児院においてもアタッチメン
トが未成⽴の傾向がみられることが⽰唆された。

つまり，⼊所時点で保護者に対して組織化されていないアタッチメント⾏動をみせる⼦どもは，乳児
院に⼊所して新しい担当養育者と関わる際も，担当養育者に対して健全なアタッチメント⾏動をみせる
ことが少なく，⼀⽅で担当養育者に対しても不適応的なアタッチメント⾏動を向けやすいという傾向が
ある可能性がある。

調査終了時点においては，⼊所時点のような担当養育者への無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタ
イプ）と保護者へのアタッチメントの相関のバターンはみられなかったが，反応性アタッチメント障害
傾向と脱抑制型対⼈交流障害傾向については担当養育者のそれと保護者のそれとの間に中程度の有意
な正の相関がみられた。このことから，⼊所時点とは異なり，調査終了時点においては保護者へのアタ
ッチメントと担当養育者へのアタッチメントの関連が弱くなっていることが⽰唆された。ただし，これ
らについても回答が少ないため結果を⼀般化することはできず，解釈には注意が必要である。
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オ．アタッチメントの 2 時点間の相関係数 

順位レベルでの時間的安定性を検討するために，Table 58 にアタッチメント領域の⼊所時点と調査終
了時点の間の相関係数を⽰した。担当養育者へのアタッチメントについてはアタッチメントの安定性，
⼼の理解，反応性アタッチメント障害傾向においてのみ有意な相関がみられたが，いずれも中程度にと
どまっていた。⼀⽅で保護者へのアタッチメントについては，情動調整機能不全と反応性アタッチメン
ト障害傾向と脱抑制型対⼈交流障害傾向以外は，強い有意な正の相関がみられ，反応性アタッチメント
障害傾向と脱抑制型対⼈交流障害傾向は 2 時点間で中程度の正の相関がみられた。

以上から，担当養育者へのアタッチメントに関しては 2 時点間の関連が⽐較的⼩さくとどまっていた
のに対し，保護者へのアタッチメントについては⼊所時点から調査終了時点にかけて⾼い関連がみら
れ，⼊所時点で保護者に対して無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）の⾏動が多くみられる⼦
どもは，調査終了時点においてもそのような⾏動が多く観察されるという傾向がみられた。
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カ．まとめ:アタッチメントは入所期間中にどのように変化したか 

➀「心の理解」はアタッチメントの安定性を反映したものか強迫的従順さを反映したものか 

担当養育者へのアタッチメント，保護者へのアタッチメント両者において，⼊所時点・調査終了時点
を通して，アタッチメントの安定性を把握する ABCL 尺度の中の安全基地と⼼の理解との間に有意な正
の相関がみられた。今回使⽤した ABCL（⻘⽊ら，2014）は AQS（Attachment Q-Sort；Waters, 1987）
をベースにした尺度であるが，⼼の理解については⼤⼈に対する従順さに関する項⽬が多く含まれてお
り，先⾏研究から解釈が分かれる可能性があった。AQS のマニュアル（Waters, 1987）では，従順さは
それまでの相互作⽤の円滑さが反映されたものである可能性があると書かれている⼀⽅，虐待の中でも
侵襲性の⾼い⾝体的虐待を受けた⼦どもで強迫的な従順さを⾒せる⼦どもがいる指摘もある
（Crittenden & Dilalla, 1988）。今回の結果は，⼼の理解と安全基地との強い関連がみられたことから，
前者を⽀持するものであり，アタッチメントの安定性を反映していたと考えられる。
②領域内の関連は，概ね想定通りの関連がみられた

また，安全基地は，担当養育者へのアタッチメント，保護者へのアタッチメント両者において⼊所時
点・調査終了時点を通して，無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ），反応性アタッチメント障
害傾向，脱抑制型対⼈交流障害傾向と⾮常に低い正の相関〜負の相関がみられ，保護者へのアタッチメ
ントにおいてその傾向が特に顕著であった。無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）や脱抑制型
対⼈交流障害傾向，反応性アタッチメント傾向は不適応的なアタッチメントであり，アタッチメントの
安定性との間に負の相関が理論的に予測されるが（Boris & Zeanah, 1999），そのことが確認されたと考
えられる。つまり，安定的な・適応的なアタッチメント⾏動が多いほど，不適応的なアタッチメント⾏
動が少ないことが⽰唆された。
③反応性アタッチメント障害傾向と脱抑制型対人交流障害傾向の間の正の関連に関する考察

誰にもアタッチメント⾏動をむけない反応性アタッチメント障害と無差別的にアタッチメント⾏動
をむける脱抑制型対⼈交流障害について，そこで想定されている⼦どもの⾏動は真逆のものであるが，
今回の結果では担当養育者へのアタッチメントにおいては弱い正の相関がみられ，保護者へのアタッチ
メントにおいては中程度〜強い正の相関がみられた。また，本節 7 項にてケース分析のためのクラスタ
ー分析を⾏ったところ，両⽅の得点が⾼い調査対象児が抽出された。つまり，誰に対しても情緒的に引
きこもる様⼦と，誰に対しても無差別的に友好さを⽰し近接する様⼦が併存する⼦どもがいるというこ
とである。反応性アタッチメント障害傾向と脱抑制型交流障害傾向の両者の得点が⾼いという結果は，
⼀⾒⽭盾しているように思われるが，先⾏研究でもこの 2 つの⾏動が併存する⼦どもがいることが指摘
されている（Zeanah et al., 2004）。現れる⾏動は異なるが，保護者や担当養育者など，特定の誰かとの情
緒的絆が結ばれておらず，アタッチメントが構築されていないという根本は同じであることが背景にあ
ると考えられる。
④担当養育者へのアタッチメントの形成：2時点間の相関に関する保護者と担当養育者の比較から

⼊所時点と調査終了時点間の相関に関しては，担当養育者へのアタッチメントにおいてはどの変数を
みても相対的に低くとどまっていたのに対し，保護者へのアタッチメントは 2 時点間での相関が担当養
育者のそれよりも⾼く，情動調整の機能不全を除いて中程度〜強い相関がみられた。回答者数が少ない
ため，この結果についてはより⼤規模な調査で追試される必要があるが，担当養育者へのアタッチメン
トにおいて， 2 時点間の相関が⽐較的弱いのは，⼊所直後から約４〜5 か⽉間という短い調査期間中に
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⼦どもと担当養育者の間で新たな関係が構築されていったためではないかと考えられる。2 時点間の相
関が⽐較的弱いということは，⼊所時点のアタッチメント⾏動と調査終了時点（⼊所後約４〜５ヶ⽉後）
のアタッチメント⾏動の関連性が弱いということである。例えば，⼊所時点では不適応的なアタッチメ
ント⾏動が多い場合，調査終了時点でも不適応的なアタッチメント⾏動が多いという関連性が弱いとい
える。逆をいうと⼊所時点で安定的な（適応的な）アタッチメント⾏動が多い場合，調査終了時点でも
安定的な（適応的な）アタッチメント⾏動が多いという関連性が弱いといえる。つまり，⼊所時点の調査は
⼊所後約 1 週間の中で実施されており，その時点ではまだアタッチメントが構築されていないが，調査終了
時点つまり⼊所から約４〜５ヶ⽉後には新たな関係が構築されたために⼦どもが⽰すアタッチメント⾏動
の質が変化し，2 時点間の関連性が低くなった可能性が考えられる。 

アタッチメント理論を提唱した Bowlby(1969/1982)はもともと，発達早期の⼦どもと養育者とのアタ
ッチメント関係が，「⾃分は助けられる存在なのか」「他者は⾃分が助けを求めれば，応答してくれる存
在なのか」という⾃分や他者そして対⼈関係に関する表象モデルである内的ワーキングモデルを形作
り，その内的ワーキングモデルがその後，⼦どもが他者と結ぶ関係性のひな型になるという理論的想定
をおこなっていたが，近年の研究において，アタッチメントは個々の他者との間にそれぞれ独⾃に形成
され，関係性ごとに異なった発達帰結を導きうることを⽰唆する知⾒が蓄積されている（e.g. van 

Ijzendoorn, Sagi, & Lamberson, 1992; Anhert, Pinquart, & Lamb, 2006）。本調査において，保護者へ
のアタッチメントにおいては 2 時点間での相関が⾼いのに⽐べて，担当養育者へのアタッチメントにお
いては 2 時点間の相関が低かったのは，⼊所から数か⽉にわたる調査期間のなかで，⼦どもと担当養育
者との間に独⾃の新しいアタッチメントが形成され，結果的に⼊所時点のアタッチメントの様相と調査
終了時点のアタッチメントの様相が変わってきたためであると考えられる。今回の調査結果もまた異な
る他者との間に独⾃のアタッチメントが形成されることを⽀持する結果であったと考えられる。
⑤保護者とのアタッチメントの影響と担当養育者へのアタッチメントの形成

ただし，このことはもともとの保護者のアタッチメントが新しい対象とのアタッチメントに無影響で
あることを⽰すわけではない。実際に保護者との不安定なアタッチメントが後の保育者とのアタッチメ
ントを予測することが先⾏研究から明らかになっている（e.g. Booth et al., 2003）。今回の結果も，回答
者数が少ないため参考程度にとどめるが，特に⼊所時点の担当養育者への無秩序・無⽅向型アタッチメ
ント（Ｄタイプ）は保護者への無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）と強い正の相関があり，
安全基地とは強い負の相関があった。つまり，保護者への不適応的なアタッチメント傾向が強いほど担
当養育者への不適応的なアタッチメント傾向も強く，また適応的なアタッチメント⾏動がみられない傾
向であった。しかし，調査終了時点における担当養育者への無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイ
プ）と保護者への無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）や安全基地との間の相関は弱く，両者
の関連性は低いものとなっていた。このことから，⼊所時点における担当養育者とのアタッチメントは，
保護者とのアタッチメントの影響を受けながらも，⼊所して乳児院⽣活を送る中で担当養育者との間に
新たに固有のアタッチメントが形成されていた可能性が⽰唆される。
⑥担当養育者へのアタッチメントは入所時点から調査終了時点にかけて安定の方向で変化

では，担当養育者へのアタッチメントは調査期間中どのような変化がみられたのだろうか。担当養育
者へのアタッチメントについては，アタッチメントの安定性，安全基地，⼼の理解の得点の増加がみら
れ，脱抑制型対⼈交流障害傾向，反応性アタッチメント障害傾向の得点の減少がみられた。つまり，総
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じて安定性を増す形でのアタッチメントの変化がみられたと考えられる。海外の先⾏研究においては，
施設養育によるアタッチメントへの悪影響が指摘されているが（Dozier & Rutter, 2016），⼀⽅で 1 ⼈の
⼦どもに関 わる⼈数を 少なくする ことで改善 がみられた ことを⽰唆 する研究も ある（Groark, 

Muhamedrahimov, Palmov, Nikiforova, & McCall, 2005)。⽇本の乳児院においては，アタッチメント形成を
重視し，⼩規模化がすすめられ，担当養育制を基本としており（全国乳児福祉協議会，2016a），今回の
調査でも調査対象児に対して中⼼的に関わる担当養育者がいない⼊所児はわずかであった。結果から
は，そのようなアタッチメント形成を意識した養育実践があるからこそ，乳児院の⼊所児は担当養育者
との間に安定したアタッチメントを形成し得たと考えられる。
⑦本調査からみえなかったこと

ただし，今回の調査は，乳児院⼊所児のみを対象にしたものであり，家庭養育や⾥親養育の⼦どもと
⽐較したものではない。例えば，誰にでもべたべたする無差別的な友好さを⽰す脱抑制型対⼈交流障害
傾向は，発達早期に⼀定期間以上の施設養育を受けた⼦どもにおいてより多くみられ，根強くその後も
みられることを⽰す知⾒が提出されている（OʼConnor et al., 2000）。本調査結果では平均としては脱抑
制型対⼈交流障害傾向の得点は低くとどまり，さらに調査期間中には得点の減少がみられたものの，後
述のクラスター分析において⼀部の調査対象児が⽐較的⾼い得点をとるクラスターに割りあてられて
いた。また後述のケース分析において，脱抑制型対⼈交流障害の傾向は微弱な減少傾向がみられたもの
の，⽐較的根強く無差別的友好さが残っているケースもみられた。脱抑制型対⼈交流障害傾向を含め，
乳児院での養育を受ける⼦どもたちのアタッチメントの特質については家庭養育の⼦どもと⽐較しな
がら検討される必要があるだろう。また今回の調査期間は平均 4〜5 か⽉であり，短期間のものであっ
た。より⻑期間の相互作⽤の中でどのようにアタッチメントが形成されるのか，また今回担当養育者の
変更があったケースは少数であったが，⻑期的な施設養育や措置変更の中で，⼀度はアタッチメントが
形成された他者との分離を余儀なくされることの影響についても検討される必要があると考えられる。 

５）まとめ：入所期間中の子どもの状態像の変化 

今回，4〜5 か⽉の調査期間の中で，乳児院⼊所児の⼼理社会的な発達がみられ，担当養育者へのアタ
ッチメントに関してもより安定的なアタッチメントを形成していることが⽰唆された。⼦どものトラウ
マ反応や SOS サインについては，両時点において全体的に得点が低くとどまっていたが，低⽉齢のト
ラウマ反応および⼼理的側⾯の SOS サインにおいては 2 時点間での得点の減少がみられた。これらの
結果から，総じて，乳児院養育によって⼦どもの⼼理社会的発達は促進され，⼼の傷つきや気がかりな
状態は回復傾向にあると考えられる。しかし，無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）や⾼⽉齢
の⼦どものトラウマ・⼦どもの SOS サインの⾝体的側⾯や関係性の側⾯においては，有意な減少がみ
られなかった。全体的に得点は低くとどまっていたとはいえ，調査終了時点においてもこれらの⾏動が
観察された⼦どもがいたことに留意し，より⻑期的視点で変化を追っていくことが必要である。

（３）子どもの日齢との関連 

⼦どもの⼼理社会的発達や他者の意図理解を前提としたアタッチメントの「⼼の理解」は，年齢と関
連することが予想されるが，「⼼の理解」を除いたアタッチメントおよびトラウマ反応，⼦どもの SOS
サインは年齢と関連しないと想定される。年齢によって，これらの得点が変化するかどうか検討するた
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め，領域ごとに調査対象児の⽇齢との相関を算出した。
１）心理社会的発達と日齢の関連 

まず，Table 59 に, ⼼理社会的発達の下位尺度と調査対象児の⽇齢との相関を⽰した。いずれの下位
尺度も調査対象児の⽇齢と有意な中程度〜⾼い正の相関関係があることが明らかとなった。つまり，⼦
どもの年齢が上がるほど，⼼理社会領域における発達がみられることが⽰された。

Table 59 

  

２）トラウマ反応・子どもの SOS サインと日齢の関連 

Table 60 にトラウマ反応および⼦どもの SOS サインと調査対象児の⽇齢との相関を⽰した。有意な相
関はいずれにおいてもみられず，両者と⼦どもの年齢との間に関連性はないことが⽰唆された。

Table 60 

３）アタッチメントと日齢の関連 

Table 61 にアタッチメントと調査対象児の⽇齢との相関を⽰した。⼼の理解については，担当養育者
については中程度の有意な正の相関がみられ，保護者においては中程度の正の相関がみられたが有意傾
向にとどまっていた（p=.08）。その他については有意な相関はみられず，関連性は⾒出されなかった。

⼆項関係 0.60 ***

社会性 0.84 ***

社会的認知 0.75 ***

情動発達 0.62 ***

⾃我・⾃⼰発達 0.61 ***

⼦どもの⽇齢
⼦どもの⽇齢との相関係数

トラウマ反応
低⽉齢 0.06 n.s.

⾼⽉齢 -0.02 n.s.

⼦どものSOSサイン
1⾝体的側⾯ -0.06 n.s.

2⼼理的側⾯ -0.01 n.s.

3関係性側⾯ 0.03 n.s.

4その他 0.11 n.s.

トラウマ反応および⼦どものSOSサインと⽇齢との相関係数
⼦どもの⽇齢
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Table 61 

４）まとめ：子どもの年齢は心理社会的発達，トラウマ反応・子どもの SOS サイン，アタッチメントと

どのように関連するか 

まず，調査対象児の年齢は，⼼理社会的発達の全ての下位尺度とアタッチメントの「⼼の理解」と
の間で関連がみられた。前者に関しては年齢とともにみられる⾏動が増えることから想定通りの結果
が得られた。また，アタッチメントの⼼の理解に関しても，⼤⼈の⾔葉や意図を理解し，それに従っ
たり，理解したりすることを問う項⽬を含んでいるため年齢との相関がみられることは整合的であり，
元となった AQS においても年齢の影響を差し引いて評価するよう指⽰がある（Waters, 1987）。それ
以外のトラウマ反応・⼦どもの SOS やアタッチメントに関しては有意な相関がみられず，年齢によっ
て変わるものではないことが⽰唆された。

（４）入所時点の状態像と子どもの生育歴・特徴の関連の検討 

⼊所時点における⼦どもの状態像は，⼦どもの⽣育歴や⼦どもの特徴と密接に関わりがあることが想
定される。そこで，調査対象児の性別・被虐待経験の有無・低出⽣体重・障害の有無・病虚弱児か否か・
妊娠期のリスクによって⼼理社会的発達・トラウマ反応・⼦どもの SOS サイン・担当養育者へのアタ
ッチメントの得点に差があるか検討した。正規性の検定および F 検定を⾏い，正規性の仮定と等分散性
の仮定の条件により，以下のような分析を⾏った。ただし，保護者に対するアタッチメントについては
回答数が少ないため，検定を⾏わなかった。

・正規性の仮定を満たし，等分散性の仮定を満たす→t 検定
・正規性の仮定を満たし，等分散性の仮定を満たさない→ウェルチ検定
・正規性の仮定を満たさず，等分散性の仮定を満たす→ウィルコクソン順位和検定
・正規性の仮定を満たさず，等分散性の仮定も満たさない→ブルンナー・ムンツェル検定

１）性別による得点の違い 

性別による有意な差は，⼼理社会的発達，トラウマ反応，⼦どもの SOS サイン，アタッチメント
のいずれの領域においてもみられなかった。以降の分析では性別を問わずに分析を⾏うこととした。 

アタッチメントの安定性 0.15 n.s. 0.10 n.s.

安全基地 0.08 n.s. -0.13 n.s.

⼼の理解 0.37 *** 0.35 †

情動調整の機能不全 0.07 n.s. -0.20 n.s.

無秩序・無⽅向型アタッチメント -0.06 n.s. 0.07 n.s.

反応性アタッチメント障害傾向 0.05 n.s. 0.05 n.s.

脱抑制型対⼈交流障害傾向 0.01 n.s. 0.04 n.s.

†p <.1 *p <.05, **p <.01. ***p <.001

アタッチメントと⼦どもの⽇齢との相関係数
⼦どもの⽇齢

担当養育者 保護者



－44－ 

２）被虐待経験の有無による得点の違い 

被虐待経験の有無による得点の差は，担当養育者のアタッチメントにおいてみられた。まず，安全基
地の得点は被虐待経験のある調査対象児よりも被虐待経験のない調査対象児において⾼かったが，有意
傾向にとどまった（t (27) = 1.752, p = .091; Figure 1）。逆に，アタッチメント障害傾向の得点は被虐待経
験のある調査対象児においてより⾼い結果となった。反応性アタッチメント障害傾向については，被虐
待経験のある調査対象児の得点の⽅が⾼かったが有意傾向にとどまり（W = 61, p = .068; Figure 2），脱抑
制型対⼈交流障害傾向については被虐待経験のある調査対象児の得点の⽅が有意に⾼かった（W = 49.5, 

p < .05; Figure 3）。  

Figure 1. 安全基地（担当養育者）の被虐待経験による差

Figure 2. 反応性アタッチメント障害傾向（担当養育者）の被虐待経験による差

Figure 3. 脱抑制型対⼈交流障害傾向（担当養育者）の被虐待経験による差

被虐待経験あり  被虐待経験なし 

被虐待経験あり  被虐待経験なし 

被虐待経験あり  被虐待経験なし 
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３）低出生体重による得点の違い 

低出⽣体重であるか否かによって，⼼理社会的発達の⼆項関係，担当養育者へのアタッチメントの安
全基地，無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）において得点の差がみられた。⼆項関係におい
て，低出⽣体重児の⽅が有意に得点が低く(𝑊  = 979, p < .05; Figure 4), 安全基地についても低出⽣体重
児の⽅が低かったが(t (18) =1.92, p = .071; Figure 5)，有意傾向にとどまった。⼀⽅で無秩序・無⽅向
型アタッチメント（Ｄタイプ）についても低出⽣体重児において有意に低かった（W=64.5，p ＜ .05; 

Figure 6）。担当養育者へのアタッチメントの無秩序・無⽅向型アタッチメント（D タイプ）の回答があ
るものが 16 名であったが，その内低出⽣体重児は 5 名のみであった。そこで以降の重回帰分析ではこ
の 5 名を除いて分析することとした。 

 

Figure 4. ⼆項関係の低出⽣体重による差 

 
Figure 5. 安全基地（担当養育者）の低出⽣体重による差 

 

低出⽣体重児    ⾮低出⽣体重児 

低出⽣体重児    ⾮低出⽣体重児 
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Figure 6. 無秩序・無⽅向型アタッチメント（担当養育者）の低出⽣体重による差 
 

４）病虚弱児か否かによる得点の違い 

病虚弱児であるか否かによって，⼦どもの SOS サインの「その他」,  担当養育者への無秩序・無⽅
向型アタッチメント（Ｄタイプ）における得点の差がみられた。⼦どもの SOS サイン「その他」にお
いて，病虚弱児の得点の⽅が有意に低く(𝑊 = -2.07, p = .044; Figure 7)，無秩序・無⽅向型アタッチメ
ント（Ｄタイプ）についても病虚弱児の得点の⽅が低かった（𝑊 =-4.34，p ＜ .001; Figure 8）。 

 
Figure 7. ⼦どもの SOS サイン「その他」の病虚弱児か否かによる差 

 
Figure 8. 無秩序・無⽅向型アタッチメントの病虚弱児か否かによる差 

 

低出⽣体重児        ⾮低出⽣体重児 

病虚弱児        ⾮病虚弱児 

病虚弱児        ⾮病虚弱児 
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５）障害の有無による得点の違い 

障害の有無により，⼼理社会的発達の社会性の下位尺度において差がみられ，障害ありの調査対象児
の⽅が，障害なしの調査対象児よりも得点が低かった (Figure 9)。しかし，障害のある調査対象児は 2
名だけであったため，ここでは検定を⾏わず，以降ではこの 2 名を除いたデータで分析を⾏うこととし
た。 

 
Figure 9. 障害の有無による社会性発達の差 

 
６）妊娠期のリスクの有無による得点の違い 

妊娠期のリスクの有無によって調査対象児の⼼理社会的発達において有意な得点の差がみられた
（Figure 10）。⼆項関係 (W=1289.5, p < .001)，社会性(𝑊 =3.9819, p < .001)，社会的認知(W= 3.6391, p 

< .001)，情動発達 (𝑊 = 4.8169, p < .001)，⾃我・⾃⼰発達 (𝑊 = 4.3508, p < .001)のいずれおいても
妊娠期リスクのない調査対象児の得点の⽅が⾼かった。⼼理社会的発達の重回帰分析においては妊娠期
リスクを含めて検討することとした。 

 
Figure 10.⼼理社会的発達の妊娠期のリスクの有無による差 

 
７）まとめ：入所前の子どもの生育歴からの影響 
➀被虐待経験は子どものアタッチメント形成に負の影響 

被虐待経験のある⼊所児は，被虐待経験のない⼊所児と⽐べて安全基地の得点が低く，脱抑制型対
⼈交流障害傾向や反応性アタッチメント障害傾向の得点が⾼かった。⼦どもにとって虐待を受けると
いうことは，本来であれば安⼼の源である⼤⼈が，同時に予測不可能な脅威の源でもあるという解決
不可能なパラドクスであり（van Ijzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 2010)，アタッチメント形成に
深刻な影響を及ぼすことが明らかになっている(Cyr, Euser, & Bakemans-Kraneburg, 2010)。また，脱
抑制型対⼈交流障害傾向や反応性アタッチメント障害傾向などのアタッチメント障害傾向は被虐待児

障害あり      障害なし 

妊娠期リスクあり 

妊娠期リスクなし 

⼆項関係 社会性 社会的認知 情動発達 ⾃我・ 
     ⾃⼰発達 
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においてより多くみられることを⽰す知⾒が提出されている（Boris & Zeanah, 1999）。本調査において
⼊所時点の安全基地の得点や脱抑制型対⼈交流障害傾向および反応性アタッチメント障害傾向と被虐
待経験との関連がみられたことは，先⾏研究と⼀致するものであったと考えられる。

②低出生体重は子どもの二項関係やアタッチメント形成に負の影響

低出⽣体重については，⼊所時点の⼼理社会的発達の⼆項関係と担当養育者へのアタッチメントの
安全基地および無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）との間で関連がみられた。ただし，今
回の調査においては低出⽣体重児のケース数が少ないため，解釈は慎重になされなければならない。
低体重で産まれたことが，養育者とのアタッチメント形成に影響を与えるという研究もあれば（e.g.
Borghini et al., 2006），影響を与えないという研究もある（Fernando et al., 2012）。知⾒は⼀致してい
ないが，低出⽣体重と⺟親の産後の抑うつやストレスとの関連を⽰す知⾒は複数報告されている
（Vigod, Villegas, Dennis, & Ross, 2010; Fernando et al., 2012）。確かに，⼩さく⽣まれた⼦どもを育てる
のは養育者にとって常に⼼配が伴い，⼼⾝ともに⼤きな負担となる。また，⼦どもからの反応も⼩さ
いなど⼦育ての⼿ごたえも感じにくい。そういった⼼⾝への負担が積み重なることで養育者の抑うつ
やストレスは引き起こされやすく，⼦どもとの相互作⽤やアタッチメント形成に影響を及ぼすという
経路は考えられる。実際，⺟親の抑うつやストレスが⼦どもとのやり取りに影響し，アタッチメント
に負の影響があることを⽰す知⾒が複数みられる（e.g. Atkinson et al., 2000）。今回の結果は，出⽣時
の低体重と⼊所時の⼦どもの⼆項関係に関わる⾏動や担当養育者へのアタッチメント⾏動が関連する
ことを⽰すものであった。このような結果が得られたのは，⼊所前の保護者との関係性が⼊所時の他
者，つまり担当養育者とのやり取りに反映されたためであるかもしれない。

③妊娠期のリスクは心理社会的発達全般に負の影響

妊娠期のリスクが⼦どもの⼼理社会的発達に関連することが⽰唆された。調査対象児の基本情報で
報告したように，妊娠期のリスクについては健診未受診が最も多く，次いで精神疾患と化学物質の摂
取であった。⼤阪婦⼈科医会（2013）によれば健診未受診の理由は経済的理由が最も多く，保護者は
社会経済的な困難を抱えていることが⽰唆されている。合併症もみられ，妊娠期⾼⾎圧症候群や精神
疾患，⼦宮内胎児発育不全が，周産期死亡率の⾼さや早産につながることが明らかになっている。ま
た，アルコールやたばこ，薬物といった妊娠期の化学物質の摂取は，出⽣後，⼦どもの発達において，
⾝体・認知と広範な領域にかつ⻑期にわたって影響を及ぼすことが明らかになっており，さらに情緒
的な発達への影響もみられる（e.g. Scott-Goodwin, Puerto, & Moreno, 2016; Singer et al., 2018;
Williams & Johns, 2014; Kully-Martens, 2012; Wiebe et al., 2014）。⺟親の妊娠期の抑うつもまた，出⽣
後の⼦どもの精神発達や⾏動・情緒的な問題を予測することが明らかになっている（e.g. Field, 2011）。
本調査の結果も先⾏研究と⼀致し，妊娠期のリスクは，⼊所後の⼦どもの⼼理社会的発達にネガティ
ブな影響を与えることを⽰唆している。

④子どもの生育歴の把握の重要性

本調査の結果からは，⼊所前の⽣育歴は，⼊所時点における⼦どもの状態像に⼤きく影響を与えるこ
とが⽰唆された。これまでも，⼦どもの理解を深めたり，⼊所後の養育⽅針を⽴てたりするためには⼦
どもの⽣育歴の把握は⽋かせないことが認識されていたが，本調査の結果はその重要性を強調するもの
であったと考えられる。
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（５）調査終了時点の得点を予測する生育歴・乳児院養育の特徴 

調査終了時点の⼦どもの状態像が，⼦どもの⽣育歴や年齢，⼊所時点の得点だけでなく，⼊所期間，
担当養育者の変更回数や担当期間，担当養育者との関わりによって予測されるか否かを各領域で検討し
た。⼼理社会的発達と⼦どもの SOS サインおよびトラウマ反応については，重回帰分析を⾏ったが，
担当養育者へのアタッチメントについては回答者が少なく検定⼒が限られるため，相関係数を⽰すにと
どめた。

１）調査終了時点での心理社会的発達を予測する生育歴・乳児院養育の特徴 

➀調査終了時点の得点を従属変数とした重回帰分析 

Table 62 に⼼理社会的発達領域の重回帰分析の結果を⽰した。障害の有無による⼊所時点の得点の違
いがみられ，2 名のみであったため分析から除外した。調査対象児の年齢と妊娠期のリスクは⼊所時点
の得点に関連していたため，重回帰分析に含めた。また⼆項関係については，低出⽣体重も関連してい
たため，重回帰分析に含めた。⼆項関係，社会的認知，情動発達，⾃我・⾃⼰発達については⼊所時点
の得点の偏回帰係数が正の中程度の⼤きさであった。また⼆項関係，情動発達，⾃我・⾃⼰発達に関し
ては妊娠期のリスクについても，有意な負の偏回帰係数がみられた。VIF を確認したところ，多重共線
性は⽣じていなかった。

Table 62 

②妊娠期のリスク，担当期間からの影響

妊娠期のリスクが，調査終了時点における⼆項関係，情動発達，⾃我・⾃⼰発達の得点を負に予測し
ていたことから，妊娠期のリスクがある調査対象児は調査終了時点においても⼆項関係，情動発達，⾃
我・⾃⼰発達の得点が低い傾向にあったことが⽰唆された。このことから，⼊所期間中に得点の増加が
みられたものの，それでも⼆項関係，情動発達，⾃我・⾃⼰発達の領域においては，妊娠期のリスクの
影響が⻑きにわたりみられたと考えられる。また，乳児院養育の特徴として，担当状況の変更回数と担
当期間，担当養育者との関わりが調査終了時点での⼼理社会的な発達を説明するかを検討したが，担当
期間が情動発達および⾃我・⾃⼰発達を正に予測していることが⽰唆された。つまり，担当期間が⻑け
れば⻑いほど情動発達や⾃我・⾃⼰発達の得点が⾼い傾向があった。 

説明変数
⼊所時点の得点 0.33 0.40 * 0.32 0.18 0.84 0.46 ** 0.35 0.38 * 0.51 0.41 *

⼊所期間 0.00 0.16 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.12

⼦どもの⽇齢 0.00 0.16 0.00 0.71 ** 0.00 0.39 * 0.00 0.22 0.00 0.16

妊娠リスク(なし＝0，あり=1) -0.15 -0.65 ** -0.03 -0.10 0.01 0.02 -0.10 -0.48 * -0.12 -0.47 *

低出⽣体重(なし=0，あり=1） -0.01 -0.04 - - - - - - - -

担当状況の変更回数 0.04 0.06 -0.07 -0.09 -0.04 -0.05 -0.08 -0.13 0.05 0.06

担当期間 0.00 0.11 0.00 0.08 0.00 0.04 0.00 0.26 † 0.00 0.26 *

担当養育者の関わり 0.00 0.00 0.01 0.07 0.03 0.15 0.02 0.11 0.01 0.03

0.43 *** 0.721 *** 0.623 *** 0.623 *** 0.449 ***

†p <.1 *p <.05, **p <.01. ***p <.001

ｂ β ｂ βｂ β ｂ β ｂ β

調査終了時点における発達領域の得点を従属変数とした重回帰分析の結果表
⼆項関係 社会性 社会的認知 情動発達 ⾃我・⾃⼰発達

𝑅
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２）調査終了時点のトラウマ反応・子どもの SOS サインを予測する生育歴・乳児院養育の特徴 

➀調査終了時点の得点を従属変数とした重回帰分析 

Table 63 に調査終了時点でのトラウマ反応と⼦どもの SOS サインの得点を従属変数とした重回帰分析
の結果をまとめた。⼦どもの SOS サインのその他については病虚弱児であるか否かによって差がみら
れたため，重回帰分析の変数に含めたが，それ以外の領域では調査対象児の⽇齢・性別・⽣育歴などと
の関連はみられなかったため，⼊所時点の得点，⼊所期間，担当状況の変更回数，担当期間，担当養育
者の関わりのみを変数として投⼊した。⼊所時点の得点の偏回帰係数のみが有意となっており，その他
の乳児院養育の特徴に関して有意となった変数はみられなかった。VIF を確認したところ，多重共線性
は⽣じていなかった。

Table 63 

②入所時点の得点の高さによってのみ予測

トラウマ反応と⼦どもの SOS サインについては，⼊所時点の得点の偏回帰係数のみが正の⽅向で有
意となり，それ以外の⼊所期間や担当状況の変更回数，担当期間，担当養育者の関わりについては予測
しないことが⽰唆された。つまり，⼊所時点でのトラウマ反応や⼦どもの SOS サインの得点が⾼いと
調査終了時点での得点も⾼く，⼊所時点でのトラウマ反応や⼦どもの SOS サインの得点が低いと調査
終了時点での得点も低い傾向がみられた。調査終了時点でのトラウマ反応や⼦どもの SOS サインの得
点の⾼さ／低さは，どれだけ⻑く乳児院にいたかということや，担当職員の有無の変更や担当職員の変
更，担当職員がどの程度調査対象児に関わるかといった乳児院養育の特徴とは関連しなかった。先述の
ように全体的に得点は低くとどまり，低⽉齢トラウマおよび⼼理的側⾯の⼦どもの SOS サインを除い
て減少傾向はみられなかった。また，乳児院に⼊所時点では気がかりな⾏動がみられなかったとしても，
⼊所後しばらくしてからそのような⾏動が現れるようになることもあるようである。そういったことか
らも，変化のパターンと乳児院の特徴との関連が複雑であり，⼊所時点での得点が強く予測し，乳児院
養育との関連がみられなかったのかもしれない。

３）調査終了時点のアタッチメントと関連する生育歴・乳児院養育の特徴 

➀調査終了時点のアタッチメントと生育歴と乳児院養育の特徴の相関  

担当養育者へのアタッチメントに関しては最終的なサンプル数が少なく，検定⼒が低いため，重回帰
分析を⾏わず，先述の⽣育歴の中で関連のみられた被虐待経験と⼊所期間，乳児院養育の特徴との相関
係数を算出し，Table 64 に⽰した。ここで⽰した値は相関係数であり，他の変数からの影響が差し引か

説明変数
⼊所時点の得点 0.33 0.37 * 0.18 0.24 * 0.32 0.51 *** 0.06 0.10 0.68 0.76 ***

病虚弱児（No=0, Yes =1) - - - - - - - - 0.00 0.06

⼊所期間 0.00 -0.34 0.00 0.02 0.00 0.07 0.00 0.22 0.00 -0.09

担当状況の変更回数 -0.34 -0.31 -0.15 -0.14 -0.01 -0.01 0.13 0.18 0.00 0.00

担当期間 0.00 0.37 0.00 0.12 0.00 0.04 0.00 -0.16 0.00 -0.14

担当養育者の関わり -0.01 -0.02 0.01 0.02 0.01 0.07 0.03 0.15 -0.02 -0.15

0.31
†

0.05 0.15
**

-0.02 0.84
***

†p <.1 *p <.05, **p <.01. ***p <.001

ｂ β ｂ βｂ β ｂ β ｂ β

調査終了時点でのトラウマ・⼦どものSOSサインを従属変数とした重回帰分析の結果表

トラウマ（低⽉齢）
⼦どものSOSサイン

⾝体的側⾯ ⼼理的側⾯ 関係性側⾯ その他

𝑅
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れた偏相関係数ではない。
Table 64 

調査終了時点の担当養育者へのアタッチメントと⼦どもの⽣育歴および乳児院養育の特徴の相関

②被虐待経験は調査終了時点のアタッチメントにも負に相関

⼊所時点の得点や年齢などの他の変数を統制していないため，注意する必要があるが，被虐待経験は
調査終了時点の担当養育者への安全基地，反応性アタッチメント障害傾向および脱抑制型対⼈交流障害
傾向との間に中程度の関連がみられ，被虐待経験が調査対象児のアタッチメント形成に乳児院⼊所後，
4〜5 か⽉経った後も影響を与えている可能性が⽰唆された。
③担当養育者の関わりや担当状況の変更回数が安全基地と脱抑制型対人交流障害傾向に関連

⼀⽅で本調査では，上述のように調査対象児が⼊所までの保護者とのアタッチメントに基づきながら
も，安定の⽅向性で担当養育者とアタッチメントを形成していることが⽰唆されている。実際，担当状
況の変更回数はアタッチメントの安定性や⼼の理解との間に有意傾向ではあるが低い負の相関がみら
れた。また担当養育者の関わりについても安全基地との間に中程度の正の相関が観察され，脱抑制型対
⼈交流障害傾向との間には負の中程度の相関がみられた。本分析は調査対象者が少なく，この結果につ
いてはより⼤規模な追試調査のもと，他の変数からの影響を統制した上で検討されるべきであるが，担
当養育者が変化せず，その関わりが多い場合には調査終了時点での担当養育者に対するアタッチメント
の安定性がより⾼い傾向があることが⽰唆される。

逆に，担当養育者の関わりの多さと脱抑制型対⼈交流障害傾向との間に負の中程度の相関がみられた
ことから，担当養育者の関わりが少ない場合には調査終了時点で無差別的，友好的な対象の絞られてい
ないアタッチメント⾏動がより多くみられる傾向があったことが⽰唆される。このような傾向がみられ
たことは，⼀⼈の⼦どもの養育が複数の⼤⼈によって分担されていたことが影響していたからかもしれ
ない。

先⾏研究では，保育者⼀⼈当たりが養育する⼦どもの⼈数が多い時にアタッチメントの安定性が低く
なり，アタッチメント障害が多くなることや（Dozier & Rutter, 2016），逆に，⼀⼈の⼦どもを⼊れ替わ
り⽴ち替わり複数の⼤⼈が養育を⾏う体制から，⼦どもに関わる⼤⼈をある程度限った養育体制に変え
た場合には⼦どもと養育者との間の相互作⽤に改善がみられたことが報告されている(Groark et al, 

2005)。本調査の結果も先⾏研究と同様に，⼦どもが特定の⼤⼈と関わる機会を担保することがアタッチ
メント形成において重要であることを⽰すものであったと考えられる。

被虐待経験（なし＝0，あり=1） -0.23 -0.32 † -0.16 -0.13 -0.04 0.49 * 0.34 †

⼊所期間 0.12 0.05 0.06 -0.03 0.04 0.07 0.01

担当状況の変更回数 -0.36 † -0.17 -0.37 † 0.01 -0.05 0.06 0.29

担当期間 0.18 0.13 0.16 0.09 0.15 0.18 -0.30

担当養育者の関わり 0.25 0.41 † 0.04 0.12 -0.26 -0.32 -0.57 *

†p <.1 *p <.05

調査終了時点の得点

アタッチメント
の安定性

安全基地 ⼼の理解 感情調整不全
無秩序・無⽅向型
アタッチメント

反応性
アタッチメント

障害傾向

脱抑制型
対⼈交流障害

傾向
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４）まとめ：調査終了時点の子どもの状態像を予測する生育歴と乳児院養育の特徴 

本調査では，調査終了時点での⼦どもの状態像が⼦どもの⽣育歴および現在の乳児院での養育の特徴
とどのように関連するか検討した。その結果，妊娠期のリスクや被虐待経験といった⼦どもの⼊所前の
経験が，調査終了時点の⼦どもの⼼理社会的発達や担当養育者へのアタッチメントと関連することが明
らかとなり，胎児期を含めた⼊所前の⽣育歴を把握することの重要性が改めて確認された。⼀⽅で，⼊
所中の担当養育者との関わりの多さや，担当状況の変更回数もまた調査終了時点での⼼理社会的発達や
担当養育者へのアタッチメントと関連していた。現在，ほとんどの乳児院において担当養育制がとられ
ているが，本調査で得られた知⾒は，担当養育制の重要性を⽀持するものであったと考えられる。しか
し，本調査で検討した養育の特徴は乳児院養育全体の中でごく⼀部であり，結果の解釈において限界も
⼤きい。
➀どのように担当養育者が関わるのかという質の側面への注目 

今回の乳児院養育の特徴として扱ったのは担当養育者の関わりを中⼼としたものでごく⼀部であっ
た。また，担当養育者の関わりとしてはその量を取るのみで⾮常に⼤雑把な指標であった。⼀⼝に関わ
りといっても，どれほどの時間関わっているかという量的な側⾯だけではなく，どのように関わるのか
という質的側⾯が問われる必要があるだろう。例えば，アタッチメント形成に⼤事な要素として，⼤⼈
が乳児の視点に⽴ち，乳児からのシグナルやコミュニケーションを正確に解釈し，直ちに的確に反応す
る敏感性が挙げられる(Ainsworth, Bell, & Stayton, 1969)。また，⼤⼈が⼦どもの⼼的な状態に注⽬し，
⼦どもを⼀⼈の⼼をもった⼈として扱う傾向（Meins, 1997）や，⼦どもの⼼的状態と養育者⾃⾝の⼼
的状態をモニターする養育者の内省機能（Slade, 2005），⼦どもの視点に⽴ちながら⼦どもの内的状態
にネガティブなものもポジティブなものもバランスよく焦点をあてる洞察性（Koren-Karie et al., 2002）
等が，アタッチメント形成と関連があると⾔われている。
②チームで行われる養育への注目

さらに，これらの養育者の特徴は全てひとりの⼦どもとのアタッチメント形成を前提として述べられ
ているが，乳児院は，複数の⼤⼈が複数の⼦どもと関わる環境である。それゆえ，複数の⼦どもが同時
に同じ空間にいる中で⼦どもグループの必要や状況に応答し，⼦ども同⼠の関わりや相互作⽤を促進・
調整するような集団的な敏感性（Ahnert, Pinquart, & Lamb, 2006; van Schaik, Leseman, & de Haan, 2018)

もまた重要になってくるだろう。
また，個別の養育者の関わりの質を問う重要性がある⼀⽅で，現実的には⼀⼈の担当養育者がずっと

⼀⼈の⼦どもの世話を全て⾏うことは不可能である。ヒトという種は，未成熟なまま⽣まれることから
育っていくためには⼤⼈の世話が⽋かせない。そのため⼦育ての負担は⼤きく，複数の⼈が⼦育てに関
わることがヒトの養育の前提となっている。そうしたことを考えると，担当養育者と⼦どもの個別の関
わりだけを問うのみでは不⼗分であると考えられる。むしろ，複数の⼤⼈が部屋を出⼊りする状態であ
っても，「この時ならばあの⼈に」という⾒通しを⼦どもが持つことができ安⼼して過ごせるような⼈
的環境の配置や，⼦どもに関わる養育者同⼠が連携をとり，養育⽅針の共有などのチームの⼀貫性が重
要であり，問われる必要がある（遠藤，2019）。今回の乳児院養育の特徴に関する質問は，個別の担当
養育者が調査対象児にどの程度関わるのかを尋ねたものであり，チームによる養育体制については含ま
れていない。そのため解釈に注意の必要があるが，後述のケース報告において，⼊所期間中にポジティ
ブな変化やキャッチアップがみられた⼀⽅で，担当養育者の調査対象児に対する関わりが少なかったと
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いうケースがあった。このことからも，担当養育者と調査対象児の関わりの量だけでなく，その質やチ
ームの体制など別の側⾯にも⽬を向ける必要があることが⽰唆される。
③長期的な影響の検討の必要性

さらに，本調査では担当状況の変更回数を尋ねたが，本調査の調査期間は平均して 4~5 か⽉と⽐較的
短かったため，変更はあったとしても 1 回であり，担当養育者の変更があった調査対象児は少数にとど
まった。しかしより⻑期間の⼊所となれば，担当職員の変更はあるかもしれず，⼀度アタッチメントを
形成した養育者との分離を再度経験することになる。そこには措置変更による施設の移動も含まれるだ
ろう。より⻑期間でみたときのアタッチメント対象との度重なる別離や，その分離へのフォローのあり
⽅も含めて検討をしていく必要があるだろう。

（６）量的分析のまとめ 

本調査では 2019 年 8 ⽉〜9 ⽉に乳児院に⼊所した 107 名の⼦どもを分析の対象とし，平均 4~5 か⽉間
の調査期間内での⼼理社会的発達，トラウマ反応や⼦どもの SOS サイン，アタッチメントの変化の様相
を検討した。また，⼦どもの状態像に関わる⽣育歴や乳児院養育の特徴を検討した。ここでは本調査の
量的分析から明らかになったことについて⽬的と対応づけながら簡単にまとめる。 

目的 1）乳児院入所児の状態像はどのように変化したか 

 ⼼理社会的発達の全領域において，⼊所時から調査終了時点にかけて得点が⾼くなっていた
 担当養育者に対するアタッチメントは安定性を増し，アタッチメント障害傾向については得点の減

少がみられた
 トラウマ反応と⼦どもの SOS サインは⼊所時点から全体的に得点が低くとどまっていたが，低⽉

齢トラウマ反応と⼦どもの SOS サインの⼼理的側⾯は⼊所時から調査終了時点にかけて得点が減
少した

これらの結果から，総じて，乳児院養育によって⼦どもの⼼理社会的発達は促進され，担当養育者と
の間にアタッチメントが形成され，⼼の傷つきや気がかりな状態は回復傾向にあると考えられる。しか
し，無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）や⾼⽉齢のトラウマ反応・⼦どもの SOS サインの
⾝体的側⾯や関係性の側⾯においては，有意な減少がみられなかった。全体的に得点は低くとどまって
いたとはいえ，調査終了時点においてもこれらの⾏動が観察された⼦どもがいたことに留意し，より⻑
期的視点で変化を追っていくことが必要である。
目的 2）入所時点の子どもの状態像は子どもの生育歴からどのように影響を受けるか 

 被虐待経験のある⼦どもは⼊所時点の担当養育者へのアタッチメントの安全基地の得点が低く，ア
タッチメント障害傾向の得点が⾼くなっていた

 低出⽣体重の⼦どもは，⼊所時点における⼼理社会的発達の⼆項関係の発達の得点や，アタッチメ
ントの安全基地の得点が⾮低出⽣体重の⼦どもに⽐べて低くなっていた

 妊娠期のリスクが報告されている⼦どもは⼊所時点の⼼理社会的発達の全領域の得点が低くなっ
ていた

本調査の結果からは，⼊所前の⽣育歴は，⼊所時点における⼦どもの状態像に⼤きく影響を与えるこ
とが⽰唆された。これまでも，⼦どもの理解を深めたり，⼊所後の養育⽅針を⽴てたりするためには⼦
どもの⽣育歴の把握は⽋かせないことが認識されていたが，本調査の結果はその重要性を強調するもの
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であったと考えられる。
目的 3）調査終了時点の子どもの状態像は，生育歴や乳児院養育の特徴と関連するか 

 調査終了時点の⼼理社会的発達の得点は妊娠期のリスクや担当期間の⻑さによって予測された
 調査終了時点のトラウマ反応および⼦どもの SOS サインは⼊所時点の得点によってのみ予測され

た
 調査終了時点の担当養育者へのアタッチメントは被虐待経験や担当養育者の関わり，担当状況の変

更回数と関連していた
本調査の結果からは⼊所前の⼦どもの⽣育歴が⻑きにわたって⼦どもの発達や関係形成に影響をも

たらすことが⽰唆された。また，現在ほとんどの乳児院において担当養育制がとられているが，担当期
間や担当養育者との関わりとの関連がみられたことから，本調査で得られた知⾒は担当養育制の重要性
を⽀持するものであったと考えられる。しかし，本調査で検討した養育の特徴はごく⼀部であり，今後
は個別の関わりの質やチーム養育の特徴などを併せて検討していく必要があると考える。

（７）ケース分析 

アセスメント票からみえる⼦ども像を質的に検討するために，⼊所時点，調査継続時点，調査終了時
点においてそれぞれどのような結果であったか，また 3 時点（2 時点）を経てどのような変化がみられ
たか，抽出された 4 ケースについて報告する。
１）ケースの抽出 

アタッチメントの側⾯から，トラウマ反応の側⾯から，⼦どもの SOS サインの側⾯からそれぞれ基
準を設け，質的に検討するケースを抽出した。

①アタッチメントのケース抽出

アタッチメント領域で特異的な特徴をもつ調査対象児のケースの抽出にあたっては，階層的クラスタ
ー分析（ユークリッド距離法，Ward 法）を⽤いて調査対象児をグループに分けて抽出した。グループ
の⽣成には安全基地，無秩序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ），反応性アタッチメント障害傾向，
脱抑制型対⼈交流障害傾向を⽤いた。解釈可能性から 4 グループに分けた（Figure 11）。
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Figure 11.担当養育者へのアタッチメントに関するクラスター

アタッチメント（4 ⽔準）×グループ（4 ⽔準）の混合計画の分散分析を⾏った。グループの主効果
（F (3, 6.7) = 13.84, p < .001）, アタッチメントの主効果（F (2.45, 24.4) = 46.32, p < .001）, アタッ
チメント×グループの交互作⽤効果（F (7.35, 24.4) = 13.29, p < .001）のいずれも有意であった。
単純主効果検定を⾏った結果，安全基地，反応性アタッチメント障害傾向，脱抑制型対⼈交流障害傾

向においてグループの効果が有意であった（安全基地 F (3, 25) = 15.9, p < .001; 反応性アタッチメント
障害傾向 F (3, 25) = 24.6, p < .001; 脱抑制型対⼈交流障害傾向 F (3, 25) = 5.80, p < .01;）。⼀⽅で無秩
序・無⽅向型アタッチメント（Ｄタイプ）におけるグループの効果は有意ではなかった（F (3, 25) = 1.74,
p = .185）。

Shaffer 法による多重⽐較を⾏った。安全基地についてはグループ 2 がグループ 1 よりも⾼く（t (16.5)
= 5.94, p < .001）, グループ４より⾼かった（t (7.09) = 6.84, p < .001）。グループ 4 はグループ 3 より
も低く（t (6.03) = 3.83, p <.05 ）,グループ１はグループ 3 よりも低かった（t (6.97) = 3.41, p <.05 ）。

脱抑制型対⼈交流障害傾向については，グループ 3 がグループ 1 およびグループ 2 よりも⾼かった（グ
ループ 1 t (8.2) = 7.93, p < .001;グループ 2 t (12.4) = 6.33, p =<.001）。またグループ 4 もグループ
1 およびグループ 2 よりも有意に⾼かった（グループ 1 t (6.4) = 8.13, p < .001;グループ 2 t (10.6) =
6.47, p  <.001）。

反応性アタッチメント障害傾向については，グループ 4 がグループ 1，グループ 2 およびグループ 3
よりも⾼かった（グループ 1 t (11.9) = 3.58, p = .011; グループ 2 t (8.0) = 5.30, p =.002; グループ 3
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t (7) = 6.62, p < .001）。
以上から，それぞれのグループは下記の特徴を持っていたと考えられる。
グループ 1 は，安全基地が低く，反応性アタッチメント障害傾向および脱抑制型対⼈交流障害傾向も

低く全体的に得点が低い。
グループ 2 は，安全基地が⾼く，反応性アタッチメント障害傾向や脱抑制型対⼈交流障害傾向が低い。
グループ 3 は，反応性アタッチメント障害傾向が低いが，安全基地・脱抑制型対⼈交流障害傾向がと
もに⾼い。
グループ 4 は安全基地が低く，反応性アタッチメント障害傾向および脱抑制型対⼈交流障害傾向が⾼
いという特徴があった。
以降の分析ではグループ 3 およびグループ 4 のケースの 9 名を対象にすることとし，変化の様相を検

討するという⽬的に鑑み，⼊所期間が平均の 147.8 ⽇以上で⽋損値が少ないケースを 1 ケースずつ選択
した。

②トラウマ反応・子どもの SOS サインのケース選択

トラウマ反応および⼦どもの SOS サインについては，全項⽬の平均点を算出すると低く，⼀⾒特に
気になる点がないように思われたが，ある項⽬においては，「３ある」「４よくある」と回答がつく⼦ど
ももいたため，項⽬ベースで，⾼得点の回答がついたケースを抽出することとした。トラウマ反応にお
いては 2 項⽬以上で⾼得点であったケースを，⼦どもの SOS サインについては⾝体・⼼理・関係性の 3
領域のうち，複数領域にまたがって⾼得点の項⽬があるケースを抽出した。その結果，⼦どもの SOS
サインから抽出されたのは１名であったが，トラウマにおいては５名いたため，トラウマについてもア
タッチメント同様に⼊所期間が平均以上のケースで，⽋損値が少ない１ケースを抽出した。
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２
）

ケ
ー
ス
報

告
 

①
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト
 

グ
ル

ー
プ

3：
反

応
性

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
障

害
傾

向
が

低
い

が
，

安
全

基
地

・
脱

抑
制

型
対

⼈
交

流
障

害
傾

向
が

と
も

に
⾼

い
ケ

ー
ス

基
本

情
報

⼊
所

時
：

1歳
7ヶ

⽉
 

⼥
児

出
⽣

時
の

⾝
⻑

・
体

重
は

不
明

。
ネ

グ
レ

ク
ト

で
⼊

所
。

⼊
所

前
の

情
報

は
あ

ま
り

な
く

，
妊

娠
期

の
リ

ス
ク

も
不

明
。

ア
セ

ス
メ

ン
ト

票
の

記
⼊

は
,乳

児
院

経
験

年
数

満
1年

の
常

勤
⼼

理
職

で
あ

る
。

ア
セ

ス
メ

ン
ト

票
の

結
果

＃
1 

⼊
所

時
（

1歳
7か

⽉
）

 
＃

2 
2歳

0ヶ
⽉

時
＃

3 
調

査
終

了
時

（
2歳

2か
⽉

）
⾝ 体 発 達 

記
載

な
し

。
 

記
載

な
し

。
記

載
な

し
。

担 当 養 育 者 に つ い て 

担
当

養
育

者
は

⼥
性

の
経

験
年

数
11

年
の

保
育

⼠
。

⽇
常

の
関

わ
り

は
，す

べ
て

の
項

⽬
で

7（
全

て
⾏

う
）

で
あ

っ
た

。

担
当

養
育

者
は

変
わ

っ
て

い
な

い
。

＃
1

時
と

異
な

り
，

⾷
事

介
助

や
室

外
遊

び
が

5（
6

割
程

度
），

寝
か

し
つ

け
が

2（
2割

程
度

）
と

な
っ

て
お

り
，

関
わ

り
⽅

法
の

変
化

，体
制

の
変

化
，成

⻑
に

伴
う

変
化

な
ど

様
々

想
像

さ
れ

る
。

担
当

養
育

者
は

こ
こ

ま
で

変
更

が
な

い
。関

わ
り

に
つ

い
て

は
＃

2と
ま

た
異

な
り

，着
替

え
や

⾷
事

介
助

が
3（

4割
程

度
）

と
な

る
。

＃
1〜

＃
3

ま
で

⼀
貫

し
て

7（
全

て
⾏

う
）

で
あ

っ
た

の
は

，
排

泄
介

助
，

⼊
浴

介
助

，
通

院
，

記
録

，
個

別
的

な
関

わ
り

で
あ

り
，担

当
養

育
者

と
⼊

所
児

と
の

個
別

的
な

時
間

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
分

か
る

。  
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⼼ 理 社 会 的 発 達 

⼆
項

関
係

の
発

達
に

お
い

て
，⼊

所
早

期
は

ま
だ

担
当

養
育

者
と

他
の

ス
タ

ッ
フ

と
の

区
別

が
な

い
様

⼦
で

あ
る

。⼈
⾒

知
り

は
な

く
，担

当
養

育
者

ら
と

容
易

に
離

れ
て

遊
ぶ

様
⼦

が
み

ら
れ

る
。

社
会

性
の

発
達

，
他

者
の

⼼
の

理
解

は
低

く
，

19
項

⽬
中

5項
⽬

の
み

⾏
動

が
み

ら
れ

て
い

る
。「

b1
.ボ

ー
ル

を
投

げ
返

す
」「

b8
.⼦

ど
も

の
中

で
遊

ぶ
」

こ
と

は
み

ら
れ

る
が

，「
b1

0.⼿
を

つ
な

ぐ
」「

b1
9.⼀

緒
に

遊
ぶ

」は
⾏

動
が

み
ら

れ
ず

，他
児

へ
の

興
味

関
⼼

は
薄

い
様

⼦
で

あ
る

。
他

者
の

⼼
の

理
解

に
つ

い
て

は
，「

c8
.確

か
め

る
よ

う
に

⼤
⼈

を
⾒

る
」「

c1
9.

周
り

の
⼤

⼈
に

合
わ

せ
て

静
か

に
す

る
」

な
ど

は
み

ら
れ

な
い

。
情

動
発

達
に

つ
い

て
は

「
d8

.気
に

⼊
ら

な
い

こ
と

が
あ

る
と

怒
る

」「
d1

3.眠
た

く
な

い
時

に
寝

か
さ

れ
る

と
泣

く
」「

d1
4.欲

し
い

も
の

を
指

さ
す

」
な

ど
が

み
ら

れ
て

い
る

が
，「

d1
1.

顔
を

拭
く

の
を

嫌
が

る
」

「
d1

2.
お

も
ち

ゃ
を

取
る

と
怒

る
」

は
み

ら
れ

ず
（

×
），

判
別

不
能

（
？

）
項

⽬
も

多
い

。
⾃

我
発

達
は

，
10

項
⽬

中
4

項
⽬

の
み

確
認

さ
れ

て
い

る
が

，⾏
動

が
み

ら
れ

な
い

の
か

，す
で

に
通

り
過

ぎ
た

項
⽬

な
の

か
は

は
っ

き
り

し
な

い
。

e4
〜

e6
の

鏡
へ

の
反

応
は

ど
れ

も
み

ら
れ

な
い

。

⼆
項

関
係

の
発

達
に

お
い

て
，担

当
養

育
者

や
慣

れ
て

い
る

⼤
⼈

と
そ

の
他

を
区

別
し

，担
当

養
育

者
ら

が
離

れ
る

と
不

安
が

っ
た

り
助

け
を

求
め

た
り

す
る

よ
う

に
な

る
。

社
会

性
に

お
い

て
は

19
項

⽬
中

11
項

⽬
が

確
認

さ
れ

，「
b4

.他
児

へ
の

関
⼼

」「
b1

6.お
も

ち
ゃ

の
貸

し
借

り
」「

b1
9.

⼀
緒

に
遊

ぶ
」

が
，

判
別

不
能

（
？

）
や

，み
ら

れ
な

い（
×

）か
ら

，時
々

み
ら

れ
る（

△
），

み
ら

れ
る

（
○

）
へ

と
変

化
し

て
い

る
。

他
者

の
⼼

の
理

解
で

は
，模

倣
や

ご
っ

こ
遊

び
，⼤

⼈
に

確
か

め
る

よ
う

な
⾏

動
が

み
ら

れ
る

よ
う

に
な

っ
た

。
周

囲
を

⾒
て

⾏
動

す
る

こ
と

も
あ

る
。

情
動

発
達

で
は

「
d1

0.親
し

み
と

怒
っ

た
顔

の
区

別
」

が
時

々
み

ら
れ

る
よ

う
に

な
る

（
△

）。
「

d1
2.お

も
ち

ゃ
を

取
る

と
怒

る
」「

d1
1.

顔
を

拭
く

と
嫌

が
る

」
な

ど
，

ネ
ガ

テ
ィ

ブ
な

表
出

や
，「

d1
5.褒

め
る

と
⼤

⼈
を

⾒
て

注
意

を
ひ

く
」な

ど
様

々
な

表
出

が
⾏

わ
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
。

⾃
我

発
達

で
は

，「
e4

.鏡
に

映
っ

た
⾃

分
に

反
応

」
「

e5
.鏡

に
映

っ
た

⾃
分

に
笑

う
」

こ
と

が
み

ら
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
。

⼆
項

関
係

の
発

達
に

お
い

て
，「

a1
2.

よ
く

接
す

る
⼤

⼈
と

他
の

⼈
の

区
別

」が
判

別
不

可（
？

）に
，「

a1
9.

後
追

い
」

が
，

過
去

に
み

ら
れ

た
が

現
在

は
な

い
（

p）
と

な
っ

た
が

，こ
れ

は
⼊

所
後

半
年

が
経

過
し

，職
員

や
環

境
に

慣
れ

た
た

め
か

。
⼊

所
か

ら
こ

こ
ま

で
，

「
a2

0.
⼈

⾒
知

り
」

は
み

ら
れ

ず
，「

a2
2.

⼤
⼈

か
ら

容
易

に
離

れ
て

遊
ぶ

」
は

継
続

し
て

み
ら

れ
て

い
る

。  
社

会
性

は
さ

ら
に

伸
び

が
み

ら
れ

た
。「

b7
.年

下
の

世
話

」「
b1

3.他
児

の
名

前
が

⾔
え

る
」「

b1
4.電

話
遊

び
」

「
b1

8.⼤
⼈

に
許

可
を

求
め

た
り

助
け

を
求

め
る

」が
「

○
」

と
な

っ
た

。
⼊

所
以

来
，

⼤
⼈

を
か

ら
か

っ
た

り
，

わ
ざ

と
何

か
す

る
，

と
い

う
⾏

動
は

な
い

。
他

者
の

⼼
の

理
解

も
さ

ら
に

深
ま

り
，「

c1
1.

誰
か

が
痛

そ
う

に
す

る
と

気
に

す
る

」
が

「
△

」
と

な
っ

た
。

c1
8や

c2
0の

⾔
語

で
の

表
出

に
関

す
る

項
⽬

は「
×

」
だ

が
，こ

れ
は

⾔
語

表
出

の
少

な
さ（

の
ち

に
記

載
あ

り
）の

た
め

だ
ろ

う
。「

c3
.ち

ょ
う

だ
い

に
渡

さ
な

い
」

は
「

×
」

で
あ

り
，

指
⽰

や
提

案
に

は
沿

う
様

⼦
が

あ
る

。
情

動
発

達
で

は
他

児
が

担
当

養
育

者
に

座
る

と
怒

り
，

褒
め

る
と

照
れ

，う
ら

や
ま

し
が

る
。他

児
や

担
当

養
育

者
と

の
関

わ
り

を
通

し
て

，情
緒

の
発

達
や

分
化

が
み

ら
れ

る
。⾃

我
発

達
で

は
他

児
と

お
も

ち
ゃ

を
取

り
あ

っ
た

り
，

鏡
の

中
の

⾃
分

と
遊

ん
だ

り
す

る
な

ど
，

⽉
齢

相
応

の
発

達
が

み
ら

れ
る

。
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Fi
gu

re
 12

．
⼼

理
社

会
的

発
達

の
変

化
ト ラ ウ マ 反 応 

ほ
ぼ

全
て

の
項

⽬
に

つ
い

て
「

な
い

（
1）

」
と

い
う

回
答

で
あ

り
，現

段
階

で
⼼

配
な

点
は

な
い

よ
う

で
あ

る
（

1項
⽬

の
み

「
不

明
」）

。

＃
2

か
ら

は
，

2
歳

以
降

の
チ

ェ
ッ

ク
項

⽬
と

な
っ

た
が

，
す

べ
て

の
項

⽬
が

「
な

い
(1

)」
と

い
う

回
答

で
あ

る
。

＃
2と

同
じ

回
答

で
あ

り
，

特
に

⼼
配

な
点

は
な

い
様

⼦
で

あ
る

。

Fi
gu

re
 13

. ト
ラ

ウ
マ

反
応

の
変

化

⼆
項

関
係

社
会

性
社

会
的

認
知

情
動

発
達

⾃
⼰

・
⾃

我
発

達
#1

⼊
所

時
0.8

6
0.2

5
0.6

7
0.5

0
0.3

3
#2

調
査

中
0.7

7
0.3

9
0.7

3
0.6

1
0.3

9
#3

調
査

終
了

時
0.8

8
0.6

8
0.7

8
0.6

4
0.9

5

0.00.20.40.60.81.0

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時

ト
ラ

ウ
マ

#1
⼊

所
時

1.3
3

#2
調

査
中

1.0
0

#3
調

査
終

了
時

1.0
0

0.01.02.03.04.0

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時

⾃
我

・
⾃

⼰
発

達
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  ⼦ ど も の SOS サ イ ン 

31
項

⽬
中

3項
⽬

が
「

判
定

困
難

(？
)」

，
そ

の
他

は
「

な
い

(1
点

)」
と

い
う

回
答

で
あ

り
，

こ
の

時
点

で
気

に
な

る
点

は
な

い
。

 

「
10

.⾔
葉

の
発

達
の

⼼
配

」が
「

あ
る（

3点
）」

，「
3.

不
器

⽤
，動

き
の

ア
ン

バ
ラ

ン
ス

」，「
遊

び
を

⾒
つ

け
ら

れ
な

い
」

が
「

た
ま

に
あ

る
（

2
点

）」
で

あ
る

。
31

項
⽬

中
3

項
⽬

の
み

が
み

ら
れ

て
お

り
，

関
わ

り
の

中
で

⼼
配

さ
れ

た（
気

に
な

っ
た

）項
⽬

は
少

な
い

。 
 

「
10

.⾔
葉

の
発

達
の

⼼
配

」が
「

た
ま

に
あ

る
(2

点
)」

に
減

少
し

て
い

る
。「

4.体
調

を
崩

し
や

す
い

」，
「

19
.

恐
怖

や
不

安
の

表
出

」，
「

25
.家

族
と

の
関

係
で

不
適

切
」

も
2点

で
あ

る
。

 
 

31
項

⽬
中

4項
⽬

の
み「

た
ま

に
あ

る
(2

点
)」

で
あ

り
多

く
は

な
い

が
，

関
わ

り
が

⻑
く

深
く

な
る

中
で

，⼊
所

当
初

は
分

か
ら

な
か

っ
た（

み
ら

れ
な

か
っ

た
/気

が
付

か
な

か
っ

た
）

⼼
配

や
課

題
が

表
れ

て
い

る
様

⼦
が

う
か

が
え

る
。

 

 

F
ig

ur
e 

14
. 

 
S
OS

サ
イ

ン
の

変
化
 

SO
S⾝

体
SO

S⼼
理

SO
S社

会
#1

⼊
所

時
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
#2

調
査

中
1.2

0 
1.1

3 
1.0

9 
#3

調
査

終
了

時
1.2

0 
1.1

3 
1.0

9 

0.0
 

1.0
 

2.0
 

3.0
 

4.0
 

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時
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ア タ ッ チ メ ン ト ︵ 担 当 養 育 者 ︶ 

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
の

安
全

基
地

に
関

す
る

項
⽬

で
は

，担
当

養
育

者
の

移
動

に
気

が
付

き
，抱

っ
こ

で
落

ち
着

く
，可

愛
が

る
と

喜
ぶ

，な
ど

は
み

ら
れ

る
が

，
ど

ち
ら

か
と

⾔
う

と
受

け
⾝

的
な

反
応

で
あ

る
。

ま
だ

，積
極

的
に

担
当

養
育

者
を

安
全

基
地

と
し

て
利

⽤
す

る
こ

と
は

み
ら

れ
な

い
。

⼼
の

理
解

の
項

⽬
で

は
，全

体
的

に
低

く「
全

く
あ

て
は

ま
ら

な
い

(1
点

)」
〜

「
あ

ま
り

当
て

は
ま

ら
な

い
(2

点
)」

が
ほ

と
ん

ど
で

あ
る

。「
9.担

当
養

育
者

が
⾔

う
と

貸
し

て
く

れ
る

」「
13

.担
当

養
育

者
が

ち
ょ

う
だ

い
と

⾔
う

と
そ

の
と

お
り

に
す

る
」が

「
よ

く
当

て
は

ま
る

(5
点

)」
で

あ
り

，
指

⽰
に

（
素

直
に

）
従

う
様

⼦
が

あ
る

。
情

動
調

整
に

関
す

る
項

⽬
は

，
す

べ
て

1点
で

低
い

。  
無

秩
序

的
な

D
タ

イ
プ

の
項

⽬
，

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
障

害
傾

向
の

う
ち

，
抑

制
型

の
項

⽬
も

全
て

1
点

で
あ

る
。

脱
抑

制
型

は
⾼

く
，「

35
.⾒

慣
れ

な
い

⼤
⼈

と
交

流
す

る
こ

と
に

た
め

ら
い

が
な

い
」が

5点
，「

37
.担

当
養

育
者

を
振

り
返

っ
て

確
認

し
な

い
」「

38
.⾒

慣
れ

な
い

⼤
⼈

に
つ

い
て

い
こ

う
と

す
る

」が
「

や
や

当
て

は
ま

る
(4

点
)」

で
あ

っ
た

。

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
の

安
全

基
地

に
関

す
る

項
⽬

で
は

，「
2.積

極
的

に
担

当
養

育
者

を
安

全
基

地
と

し
て

利
⽤

す
る

」が
＃

1で
は

2点
だ

っ
た

の
が

今
回

は
4点

，「
11

.新
し

い
お

も
ち

ゃ
を

担
当

養
育

者
に

⾒
せ

る
」が

＃
1で

は
1点

だ
っ

た
の

が
4点

へ
と

変
化

し
て

い
る

。
⼼

の
理

解
の

項
⽬

で
は

，
全

て
の

項
⽬

が
4〜

5点
と

な
り

，理
解

⼒
や

反
応

が
増

し
て

い
る

。担
当

養
育

者
の

声
か

け
で

安
⼼

し
た

り
，担

当
養

育
者

の
表

情
を

⾒
て

確
か

め
る

よ
う

に
な

っ
て

い
る

。
情

動
調

整
に

つ
い

て
の

項
⽬

で
は

，「
21

.泣
い

た
り

ぐ
ず

っ
た

り
し

て
訴

え
る

」
が

「
ど

ち
ら

で
も

な
い

(3
点

)」
と

な
り

，
や

や
変

化
が

あ
る

こ
と

が
う

か
が

え
る

。
D

タ
イ

プ
の

項
⽬

は
＃

1と
変

わ
ら

ず
全

て
1点

で
あ

る
。

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
障

害
傾

向
の

項
⽬

で
は

，
抑

制
型

，
脱

抑
制

型
と

も
に

や
や

変
化

が
あ

る
が

，⾼
い

項
⽬

で
3点

（
ど

ち
ら

で
も

な
い

）
で

あ
っ

た
。

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
の

安
全

基
地

に
関

す
る

項
⽬

で
は

，「
8.

担
当

養
育

者
を

追
う

」
が

，
4

点
，「

10
.

担
当

養
育

者
が

部
屋

に
来

る
と

笑
う

」
が

5
点

と
な

り
，担

当
養

育
者

と
の

関
係

が
強

く
な

っ
て

い
る

様
⼦

が
わ

か
る

。
⼼

の
理

解
も

引
き

続
き

安
定

し
て

い
る

。
情

動
調

整
に

つ
い

て
は

，
⾼

い
項

⽬
で

3点
で

あ
る

。
＃

1と
⽐

較
す

る
と

変
化

は
あ

る
も

の
の

，⼤
き

く
気

持
ち

を
崩

し
た

り
，反

応
し

て
い

る
様

⼦
は

み
ら

れ
な

い
。

D
タ

イ
プ

の
項

⽬
は

，
＃

1〜
＃

3通
し

て
1点

と
，

低
い

ま
ま

で
あ

る
。

抑
制

型
の

項
⽬

は
1〜

2点
と

低
い

。
脱

抑
制

的
な

⾏
動

を
⽰

す
項

⽬
で

は
，「

35
.⾒

慣
れ

な
い

⼤
⼈

と
交

流
す

る
こ

と
に

た
め

ら
い

が
な

い
」

が
，

＃
1で

は
5点

だ
っ

た
の

が
3点

，「
37

.担
当

養
育

者
を

確
認

し
な

い
」

が
＃

1の
4点

か
ら

2点
と

な
り

，
安

全
基

地
の

存
在

を
認

識
し

，利
⽤

し
て

い
る

様
⼦

が
わ

か
る

。
た

だ
，「

38
.⾒

慣
れ

な
い

⼤
⼈

に
つ

い
て

い
く

」
は

変
わ

ら
ず

4点
の

ま
ま

で
あ

っ
た

。
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F
ig

ur
e 
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.ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

の
変

化
 

ア タ ッ チ メ ン ト ︵ 保 護 者 ︶ 

保
護

者
と

の
関

わ
り

は
な

く
，保

護
者

と
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
に

関
す

る
回

答
は

な
し

。
 

⾯
会

が
開

始
さ

れ
て

い
る

が
，確

認
さ

れ
て

い
な

い
項

⽬
も

多
い

。保
護

者
の

提
案

や
指

⽰
に

従
う（

沿
っ

て
動

く
）

様
⼦

は
み

ら
れ

る
。

 
保

護
者

が
接

す
る

と
固

ま
っ

た
り

(項
⽬

25
)，

怯
え

た
り

(項
⽬

26
)，

う
つ

ろ
な

表
情

に
な

る
様

⼦
(項

⽬
27

)が
「

や
や

当
て

は
ま

る
(4

点
)」

で
あ

り
，

D
タ

イ
プ

の
反

応
の

⾼
さ

が
み

ら
れ

る
。

 
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

障
害

傾
向

の
項

⽬
で

は
，「

34
.関

わ
り

に
よ

っ
て

説
明

で
き

な
い

い
ら

だ
た

し
さ

や
，悲

し
み

な
ど

を
表

現
」

が
4点

と
な

っ
た

。
 

⾯
会

が
何

度
か

重
ね

ら
れ

て
い

る
の

だ
ろ

う
，変

化
が

み
ら

れ
る

。
 

「
21

.何
か

し
て

ほ
し

い
と

き
に

泣
い

た
り

ぐ
ず

っ
た

り
す

る
」「

22
.⾏

動
を

⽌
め

る
と

機
嫌

が
悪

く
な

る
」

が
「

や
や

当
て

は
ま

る
(4

点
)」

で
あ

り
，

ネ
ガ

テ
ィ

ブ
な

感
情

を
出

す
，

反
応

を
⽰

す
よ

う
に

な
っ

て
い

る
。

 
⾯

会
時

に
固

ま
っ

た
り

怯
え

た
り

す
る

様
⼦

は
，引

き
続

き
み

ら
れ

て
お

り
，

D
タ

イ
プ

は
⾼

い
。

 
「

30
.苦

痛
時

に
安

⼼
感

を
求

め
な

い
」「

31
.ポ

ジ
テ

ィ
ブ

な
感

情
が

乏
し

い
」な

ど
が

4点
と

，抑
制

型
の

項
⽬

も
⾼

く
，ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

関
係

に
お

け
る

課
題

が
み

ら
れ

る
。

 

安
全

基
地

⼼
の

理
解

情
動

調
整

不
全

D
タ

イ
プ

反
応

性
脱

抑
制

型

#1
⼊

所
時

3.1
4 

2.1
3 

1.4
4 

1.0
0 

1.0
0 

3.5
0 

#2
調

査
中

3.7
1 

4.2
5 

1.8
9 

1.0
0 

2.2
0 

3.5
0 

#3
調

査
終

了
時

4.4
3 

4.7
1 

2.3
3 

1.0
0 

1.6
0 

3.0
0 

0.0
 

1.0
 

2.0
 

3.0
 

4.0
 

5.0
 

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時
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F
ig

ur
e 

16
. 
 保

護
者

と
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
の

変
化

発 達 検 査 

1
歳

11
か

⽉
時

に
新

版
K

式
発

達
検

査
20

01
を

実
施

。
姿

勢
・

運
動

10
8，

認
知

・
適

応
94

，
⾔

語
・

社
会

94
，

全
領

域
95

。
課

題
へ

の
興

味
が

強
く

，
集

中
し

て
取

り
組

ん
だ

，と
い

う
記

載
あ

り
。検

査
中

の
発

語
が

盛
ん

で
，⾔

語
⾯

の
成

⻑
も

期
待

で
き

る
，と

の
こ

と
。

安
全

基
地

⼼
の

理
解

情
動

調
整

不
全

D
タ

イ
プ

反
応

性
脱

抑
制

型
#1

⼊
所

時
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
#2

調
査

中
2.0

0
3.0

0
1.1

7
3.5

0
3.3

3
2.0

0
#3

調
査

終
了

時
2.1

4
2.1

4
2.3

3
3.8

0
4.3

3
2.0

0

0.01.02.03.04.05.0

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時
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所 ⾒ 

⼊
所

す
ぐ

担
当

養
育

者
が

決
定

さ
れ

，ほ
ぼ

す
べ

て
の

ケ
ア

を
担

当
養

育
者

に
よ

っ
て

な
さ

れ
て

い
る

。
他

者
と

の
関

係
や

⾃
我

発
達

，⼼
の

理
解

な
ど

低
い

部
分

が
あ

る
。そ

れ
ま

で
の

成
育

歴
や

保
護

者
と

の
関

係
も

影
響

し
て

い
る

こ
と

が
想

像
さ

れ
る

。
周

囲
へ

の
関

⼼
は

低
く

，積
極

的
に

⾃
ら

関
わ

り
を

持
つ

こ
と

は
少

な
い

が
，周

囲
か

ら
の

関
わ

り
は

拒
否

す
る

こ
と

は
な

い
。ま

た
，⼤

⼈
か

ら
の

指
⽰

や
提

案
に

は
，素

直
に

従
う

様
⼦

が
あ

る
た

め
，関

わ
り

⾃
体

は
持

ち
や

す
い

の
で

は
な

い
か

。

⼊
所

後
数

か
⽉

経
過

し
，社

会
性

や
⼼

の
理

解
が

⼤
き

く
伸

び
て

い
る

こ
と

が
分

か
る

。担
当

養
育

者
と

の
関

わ
り

を
通

し
て

，ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
関

係
が

強
く

築
か

れ
て

い
る

こ
と

も
う

か
が

え
る

。こ
の

よ
う

な
関

係
を

築
く

強
さ

を
本

児
が

持
っ

て
い

る
こ

と
も

，同
時

に
分

か
る

部
分

で
あ

る
。

＃
1〜

＃
2

の
間

に
新

版
K

式
発

達
検

査
20

01
が

実
施

さ
れ

，発
達

指
数

と
し

て
は

問
題

の
な

い
も

の
で

あ
っ

た
が

，⾔
語

⾯
の

課
題

が
指

摘
さ

れ
て

い
る

。周
囲

と
の

関
わ

り
，

遊
び

，
ケ

ア
の

中
で

，
さ

ら
に

伸
び

て
い

く
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

他
者

と
の

関
係

（
特

に
担

当
養

育
者

）
を

通
し

て
，

情
緒

が
豊

か
に

成
⻑

し
，感

情
の

分
化

が
み

ら
れ

る
。さ

ら
に

，そ
れ

を
表

現
で

き
る

よ
う

に
も

な
っ

て
い

る
様

⼦
で

あ
る

。
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

に
つ

い
て

，元
々

脱
抑

制
的

な
反

応
や

⾏
動

が
多

く
み

ら
れ

て
い

た
が

，少
し

ず
つ

変
化

が
⽣

じ
て

い
る

。
担

当
養

育
者

が
変

わ
ら

な
い

こ
と

も
，

安
定

的
な

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
の

構
築

に
⼤

変
良

い
影

響
を

及
ぼ

し
て

い
る

の
で

は
な

い
か

。
⼈

⾒
知

り
が

み
ら

れ
ず

，⾒
知

ら
ぬ

⼤
⼈

に
つ

い
て

い
く

と
い

う
⾏

動
は

引
き

続
き

み
ら

れ
て

い
る

が
，担

当
養

育
者

に
確

認
す

る
⾏

動
も

形
成

さ
れ

て
い

る
。安

全
基

地
か

ら
だ

ん
だ

ん
と

世
界

を
広

げ
て

い
く

際
に

本
来

は
⾝

に
付

く
べ

き
事

柄
が

，丁
寧

な
ケ

ア
に

よ
り

育
っ

て
き

て
い

る
様

⼦
で

あ
る

。
保

護
者

と
の

関
係

に
お

い
て

は
，課

題
が

み
ら

れ
，担

当
養

育
者

と
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
と

保
護

者
と

の
そ

れ
に

は
，

⼤
き

な
違

い
が

あ
る

。
児

を
⽀

え
な

が
ら

，
保

護
者

と
の

⾯
会

場
⾯

を
ど

う
⽀

援
す

る
の

か
，⼤

変
難

し
い

部
分

で
あ

ろ
う

。
ま

と
め

⼊
所

当
初

よ
り

担
当

養
育

者
が

決
定

し
て

お
り

，
特

に
＃

1時
点

で
は

，
⼤

変
熱

⼼
に

担
当

養
育

者
に

よ
る

ケ
ア

が
な

さ
れ

て
い

る
様

⼦
が

み
ら

れ
た

。
乳

児
院

の
中

で
頼

れ
る

相
⼿

が
明

確
で

，
本

児
に

と
っ

て
わ

か
り

や
す

く
，

安
⼼

で
き

る
体

制
な

の
で

は
な

い
か

。
⼤

⼈
か

ら
の

働
き

か
け

に
は

，
⽐

較
的

素
直

に
従

う
（

沿
う

）
様

⼦
が

当
初

か
ら

み
ら

れ
，

⼤
き

く
気

持
ち

を
崩

す
様

⼦
も

な
い

本
児

は
，

担
当

養
育

者
が

関
わ

り
に

難
し

さ
を

感
じ

な
い

タ
イ

プ
か

も
し

れ
な

い
。そ

の
⼀

⽅
，表

現
が

少
な

か
っ

た
り

薄
か

っ
た

り
と

，養
育

を
⾏

う
側

と
し

て
は

本
児

の
気

持
ち

や
状

態
を

即
座

に
キ

ャ
ッ

チ
す

る
こ

と
に

，
⼼

を
配

る
必

要
が

あ
っ

た
の

で
は

な
い

か
。

⼊
所

か
ら

7か
⽉

あ
ま

り
で

，
情

緒
⾯

，
社

会
性

，
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

項
⽬

そ
れ

ぞ
れ

に
，

伸
び

が
み

ら
れ

た
。

ネ
グ

レ
ク

ト
で

の
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⼊
所

で
あ

り
，

他
者

（
保

護
者

）
と

の
関

わ
り

が
不

⼗
分

も
し

く
は

不
適

切
な

も
の

で
あ

っ
た

の
だ

ろ
う

が
，

適
切

な
ケ

ア
が

⽣
活

の
中

で
確

実
に

な
さ

れ
，

乳
児

院
が

治
療

的
に

働
く

こ
と

で
，

本
児

の
健

康
度

が
回

復
し

て
い

る
。

周
囲

に
気

が
付

き
，

⾃
分

⾃
⾝

に
対

す
る

意
識

も
深

ま
り

，
さ

ま
ざ

ま
な

感
情

を
表

出
す

る
よ

う
に

な
っ

て
い

く
様

⼦
が

う
か

が
え

た
。

課
題

と
し

て
は

，
脱

抑
制

的
な

⾏
動

・
反

応
様

式
が

⾼
い

こ
と

で
あ

る
。

担
当

養
育

者
（

安
全

基
地

）
を

確
認

す
る

よ
う

に
な

っ
て

は
い

る
も

の
の

，
⾒

知
ら

ぬ
⼤

⼈
や

他
者

と
の

関
わ

り
に

た
め

ら
い

が
な

く
，

つ
い

て
⾏

く
こ

と
も

依
然

と
し

て
あ

る
様

⼦
で

あ
る

。
こ

の
部

分
が

今
後

ど
う

変
化

し
て

い
く

の
か

，
ど

う
残

る
の

か
，

気
に

な
る

点
で

あ
る

。
 

担
当

養
育

者
と

良
好

な
関

係
を

維
持

し
て

い
る

⼀
⽅

，
保

護
者

と
の

関
係

は
課

題
の

多
い

様
⼦

が
み

ら
れ

て
い

る
。

こ
の

よ
う

な
場

合
，

乳
児

院
側

の
⽀

援
は

難
し

さ
を

伴
う

も
の

で
あ

る
。

ケ
ー

ス
ワ

ー
ク

の
⽅

針
に

も
よ

る
が

，
今

後
も

児
の

み
な

ら
ず

，
保

護
者

と
の

関
係

性
の

部
分

へ
も

介
⼊

を
⾏

う
必

要
が

あ
る

だ
ろ

う
。

本
児

が
混

乱
す

る
こ

と
の

な
い

よ
う

，
保

護
者

と
の

交
流

が
よ

り
よ

い
形

で
進

む
よ

う
な

⽀
援

が
求

め
ら

れ
る

。
 

 ②
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

 
グ

ル
ー

プ
4：

安
全

基
地

が
低

く
，

反
応

性
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

障
害

傾
向

お
よ

び
脱

抑
制

型
対

⼈
交

流
障

害
傾

向
が

⾼
い

ケ
ー

ス
 

基
本

情
報
 

⼊
所

時
：

10
ヶ

⽉
 

⼥
児

 
出

⽣
時

の
⾝

⻑
・

体
重

は
不

明
。

⾝
体

的
虐

待
で

⼊
所

。
そ

の
た

め
か

情
報

が
乏

し
く

，
妊

娠
期

の
リ

ス
ク

も
不

明
。

 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
票

の
記

⼊
は

常
勤

の
⼼

理
職

。
乳

児
院

経
験

年
数

は
満

9年
と

⽐
較

的
⻑

い
。

 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
票

の
結

果
 

 
＃

1 
⼊

所
時

 
＃

2 
1歳

0ヶ
⽉

時
 

 
＃

3 
調

査
終

了
時

 
⾝ 体 発 達 

10
ヶ

⽉
 

⾝
⻑

65
.8c

m
，

体
重

6.7
kg

。
カ

ウ
プ

指
数

は
15

.5
と

や
せ

型
。

 

1歳
0ヶ

⽉
 

⾝
⻑

70
.6c

m
，

体
重

8.6
kg

。
カ

ウ
プ

指
数

は
17

.3
と

約
2ヶ

⽉
で

標
準

範
囲

に
成

⻑
。

 

1歳
4ヶ

⽉
時

 
⾝

⻑
72

.8c
m

，
体

重
9.1

kg
。

カ
ウ

プ
指

数
は

17
.2

と
標

準
範

囲
。

 

担 当 養 育 者 に つ い て 

担
当

養
育

者
は

決
ま

っ
て

い
な

い
が

主
な

養
育

者
が

お
り

，
⼥

性
の

経
験

年
数

5年
の

保
育

⼠
。

し
か

し
，

⽇
常

の
関

わ
り

は
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
少

な
く

，主
の

担
当

養
育

者
が

じ
っ

く
り

関
わ

る
と

い
う

よ
り

チ
ー

ム
で

養
育

を
し

て
い

る
状

況
と

推
測

さ
れ

る
。

 

担
当

養
育

者
が

決
ま

り
，⼥

性
の

経
験

年
数

8年
の

児
童

指
導

員
。⼊

所
後

す
ぐ

に
担

当
に

な
っ

て
い

る
。室

内
外

で
の

遊
び

の
関

わ
り

は
6〜

8割
⾏

わ
れ

て
い

る
が

，
通

院
や

⼊
浴

介
助

，
寝

か
し

つ
け

，
個

別
的

な
関

わ
り

は
ほ

と
ん

ど
⾏

わ
れ

て
い

な
い

。
 

⼊
所

後
す

ぐ
に

決
ま

っ
た

担
当

養
育

者
は

こ
の

時
点

ま
で

変
更

は
な

い
。本

児
へ

の
関

わ
り

の
程

度
は

多
い

も
の

で
記

録
が

4割
程

度
で

，⽇
常

的
な

養
育

は
ほ

と
ん

ど
⾏

わ
な

い
と

い
う

回
答

で
あ

っ
た

。＃
2時

点
よ

り
も

か
な

り
減

っ
て

お
り

乳
児

院
内

の
体

制
が

変
化

し
て

い
る

可
能

性
が

あ
る

。
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⼆
項

関
係

の
発

達
に

お
い

て
は

，「
a2

.泣
い

て
い

る
時

に
⼤

⼈
が

抱
き

上
げ

る
と

鎮
ま

る
」の

み
現

在
⾏

動
が

み
ら

れ
る

（
〇

）
回

答
で

あ
り

，
他

は
「

a1
.⼤

⼈
の

顔
を

じ
い

っ
と

み
つ

め
る

」
等

計
3

項
⽬

に
お

い
て

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

△
）

と
い

う
回

答
，

そ
の

他
は

⾏
動

が
み

ら
れ

な
い（

×
）と

い
う

回
答

で
あ

っ
た

。  
社

会
性

の
発

達
，他

者
の

⼼
の

理
解

に
お

い
て

は
全

項
⽬

で
⾏

動
が

み
ら

れ
な

い（
×

）と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。

情
動

発
達

で
は

「
d2

.気
分

の
よ

い
時

に
は

に
こ

に
こ

し
て

い
る

」
で

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

〇
），

「
d1

.⼤
き

な
声

で
泣

く
」を

は
じ

め
5項

⽬
で

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

△
），

そ
の

他
の

項
⽬

で
は

⾏
動

が
み

ら
れ

な
い

（
×

）
と

い
う

回
答

で
あ

っ
た

。
⾃

我
発

達
で

は
「

e7
.⾃

分
の

名
前

が
わ

か
り

，
後

ろ
か

ら
読

ん
だ

ら
振

り
向

く
」で

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

△
）と

い
う

回
答

で
あ

っ
た

が
，そ

の
他

は
⾏

動
が

み
ら

れ
な

い
（

×
）

ま
た

は
判

断
不

可
（

？
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。

⼊
所

し
て

す
ぐ

と
い

う
こ

と
で

，ま
だ

本
児

の
発

達
状

態
を

把
握

す
る

こ
と

が
難

し
い

と
も

い
え

る
が

，全
般

的
に

発
達

の
遅

れ
が

み
ら

れ
る

と
考

え
ら

れ
る

。

⼆
項

関
係

の
発

達
に

お
い

て
，現

在
⾏

動
が

み
ら

れ
る

（
〇

）
と

い
う

回
答

は
＃

1
時

点
と

同
じ

a2
の

項
⽬

に
加

え
，

a2
2の

「
担

当
養

育
者

等
か

ら
容

易
に

離
れ

て
遊

ぶ
こ

と
が

で
き

る
」の

2項
⽬

で
あ

っ
た

。コ
メ

ン
ト

に
は

「
玩

具
が

あ
れ

ば
遊

べ
る

」「
⼈

よ
り

も
物

へ
の

反
応

が
優

位
な

た
め

，離
れ

て
遊

べ
る

が
所

在
を

気
に

す
る

こ
と

は
ほ

と
ん

ど
み

ら
れ

な
い

」
と

あ
り

，
a2

2に
つ

い
て

は
養

育
者

か
ら

離
れ

て
も

“安
⼼

し
て

”
遊

ぶ
こ

と
が

で
き

る
と

い
う

よ
り

，⼈
よ

り
も

物
へ

の
反

応
が

優
位

で
あ

る
た

め
の

⾏
動

と
い

え
る

。
⼀

⽅
，

「
a9

.⼤
⼈

に
向

か
っ

て
声

を
出

す
」

等
9

項
⽬

に
お

い
て

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る（
△

）と
い

う
回

答
で

あ
り

，こ
の

2ヶ
⽉

間
で

⼈
へ

の
関

⼼
が

少
し

ず
つ

育
っ

て
き

て
い

る
こ

と
が

う
か

が
え

る
。

社
会

性
で

は
「

b8
.⼦

ど
も

の
中

に
混

ざ
っ

て
機

嫌
よ

く
遊

ぶ
」，

他
者

の
⼼

の
理

解
で

は
「

c1
3.

⾝
の

回
り

の
⼤

⼈
の

仕
草

や
⾏

動
を

真
似

る
」に

お
い

て
時

々
⾏

動
が

み
ら

れ
る

（
△

）
に

な
っ

て
お

り
，

ほ
ん

の
少

し
社

会
性

の
発

達
の

芽
が

で
て

き
た

。
情

動
発

達
で

は「
d7

.何
か

を
怖

が
る

様
⼦

を
⾒

せ
る

」
を

は
じ

め
9

項
⽬

に
お

い
て

現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

〇
）と

い
う

回
答

で
あ

り
情

緒
の

動
き

が
ぐ

っ
と

で
て

き
た

。
⾃

我
発

達
で

は
「

e5
.鏡

に
映

っ
た

⾃
分

を
⾒

て
微

笑
ん

だ
り

，声
を

出
し

た
り

す
る

」等
2項

⽬
で

現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

〇
）

と
い

う
回

答
で

あ
り

，
⾃

我
の

芽
⽣

え
の

段
階

で
あ

る
と

⾔
え

る
。

⼆
項

関
係

の
発

達
に

お
い

て
，2

2項
⽬

中
16

項
⽬

に
お

い
て

現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る（
〇

）と
い

う
回

答
で

あ
り

，＃
2時

点
と

⽐
べ

る
と

⼤
き

な
変

化
が

み
ら

れ
た

。
社

会
性

の
発

達
に

お
い

て
も

＃
2

時
点

で
は

現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る（
〇

）項
⽬

が
全

く
な

か
っ

た
の

に
対

し
，「

b3
.バ

イ
バ

イ
す

る
」

な
ど

3項
⽬

で
〇

の
回

答
が

あ
っ

た
。「

b1
.ボ

ー
ル

を
投

げ
る

と
投

げ
返

す
」

等
5項

⽬
で

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

△
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。

他
者

の
⼼

の
理

解
に

お
い

て
は

現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

〇
）

回
答

が
8項

⽬
と

＃
2時

点
か

ら
ぐ

っ
と

増
え

た
。

情
動

発
達

で
は

＃
2

時
点

で
⾏

動
が

み
ら

れ
な

い
（

×
）と

い
う

回
答

だ
っ

た
も

の
が

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

△
）

へ
，

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

△
）

回
答

だ
っ

た
も

の
が

現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る（
〇

）に
変

化
し

て
お

り
，2

1項
⽬

中
11

項
⽬

に
お

い
て

現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

〇
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。

⾃
我

発
達

で
は

「
e7

.⾃
分

の
名

前
が

わ
か

り
，

後
ろ

か
ら

名
前

を
呼

ん
だ

ら
振

り
向

く
」等

5項
⽬

に
お

い
て

現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る（
〇

）と
い

う
回

答
で

あ
り

，
⾃

⼰
認

識
が

発
達

し
て

い
る

こ
と

が
う

か
が

え
る

。
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F
ig

ur
e 

17
. 

⼼
理

社
会

的
発

達
の

変
化

⼆
項

関
係

社
会

性
社

会
的

認
知

情
動

発
達

⾃
⼰

・
⾃

我
発

達
#1

⼊
所

時
0.1

1
0.0

0
0.0

0
0.1

7
0.0

7
#2

調
査

中
0.3

0
0.0

3
0.0

3
0.5

0
0.3

6
#3

調
査

終
了

時
0.8

6
0.2

9
0.4

8
0.6

9
0.7

1

0.00.20.40.60.81.0

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時
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ト ラ ウ マ 反 応 

7項
⽬

中
「

ひ
と

り
で

遊
ん

で
い

る
こ

と
が

多
い

」
の

み
よ

く
あ

る
（

4点
）

と
い

う
回

答
で

そ
の

他
は

な
い

（
1点

）
と

い
う

回
答

で
あ

っ
た

。
フ

ラ
ッ

シ
ュ

バ
ッ

ク
の

よ
う

な
わ

か
り

や
す

い
症

状
は

な
い

が
，⼈

と
の

関
わ

り
に

お
い

て
回

避
的

な
様

⼦
が

よ
く

み
ら

れ
て

い
る

。
 

＃
１

と
ま

っ
た

く
同

じ
で「

ひ
と

り
で

遊
ん

で
い

る
こ

と
が

多
い

」
の

み
よ

く
あ

る
（

4点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。

回
避

的
な

⾯
は

引
き

続
き

み
ら

れ
て

い
る

。 

「
ひ

と
り

で
遊

ん
で

い
る

こ
と

が
多

い
」項

⽬
で

た
ま

に
あ

る
（

2点
）

と
い

う
回

答
に

な
り

，
回

避
的

な
傾

向
は

依
然

み
ら

れ
る

が
，

減
っ

て
き

て
い

る
。

 

 

F
ig

ur
e 

18
. 

ト
ラ

ウ
マ

反
応

の
変

化
 

ト
ラ

ウ
マ

（
低

⽉
齢

）
#1

⼊
所

時
1.4

3 
#2

調
査

中
1.4

3 
#3

調
査

終
了

時
1.1

4 

0.0
 

1.0
 

2.0
 

3.0
 

4.0
 

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時
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⼦ ど も の SOSサ イ ン 

⾝
体

的
側

⾯
で「

3.不
器

⽤
さ

や
運

動
発

達
の

ぎ
こ

ち
な

さ
」「

5.発
育

⾯
で

の
⼼

配
（

⼩
柄

）」
で

よ
く

あ
る

（
4点

）
と

い
う

回
答

で
あ

っ
た

。
⼼

理
⾯

で
は

「
10

.コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

発
達

で
⼼

配
（

発
声

の
少

な
さ

）」
「

17
.⼈

へ
の

反
応

で
⼼

配
（

表
情

乏
し

い
）」

で
よ

く
あ

る
（

4点
），

「
11

.感
情

表
出

で
⼼

配
（

表
情

が
乏

し
い

）」
で

あ
る

（
3

点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。

関
係

性
の

側
⾯

で
は

「
22

.指
さ

し
を

し
な

い
」「

23
.

共
同

注
意

が
み

ら
れ

な
い

」
で

あ
る

（
3点

）
と

い
う

回
答

で
あ

っ
た

。
⾝

体
⾯

の
未

成
熟

さ
，ぎ

こ
ち

な
さ

，情
緒

的
な

や
り

と
り

が
み

ら
れ

な
い

こ
と

が
気

に
な

る
点

で
あ

る
。

⾝
体

的
側

⾯
で

は「
3.不

器
⽤

さ
や

運
動

発
達

の
ぎ

こ
ち

な
さ

」
は

＃
1と

同
じ

く
よ

く
あ

る
（

4点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。「

5.発
育

⾯
で

の
⼼

配
（

⼩
柄

）」
は

な
い

（
1点

）
と

い
う

回
答

で
あ

り
，

⼊
所

し
て

2
ヶ

⽉
後

に
は

⾝
体

⾯
で

キ
ャ

ッ
チ

ア
ッ

プ
し

た
こ

と
は

⼤
き

な
変

化
で

あ
る

。
⼼

理
⾯

で
は

＃
1

時
点

の
傾

向
と

⼤
き

く
は

変
わ

ら
な

い
が

，「
17

.⼈
へ

の
反

応
で

⼼
配

（
表

情
乏

し
い

）」
が

よ
く

あ
る

（
4点

）
と

い
う

回
答

か
ら

あ
る

（
3点

）
と

い
う

回
答

に
変

化
が

あ
っ

た
。

⼀
⽅

，「
20

.他
者

か
ら

の
呼

び
か

け
に

反
応

し
な

い
こ

と
が

あ
る

」に
お

い
て

＃
1

時
点

で
た

ま
に

あ
る

（
2

点
）

か
ら

＃
2

時
点

で
は

あ
る

（
3点

）
と

い
う

回
答

に
な

っ
て

い
た

。
関

係
性

の
側

⾯
で

は
＃

1
時

点
と

全
く

同
じ

回
答

で
あ

り
「

22
.指

さ
し

を
し

な
い

」「
23

.共
同

注
意

が
み

ら
れ

な
い

」
に

お
い

て
あ

る
（

3点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。

基
本

的
に

＃
1時

点
の

回
答

と
⼤

き
な

変
化

は
な

く
，

情
緒

的
な

や
り

と
り

が
み

ら
れ

な
い

⾯
は

継
続

し
て

い
る

。

⾝
体

的
側

⾯
で

は「
3.不

器
⽤

さ
や

運
動

発
達

の
ぎ

こ
ち

な
さ

」の
み

た
ま

に
あ

る（
2点

）と
い

う
回

答
で

，
他

は
な

い
（

1点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。

⼼
理

的
側

⾯
で

は
4項

⽬
に

お
い

て
た

ま
に

あ
る

（
2

点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。

中
で

も
「

11
.感

情
表

出
で

⼼
配

」で
は

コ
メ

ン
ト

で「
表

情
は

以
前

よ
り

増
え

て
き

た
」と

あ
り

，⼼
配

で
あ

る
が

変
化

し
て

き
て

い
る

様
⼦

が
捉

え
ら

れ
て

い
る

。
関

係
性

の
側

⾯
で

は
「

22
.指

差
し

を
し

な
い

」「
23

.
共

同
注

意
が

み
ら

れ
な

い
」

が
た

ま
に

あ
る

（
2点

）
で

あ
っ

た
。

SO
S

全
体

で
よ

く
あ

る
（

4
点

），
あ

る
（

3
点

）
の

回
答

が
つ

い
た

項
⽬

が
な

く
，

あ
る

（
2点

）
と

い
う

回
答

が
7項

⽬
で

あ
り

，回
答

者
か

ら
み

て
⼼

配
な

点
が

か
な

り
減

っ
て

い
る

こ
と

が
読

み
取

れ
る

。
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SO
S

サ
イ

ン
の

変
化

SO
S⾝

体
SO

S⼼
理

SO
S社

会
#1

⼊
所

時
2.6

0
1.7

3
1.5

0
#2

調
査

中
1.8

0
1.7

3
1.5

0
#3

調
査

終
了

時
1.2

0
1.2

7
1.1

8

0.01.02.03.04.0

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時
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ア タ ッ チ メ ン ト ︵ 担 当 養 育 者 ︶ 

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
に

関
す

る
項

⽬
で

は
24

項
⽬

中
19

項
⽬

が
全

く
当

て
は

ま
ら

な
い

（
1

点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

⾏
動

が
み

ら
れ

る
と

判
断

で
き

る
4点

を
つ

け
た

項
⽬

は
な

か
っ

た
。 

⽭
盾

し
た

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
を

⽰
す

D
タ

イ
プ

は
低

い
得

点
で

あ
っ

た
。

 
⼀

⽅
，ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

障
害

傾
向

を
把

握
す

る
項

⽬
で

は
「

32
.他

者
と

の
対

⼈
交

流
や

他
者

へ
の

情
緒

反
応

が
乏

し
い

」
を

は
じ

め
と

す
る

抑
制

型
，「

35
.⾒

慣
れ

な
い

⼤
⼈

に
近

づ
い

た
り

交
流

す
る

こ
と

に
た

め
ら

い
が

な
い

」を
は

じ
め

と
す

る
脱

抑
制

型
の

両
⽅

に
お

い
て

得
点

が
⾼

く
な

っ
て

い
る

。⼊
所

し
た

ば
か

り
で

担
当

養
育

者
が

決
ま

っ
て

い
な

い
こ

と
も

あ
っ

て
か

，特
定

の
他

者
へ

の
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

⾏
動

は
ま

だ
み

ら
れ

て
お

ら
ず

，何
か

ネ
ガ

テ
ィ

ブ
な

状
況

が
起

き
た

時
に

他
者

の
も

と
で

気
持

ち
を

⽴
て

直
す

こ
と

が
難

し
い

状
況

に
あ

る
と

思
わ

れ
る

。
 

 

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
に

関
す

る
項

⽬
で

は
24

項
⽬

中
22

項
⽬

が
全

く
当

て
は

ま
ら

な
い

（
1

点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。

 
D

タ
イ

プ
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
を

把
握

す
る

項
⽬

に
お

い
て

は
低

い
得

点
で

あ
っ

た
⼀

⽅
，ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

障
害

傾
向

に
関

す
る

項
⽬

で
は

「
32

.他
者

と
の

対
⼈

交
流

や
他

者
へ

の
情

緒
反

応
が

乏
し

い
」を

は
じ

め
と

す
る

抑
制

型
，「

35
.⾒

慣
れ

な
い

⼤
⼈

に
近

づ
い

た
り

交
流

す
る

こ
と

に
た

め
ら

い
が

な
い

」を
は

じ
め

と
す

る
脱

抑
制

型
の

両
⽅

に
お

い
て

得
点

が
⾼

い
が

，＃
1時

点
よ

り
も

微
減

し
て

い
る

。
 

 

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
に

関
す

る
項

⽬
で

は
＃

2
時

点
で

は
⼤

半
が

全
く

あ
て

は
ま

ら
な

い
（

1点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
が

，
＃

3時
点

で
は

「
3.恐

が
っ

た
り

機
嫌

が
悪

く
な

っ
て

も
，

担
当

養
育

者
が

抱
く

と
，

す
ぐ

に
泣

く
の

を
や

め
，落

ち
着

く
」で

よ
く

当
て

は
ま

る
（

5点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
の

を
は

じ
め

，
14

項
⽬

に
お

い
て

や
や

当
て

は
ま

る
（

4
点

）
と

い
う

回
答

で
あ

っ
た

。
⼀

⽅
，「

16
.す

ぐ
に

担
当

養
育

者
に

腹
を

⽴
て

る
」「

17
.担

当
養

育
者

に
対

し
て

わ
が

ま
ま

で
気

が
短

い
」で

は
全

く
当

て
は

ま
ら

な
い（

1点
）

と
い

う
回

答
で

あ
り

，ネ
ガ

テ
ィ

ブ
な

情
緒

を
表

出
す

る
こ

と
は

少
な

い
様

⼦
で

あ
る

。
 

D
タ

イ
プ

の
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

を
把

握
す

る
項

⽬
に

お
い

て
は

す
べ

て
全

く
当

て
は

ま
ら

な
い

（
1点

）
と

い
う

回
答

で
あ

っ
た

。
 

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
障

害
傾

向
を

把
握

す
る

項
⽬

で
は

抑
制

型
を

⽰
す

項
⽬

で
は

4
項

⽬
中

2
項

⽬
が

あ
ま

り
当

て
は

ま
ら

な
い

（
2点

）
と

い
う

回
答

に
変

化
し

て
い

た
が

，脱
抑

制
型

を
⽰

す
項

⽬
に

お
い

て
は「

35
.

⾒
慣

れ
な

い
⼤

⼈
に

近
づ

い
た

り
，交

流
す

る
こ

と
に

た
め

ら
い

が
な

い
」で

や
や

当
て

は
ま

る（
4点

），「
過

度
に

馴
れ

馴
れ

し
い

⾔
語

的
ま

た
は

⾝
体

的
⾏

動
が

あ
る

」で
ど

ち
ら

で
も

な
い（

3点
）の

回
答

で
あ

り
，

⾒
知

ら
ぬ

⼈
を

含
め

他
者

と
の

距
離

の
近

さ
が

⼼
配

さ
れ

る
回

答
で

あ
っ

た
。
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ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
の

変
化

安
全

基
地

⼼
の

理
解

情
動

調
整

不
全

D
タ

イ
プ

反
応

性
脱

抑
制

型
#1

⼊
所

時
1.2

9
1.2

5
1.8

9
1.2

0
3.4

0
4.0

0
#2

調
査

中
1.4

3
1.0

0
1.4

4
1.4

0
2.8

0
3.2

5
#3

調
査

終
了

時
4.1

4
3.3

8
3.1

1
1.0

0
1.4

0
2.2

5

0.01.02.03.04.05.0

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時
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ア タ ッ チ メ ン ト ︵ 保 護 者 ︶ 

保
護

者
と

の
関

わ
り

は
な

く
，保

護
者

と
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
に

関
す

る
回

答
は

な
し

。
保

護
者

と
の

関
わ

り
は

な
く

，保
護

者
と

の
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

に
関

す
る

回
答

は
な

し
。

初
め

て
保

護
者

と
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
に

関
す

る
回

答
が

あ
っ

た
。

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
に

関
す

る
項

⽬
で

は
6

項
⽬

に
お

い
て

や
や

当
て

は
ま

る（
4点

）の
回

答
で

あ
り

，
全

く
当

て
は

ま
ら

な
い

（
1点

）
と

い
う

回
答

の
項

⽬
は

な
か

っ
た

。
D

タ
イ

プ
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
を

把
握

す
る

項
⽬

に
お

い
て

は
「

29
.保

護
者

に
向

か
う

と
思

っ
た

ら
別

の
⽅

向
に

⾏
く

な
ど

，⾏
動

の
⽅

向
性

が
定

ま
ら

な
い

こ
と

が
あ

る
」

に
お

い
て

や
や

当
て

は
ま

る
（

4点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

障
害

傾
向

を
把

握
す

る
項

⽬
に

お
い

て
は

抑
制

型
を

⽰
す

項
⽬

に
お

い
て

は
担

当
養

育
者

に
お

け
る

回
答

と
同

じ
で

あ
っ

た
が

，
脱

抑
制

型
を

⽰
す

項
⽬

に
お

い
て

は
「

37
.

慣
れ

な
い

状
況

で
も

，保
護

者
を

振
り

返
っ

て
確

認
す

る
こ

と
が

な
い

」で
ど

ち
ら

で
も

な
い（

3点
），「

35
．

⾒
慣

れ
な

い
⼤

⼈
に

近
づ

い
た

り
，交

流
す

る
こ

と
に

た
め

ら
い

が
な

い
」

で
あ

ま
り

当
て

は
ま

ら
な

い
（

2
点

）と
い

う
回

答
で

あ
り

，保
護

者
と

の
間

の
⽅

が
脱

抑
制

型
傾

向
は

少
な

か
っ

た
。

全
体

的
に

担
当

養
育

者
と

の
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

の
回

答
と

傾
向

は
同

じ
で

あ
る

が
，各

領
域

に
お

い
て

得
点

が
若

⼲
低

く
な

っ
て

い
た

。⻑
期

間
関

わ
り

が
な

か
っ

た
後

の
状

態
と

し
て

は
悪

く
な

い
と

⾔
え

る
か

も
し

れ
な

い
が

，
D

タ
イ

プ
傾

向
が

み
ら

れ
る

こ
と

が
気

に
な

る
点

で
あ

る
。
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保
護

者
へ

の
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

結
果
 

発 達 検 査 

 
1

歳
0

ヶ
⽉

時
に

新
版

K
式

発
達

検
査

を
実

施
。

発
達

指
数

は
姿

勢
・

運
動

95
，認

知
・

適
応

78
，⾔

語
・

社
会

78
，

全
領

域
と

83
。

認
知

・
適

応
，

⾔
語

・
社

会
領

域
に

お
い

て
発

達
が

ゆ
っ

く
り

め
で

あ
る

。
 

 

安
全

基
地

⼼
の

理
解

情
動

調
整

不
全

D
タ

イ
プ

反
応

性
脱

抑
制

型

#1
⼊

所
時

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

#2
調

査
中

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

#3
調

査
終

了
時

3.4
3 

2.7
5 

2.4
4 

1.6
0 

1.4
0 

1.7
5 

0.0
 

1.0
 

2.0
 

3.0
 

4.0
 

5.0
 

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時
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所 ⾒ 

⼼
理

社
会

的
発

達
に

お
け

る
全

般
的

な
遅

れ
，ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

⾏
動

が
み

ら
れ

な
い

，ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
障

害
の

傾
向

あ
り

，情
緒

的
表

出
が

乏
し

い
こ

と
等

，か
な

り
深

刻
な

⼼
理

社
会

的
状

態
で

あ
る

と
⾔

え
る

。虐
待

の
影

響
が

ど
の

程
度

あ
る

の
か

，⼦
ど

も
が

持
っ

て
い

る
発

達
の

特
性

の
影

響
が

ど
の

程
度

あ
る

の
か

⾒
⽴

て
て

い
く

必
要

が
あ

る
と

と
も

に
，⽇

常
養

育
の

中
で

職
員

と
の

関
わ

り
を

通
し

て
安

⼼
を

体
感

し
な

が
ら

⼩
さ

な
や

り
と

り
を

積
み

重
ね

て
い

く
こ

と
で

⼼
理

社
会

的
発

達
を

促
し

た
い

。
 

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
に

お
い

て
，情

緒
的

引
き

こ
も

り
の

抑
制

型
と

⾒
知

ら
ぬ

⼈
に

も
近

づ
い

て
い

く
脱

抑
制

型
が

併
存

し
て

お
り

，今
後

ど
の

よ
う

に
変

化
し

て
い

く
の

か
し

っ
か

り
と

追
っ

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
 

全
般

的
に

＃
1時

点
と

同
様

の
傾

向
で

あ
っ

た
が

，⼼
理

社
会

的
発

達
が

少
し

伸
び

て
い

た
り

，ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
障

害
傾

向
が

お
さ

え
ら

れ
て

い
た

り
，少

し
ず

つ
変

化
が

み
ら

れ
て

い
る

。
 

全
般

的
に

発
達

の
遅

れ
が

み
ら

れ
る

た
め

，⽬
に

み
え

る
⾏

動
と

し
て

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
は

ま
だ

表
出

さ
れ

て
い

な
い

が
，⼈

の
認

識
が

少
し

ず
つ

進
ん

で
お

り
，ゆ

っ
く

り
で

あ
る

が
確

実
に

成
⻑

し
て

き
て

い
る

と
⾔

え
る

。
 

⾝
体

⾯
で

ぐ
っ

と
成

⻑
し

平
均

に
キ

ャ
ッ

チ
ア

ッ
プ

し
て

お
り

，ゆ
っ

く
り

で
あ

る
が

そ
れ

に
つ

い
て

い
く

よ
う

に
⼼

理
社

会
的

側
⾯

の
発

達
も

期
待

さ
れ

る
。

 

＃
2

時
点

か
ら

⼤
き

な
変

化
が

み
ら

れ
た

結
果

で
あ

っ
た

。
⼼

理
社

会
的

発
達

，
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

，
ト

ラ
ウ

マ
，

SO
S

の
全

領
域

に
お

い
て

プ
ラ

ス
の

⽅
向

へ
の

変
化

が
み

ら
れ

，こ
の

4カ
⽉

間
で

ぐ
っ

と
成

⻑
し

て
い

る
。担

当
養

育
者

⾃
体

の
関

わ
り

は
減

っ
て

い
る

が
⼆

項
関

係
の

発
達

や
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

の
回

答
か

ら
⼆

者
関

係
の

発
達

は
⼤

き
く

進
展

し
て

お
り

，時
間

は
多

く
な

い
な

が
ら

関
わ

り
の

質
が

担
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
や

，チ
ー

ム
全

体
が

本
児

の
発

達
を

促
す

よ
う

な
関

わ
り

と
な

っ
て

い
る

こ
と

が
推

測
さ

れ
る

。情
緒

的
な

引
き

こ
も

り
傾

向
は

緩
和

さ
れ

て
き

た
⼀

⽅
，⾒

知
ら

ぬ
⼈

に
も

べ
た

べ
た

関
わ

る
脱

抑
制

型
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
傾

向
は

継
続

し
て

お
り

，こ
の

あ
た

り
が

今
後

ど
の

よ
う

に
推

移
し

て
い

く
の

か
注

視
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

だ
ろ

う
。

 
ま

と
め

 
⼊

所
前

の
発

育
，

家
族

状
況

に
関

す
る

情
報

が
乏

し
い

中
で

の
⼊

所
は

，
乳

児
院

側
と

し
て

は
⼦

ど
も

や
家

族
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

が
⼗

分
に

で
き

ず
，

ど
の

よ
う

な
⽅

向
性

で
養

育
を

⾏
っ

て
い

く
べ

き
か

，
⾒

通
し

を
持

つ
こ

と
が

難
し

い
中

受
け

⼊
れ

ざ
る

を
得

な
い

こ
と

は
少

な
く

な
い

で
あ

ろ
う

。
そ

の
よ

う
な

中
，

⾝
体

は
標

準
よ

り
⼩

さ
く

，
⼼

理
社

会
的

発
達

に
も

か
な

り
遅

れ
が

み
ら

れ
る

本
児

の
⼊

所
は

ど
の

よ
う

に
捉

え
ら

れ
て

い
た

の
で

あ
ろ

う
か

。少
な

く
と

も
＃

2の
1歳

0ヶ
⽉

時
点

ま
で

は
重

篤
な

⼼
理

社
会

的
発

達
の

遅
れ

，
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

形
成

の
困

難
さ

が
み

ら
れ

て
お

り
，

養
育

の
困

難
さ

を
感

じ
て

も
お

か
し

く
は

な
い

。
し

か
し

，
⾝

体
的

発
達

に
つ

い
て

は
⼊

所
後

約
2

ヶ
⽉

で
キ

ャ
ッ

チ
ア

ッ
プ

し
，そ

れ
を

追
う

よ
う

に
約

半
年

後
に

は
⼼

理
社

会
的

側
⾯

の
⼤

き
な

成
⻑

が
み

ら
れ

た
。適

切
な

環
境

に
⾝

を
置

く
こ

と
で

本
児

の
成

⻑
は

⼤
き

く
促

さ
れ

た
と

い
え

る
。

⼀
⽅

，
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

の
脱

抑
制

型
傾

向
に

お
い

て
は

＃
3の

1歳
4ヶ

⽉
時

点
で

も
継

続
し

て
み

ら
れ

て
お

り
，

今
後

の
変

化
を

⾒
て

い
く

必
要

が
あ

る
だ

ろ
う

。
同

様
に

，
保

護
者

と
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
に

関
し

て
も

，
⻑

期
間

関
わ

り
が

な
か

っ
た

後
と

し
て

は
悪

く
は

な
い

が
，

⼊
所

後
の

本
児

の
成

⻑
を

保
護

者
は

ど
の

よ
う

に
捉

え
て

い
る

の
か

，
喜

ん
で

い
る

の
か

，
⼾

惑
っ

て
は

い
な

い
か

等
丁

寧
に

⾒
て

い
く

こ
と

が
⼤

切
で

あ
ろ

う
。
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③
ト

ラ
ウ

マ
 

2項
⽬

以
上

で
⾼

得
点

で
あ

っ
た

ケ
ー

ス
基

本
情

報
⼊

所
時

：
8ヶ

⽉
 

性
別

 
男

児
出

⽣
時

の
⾝

⻑
は

45
.5

㎝
，

体
重

は
28

16
ｇ

で
あ

る
。

⼊
所

理
由

は
家

族
の

受
刑

（
拘

留
），

経
済

的
困

窮
で

あ
る

。
⼦

ど
も

の
⼼

⾝
の

状
況

は
，

健
全

。
妊

娠
期

の
リ

ス
ク

は
，

胎
児

に
悪

影
響

と
さ

れ
て

い
る

化
学

物
質

の
摂

取
：

喫
煙

，
ア

ル
コ

ー
ル

，
薬

物
等

が
あ

げ
ら

れ
て

い
る

。
ア

セ
ス

メ
ン

ト
票

の
記

⼊
は

，
常

勤
の

⼥
性

保
育

⼠
。

勤
務

年
数

は
6年

で
あ

り
，

本
ケ

ー
ス

の
担

当
養

育
者

で
も

あ
る

。
ア

セ
ス

メ
ン

ト
票

の
結

果
＃
1
 

⼊
所

時
＃
2
 

調
査

終
了

時
⾝ 体 発 達 

8ヶ
⽉

⾝
⻑

68
.3c

m
，

体
重

8.4
2㎏

。
カ

ウ
プ

指
数

は
18

.05
と

太
り

ぎ
み

。
発

育
曲

線
内

で
は

あ
る

。

１
歳

1ヶ
⽉

⾝
⻑

75
.1c

m
，

体
重

10
.82

kg
。

カ
ウ

プ
指

数
は

19
.18

と
太

り
ぎ

み
で

あ
る

。

担 当 養 育 者 

に つ い て 

担
当

養
育

者
は

⼥
性

保
育

⼠
。

勤
務

形
態

は
常

勤
で

，
勤

務
年

数
は

6年
。

本
児

の
養

育
に

つ
い

て
は

，
担

当
養

育
者

が
全

て
⾏

っ
て

い
る

（
着

替
え

介
助

，
排

泄
介

助
，

⾷
事

介
助

，
寝

か
し

つ
け

，
遊

び
（

室
内

，
室

外
），

通
院

，
調

査
対

象
児

の
記

録
，

個
別

的
な

関
わ

り
等

）。

＃
1同

様
，

担
当

養
育

者
は

変
わ

ら
ず

，
ま

た
そ

の
関

わ
り

も
変

化
は

な
い

。
保

育
⼠

に
は

も
ち

ろ
ん

休
務

⽇
が

あ
る

た
め

，
本

結
果

は
「

勤
務

し
て

い
る

⽇
に

つ
い

て
」「

全
て

⾏
う

」
と

読
み

取
っ

て
問

題
な

い
と

思
わ

れ
る

。
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⼆
者

関
係

の
発

達
に

お
い

て
は

，「
a1

.⼤
⼈

の
顔

を
じ

っ
と

み
つ

め
る

」「
a3

.⼤
⼈

が
笑

い
か

け
た

り
話

し
か

け
る

と
よ

く
笑

う
」

な
ど

22
項

⽬
中

11
項

⽬
に

お
い

て
，

み
ら

れ
る

（
〇

）
回

答
で

あ
り

，「
a1

6.要
求

が
あ

る
と

き
な

ど
，

声
を

出
し

て
担

当
養

育
者

ら
の

注
意

を
引

く
（

モ
ノ

を
さ

し
て

ほ
し

が
る

）」
の

み
，

み
ら

れ
な

い
（

×
）

で
あ

っ
た

。
な

お
「

a2
1.困

難
な

こ
と

や
⾃

分
に

で
き

な
い

こ
と

に
遭

遇
す

る
と

担
当

養
育

者
ら

に
頼

ん
で

助
け

を
求

め
る

」
は

判
断

不
可

（
？

）
で

あ
っ

た
。

 
社

会
性

の
発

達
に

お
い

て
は

，「
b4

.⼩
さ

い
⼦

を
⾒

る
と

関
⼼

を
も

っ
て

近
づ

い
て

触
り

た
が

る
」

の
み

，
み

ら
れ

る
（

〇
）

で
あ

り
，

そ
の

他
の

項
⽬

は
ほ

と
ん

ど
み

ら
れ

な
い

（
×

）
で

あ
っ

た
。

 
他

者
の

⼼
の

理
解

に
お

い
て

は
，

ほ
と

ん
ど

の
項

⽬
に

お
い

て
，

⾏
動

が
み

ら
れ

な
い

（
×

）
で

あ
っ

た
が

，「
c1

1.誰
か

が
痛

が
っ

て
い

た
り

，
泣

い
て

い
る

時
，

そ
の

⼈
を

⼼
配

そ
う

に
⾒

る
こ

と
が

あ
る

」と
「

c1
7.⼤

⼈
が

関
⼼

を
⽰

し
た

⾳
に

気
が

付
き

，
⾃

分
も

そ
の

⾳
を

聞
こ

う
と

す
る

」
が

時
々

み
ら

れ
る

（
△

）
で

あ
っ

た
。

 
情

動
発

達
に

お
い

て
は

，
21

項
⽬

中
15

項
⽬

が
，

み
ら

れ
る

（
〇

）
か

と
き

ど
き

み
ら

れ
る

（
△

）
で

あ
っ

た
。

 
⾃

我
発

達
に

お
い

て
は

，「
e1

.⼦
ど

も
が

⾃
分

の
⼿

を
開

い
た

り
，閉

じ
た

り
し

て
，

⾃
分

の
⼿

を
じ

っ
と

み
て

い
る

」「
e2

.⾃
分

の
⼿

や
⾜

を
な

め
る

」「
e5

.鏡
に

映
っ

た
⾃

分
を

⾒
て

微
笑

ん
だ

り
，

声
を

出
し

た
り

す
る

」
の

3
項

⽬
が

，
時

々
み

ら
れ

る
（

△
）

で
，

そ
の

他
の

項
⽬

は
み

ら
れ

な
い

（
×

）
で

あ
っ

た
。

 

⼆
者

関
係

の
発

達
に

お
い

て
は

，「
a2

1.困
難

な
こ

と
や

⾃
分

に
で

き
な

い
こ

と
に

遭
遇

す
る

と
担

当
養

育
者

や
普

段
よ

く
接

す
る

⼤
⼈

に
頼

ん
で

助
け

を
求

め
る

」
の

み
，み

ら
れ

な
い（

×
）で

あ
る

が
，そ

れ
以

外
の

項
⽬

は
全

て
み

ら
れ

る（
〇

）
に

変
化

し
た

。
こ

の
5

ヶ
⽉

の
期

間
の

中
で

，
⼆

者
関

係
が

促
進

さ
れ

た
と

判
断

で
き

る
。

 
社

会
性

の
発

達
に

お
い

て
は

，＃
1で

は
19

項
⽬

中
1項

⽬
だ

け
，み

ら
れ

る（
〇

）
で

あ
っ

た
が

，
＃

2で
は

8項
⽬

が
（

〇
）

回
答

だ
っ

た
。

 
他

者
の

⼼
の

理
解

に
お

い
て

は
，「

c2
.⼤

⼈
が

⼦
ど

も
の

持
っ

て
い

る
も

の
を

指
し

て
「

チ
ョ

ウ
ダ

イ
」

と
⾔

う
と

，
渡

し
た

り
，

⾒
せ

て
く

れ
る

こ
と

が
あ

る
」「

c4
.

⼤
⼈

が
⼦

ど
も

の
み

え
る

範
囲

に
あ

る
玩

具
な

ど
を

指
さ

す
と

，
そ

の
⽅

向
を

⾒
る

」
な

ど
が

み
ら

れ
，「

c1
4.担

当
養

育
者

や
そ

の
他

の
⼤

⼈
と

ご
っ

こ
遊

び
を

す
る

」
も

み
ら

れ
て

い
る

。
 

情
動

発
達

に
お

い
て

は
，「

d1
4.欲

し
い

も
の

を
泣

か
ず

に
知

ら
せ

る
」「

d1
5.褒

め
ら

れ
た

時
，

相
⼿

を
⾒

る
，

注
意

を
ひ

こ
う

と
す

る
」

が
み

ら
れ

な
い

(×
)か

ら
，

み
ら

れ
る

（
〇

）
に

な
っ

た
。

＃
1で

△
だ

っ
た

項
⽬

が
○

に
な

り
，

快
不

快
の

発
達

に
加

え
，

嫉
妬

や
羨

望
の

気
持

ち
の

育
ち

が
み

ら
れ

る
。

 
⾃

我
の

発
達

に
お

い
て

は
，「

e6
.鏡

の
中

の
⾃

分
に

笑
い

か
け

た
り

お
辞

儀
し

た
り

し
て

遊
ぶ

」「
e8

.玩
具

を
他

児
と

取
り

合
う

」
が

み
ら

れ
る

(○
)よ

う
に

な
っ

て
お

り
，

⾃
分

⾃
⾝

の
理

解
が

深
ま

っ
て

い
る

。
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F
ig

ur
e 

22
. 

⼼
理

社
会

的
発

達
の

変
化

ト ラ ウ マ 反 応 

ト
ラ

ウ
マ

に
お

い
て

は
，「

4.普
通

以
上

に
怖

が
る

特
定

の
⼈

や
物

や
場

⾯
が

あ
る

」
が

，
よ

く
あ

る
(４

点
)と

な
っ

て
お

り
，「

7.ひ
と

り
で

遊
ん

で
い

る
こ

と
が

多
い

」
が

，
あ

る
(3

点
)で

あ
り

，「
5.夜

泣
き

が
激

し
い

」
が

，
た

ま
に

あ
る

(2
点

)で
あ

っ
た

。

ト
ラ

ウ
マ

に
お

い
て

は
，

＃
1

で
挙

げ
ら

れ
た

「
5.夜

泣
き

」「
7.ひ

と
り

遊
び

」
が

，
な

い
（

1
点

）
に

な
っ

た
。「

1.特
定

の
状

況
で

，
急

に
激

し
く

泣
く

な
ど

，
表

情
や

態
度

が
変

化
す

る
事

が
あ

る
」が

，よ
く

あ
る

(4
点

)と
な

っ
て

お
り

，「
4.

普
通

以
上

に
怖

が
る

特
定

の
⼈

や
物

や
場

⾯
が

あ
る

」が
，あ

る
(3

点
)で

あ
っ

た
。

⼼
理

的
社

会
的

発
達

が
促

進
さ

れ
て

い
る

中
に

お
い

て
も

，
な

お
ト

ラ
ウ

マ
の

反
応

が
み

ら
れ

て
い

る
。

⼆
項

関
係

社
会

性
社

会
的

認
知

情
動

発
達

⾃
⼰

・
⾃

我
発

達
#1

⼊
所

時
0.7

4
0.0

8
0.0

5
0.5

7
0.1

5
#2

調
査

終
了

時
0.9

5
0.5

5
0.5

3
0.8

1
0.7

0

0.00.20.40.60.81.0

#1
⼊

所
時

#2
調

査
終

了
時
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ト ラ ウ マ 反 応 

F
ig
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e 
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ト
ラ

ウ
マ

反
応

の
変

化
⼦ ど も の SOSサ イ ン 

⾝
体

的
側

⾯
に

お
い

て
は

，「
1.⾝

体
の

緊
張

が
強

い
（

か
た

い
）」

と
「

5.体
重

が
増

え
な

い
/減

少
す

る
な

ど
，

発
育

⾯
で

⼼
配

な
点

が
あ

る
。

具
体

例
【

体
重

等
の

発
達

が
急

激
に

伸
び

る
】」

が
，

あ
る

(3
点

)に
な

っ
て

お
り

，「
す

ぐ
体

調
を

崩
し

た
り

，
け

が
を

す
る

な
ど

，
体

調
⾯

で
⼼

配
な

点
が

あ
る

」
が

，
た

ま
に

あ
る

（
2

点
）

と
な

っ
て

い
る

。
⼼

理
的

側
⾯

に
お

い
て

は
，「

13
.上

半
⾝

を
前

後
に

ゆ
す

る
な

ど
，反

復
的

な
⾏

動
が

⽬
⽴

つ
」「

19
.恐

怖
や

不
安

が
外

に
表

れ
な

い
/突

発
的

に
⽰

す
な

ど
，

不
安

の
表

出
で

⼼
配

な
点

が
あ

る
。

具
体

例
【

男
性

を
怖

が
る

】」
が

，
あ

る
(3

点
)と

な
っ

て
お

り
，「

16
.刺

激
へ

の
反

応
が

過
剰

に
鈍

感
/敏

感
な

ど
，

外
的

刺
激

へ
の

反
応

で
⼼

配
な

点
が

あ
る

。
具

体
例

【
痛

み
に

鈍
感

】」
が

，
た

ま
に

あ
る

(2
点

)と
な

っ
て

い
る

。
関

係
性

の
側

⾯
に

お
い

て
は

，「
25

.家
族

と
の

関
係

に
お

い
て

，不
適

切
な

⾏
動

が
み

ら
れ

る
。

具
体

例
【

保
護

者
を

拒
否

す
る

⾏
動

が
あ

る
】」

が
，

あ
る

(3
点

)に
な

っ
て

い
る

。

⾝
体

的
側

⾯
に

お
い

て
は

，「
1.⾝

体
が

か
た

い
」

が
，

あ
る

(3
点

)か
ら

，
た

ま
に

あ
る

(2
点

)に
な

っ
た

が
，

⾝
体

の
緊

張
は

ま
だ

み
ら

れ
て

い
る

よ
う

で
あ

る
。  

⼼
理

的
側

⾯
に

お
い

て
は

，「
19

.不
安

の
表

出
で

⼼
配

が
あ

る
。

具
体

例
【

男
性

を
怖

が
る

】」
が

「
あ

る
」

に
な

っ
て

お
り

，「
16

.刺
激

へ
の

反
応

で
⼼

配
が

あ
る

。
具

体
例

【
痛

み
に

鈍
感

】」
も

「
た

ま
に

あ
る

」
の

ま
ま

継
続

し
て

い
る

。
新

た
に

「
18

.⾃
⼰

刺
激

⾏
動

や
⾃

傷
⾏

為
な

ど
，

通
常

⼦
ど

も
が

⾒
せ

な
い

よ
う

な
⼼

配
な

⾏
動

が
み

ら
れ

る
。

具
体

例
【

他
者

（
⼤

⼈
）

へ
の

噛
み

つ
き

】」
が

，
た

ま
に

あ
る

(2
点

)と
な

っ
て

い
る

。
関

係
性

の
側

⾯
に

お
い

て
は

，「
25

.家
族

と
の

関
係

に
お

い
て

，不
適

切
な

⾏
動

が
み

ら
れ

る
。

具
体

例
【

保
護

者
を

お
び

え
る

よ
う

に
拒

否
し

続
け

る
。

会
う

と
眠

る
】」

が
，

た
ま

に
あ

る
(2

点
)か

ら
，

よ
く

あ
る

(4
点

)に
な

り
，

頻
度

が
増

し
て

い
る

様
⼦

が
あ

る
。

ト
ラ

ウ
マ

（
低

⽉
齢

）
#1

⼊
所

時
1.8

6
#2

調
査

終
了

時
1.7

1

0.01.02.03.04.0

#1
⼊

所
時

#2
調

査
終

了
時
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⼊
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時
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0 
1.4

7 
1.2

9 
#2

調
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時
1.2

0 
1.2

7 
1.5

0 

0.0
 

1.0
 

2.0
 

3.0
 

4.0
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⼊

所
時
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調

査
終
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時
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ア タ ッ チ メ ン ト ︵ 担 当 養 育 者 ︶ 

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
の

項
⽬

を
使

⽤
で

き
る

⽉
齢

に
満

た
な

い
た

め
，

こ
の

時
点

で
の

回
答

は
な

い
。

担
当

養
育

者
と

の
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

⾏
動

に
関

す
る

項
⽬

で
は

，
24

項
⽬

中
7項

⽬
に

お
い

て
，

よ
く

当
て

は
ま

る
(5

点
)で

あ
り

，
9項

⽬
に

お
い

て
，

や
や

当
て

は
ま

る
(4

点
)で

あ
っ

た
。担

当
養

育
者

が
本

児
の

安
全

基
地

に
な

っ
て

い
る

こ
と

を
⽰

し
て

い
る

。
情

動
調

節
不

全
に

つ
い

て
，「

18
.抱

か
れ

て
い

る
時

降
ろ

し
て

ほ
し

が
っ

た
り

，
降

ろ
す

と
ぐ

ず
っ

た
り

す
る

」
が

，
よ

く
当

て
は

ま
る

(5
点

)，
「

21
.何

か
し

て
ほ

し
い

と
き

，
泣

い
た

り
ぐ

ず
っ

た
り

し
て

訴
え

る
」「

23
.遊

び
の

中
で

乱
暴

に
な

る
」

が
，

や
や

当
て

は
ま

る
(4

点
)で

あ
り

，
感

情
の

調
節

の
難

し
さ

，
不

安
定

さ
が

あ
る

様
⼦

が
わ

か
る

。
無

秩
序

・
無

⽅
向

型
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

（
Ｄ

タ
イ

プ
）

の
項

⽬
に

お
い

て
は

全
て

，
全

く
当

て
は

ま
ら

な
い

(1
点

)で
あ

る
。

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
障

害
傾

向
の

項
⽬

で
は

，
脱

抑
制

型
の

項
⽬

の
3

項
⽬

が
，

あ
ま

り
当

て
は

ま
ら

な
い

(2
点

)で
あ

っ
た

が
，

そ
れ

以
外

の
項

⽬
は

，
全

く
当

て
は

ま
ら

な
い

(1
点

)で
あ

っ
た

。
＃

1と
は

⽐
較

し
変

化
を

⾒
る

こ
と

が
難

し
い

が
，

＃
2時

点
で

は
，

感
情

の
揺

れ
が

あ
る

も
の

の
，

担
当

養
育

者
と

の
間

に
お

い
て

は
お

お
む

ね
安

定
型

の
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

が
形

成
さ

れ
て

い
る

も
の

と
⾔

え
る

。



 

 

－82－ 

 

ア タ ッ チ メ ン ト ︵ 担 当 養 育 者 ︶ 

 

F
ig

ur
e 

25
. 

担
当

養
育

者
へ

の
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

の
結

果
 

  

安
全

基
地

⼼
の

理
解

情
動

調
整

不
全

D
タ

イ
プ

反
応

性
脱

抑
制

型

#1
⼊

所
時

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

#2
調

査
終

了
時

4.7
1 

3.8
6 

2.5
6 

1.0
0 

1.0
0 

1.7
5 

0.0
 

1.0
 

2.0
 

3.0
 

4.0
 

5.0
 

#1
⼊

所
時

#2
調

査
終

了
時
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ア タ ッ チ メ ン ト ︵ 保 護 者 ︶ 

⾃
由

記
述

で
あ

る
。

＃
1時

点
で

は
⼤

き
な

問
題

や
ト

ピ
ッ

ク
は

な
い

様
⼦

で
あ

る
。

た
だ

，
SO

S
の

チ
ェ

ッ
ク

項
⽬

に
は

「
保

護
者

を
拒

否
す

る
⾏

動
が

あ
る

」
と

記
載

が
あ

り
，

気
に

な
る

点
で

あ
る

。

保
護

者
⾯

会
は

⼊
所

後
3

か
⽉

経
過

し
て

か
ら

実
施

さ
れ

て
い

る
。

保
護

者
へ

の
⼈

⾒
知

り
で

泣
き

続
け

，
職

員
が

フ
ォ

ロ
ー

し
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
保

護
者

と
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
に

関
す

る
項

⽬
に

お
い

て
は

，
24

項
⽬

中
全

て
の

項
⽬

に
お

い
て

，
判

定
不

可
(n

)に
な

っ
て

い
る

た
め

，
保

護
者

に
対

す
る

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
が

ど
の

程
度

，
ど

の
よ

う
に

形
成

さ
れ

て
い

る
の

か
が

わ
か

ら
な

い
状

態
で

あ
る

。
無

秩
序

・
無

⽅
向

型
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

（
Ｄ

タ
イ

プ
）

項
⽬

に
お

い
て

は
，「

26
.

保
護

者
が

接
す

る
時

に
，

お
び

え
る

こ
と

が
あ

る
」「

28
.保

護
者

が
抱

っ
こ

し
よ

う
と

す
る

と
，

の
け

ぞ
る

よ
う

に
⾝

体
を

そ
ら

す
」

が
，

よ
く

当
て

は
ま

る
(5

点
)

で
あ

り
，「

25
.保

護
者

が
接

す
る

時
に

，
不

⾃
然

に
か

た
ま

る
こ

と
が

あ
る

」
が

，
や

や
当

て
は

ま
る

(4
点

)で
あ

っ
た

。
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

障
害

傾
向

の
項

⽬
に

お
い

て
は

，「
34

.保
護

者
を

含
め

た
あ

ら
ゆ

る
⼤

⼈
と

の
普

段
の

関
わ

り
に

お
い

て
，

説
明

で
き

な
い

明
ら

か
な

い
ら

だ
た

し
さ

，
悲

し
み

，
ま

た
は

恐
怖

を
表

現
す

る
」

が
，

や
や

当
て

は
ま

る
(4

点
)で

あ
っ

た
。
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理
解
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整
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全

D
タ

イ
プ

反
応

性
脱

抑
制

型
#1

⼊
所

時
0.0

0 
0.0

0 
0.0

0 
0.0

0 
0.0

0 
0.0

0 
#2

調
査

終
了

時
0.0

0 
0.0

0 
0.0

0 
4.0

0 
1.6

0 
1.7

5 

0.0
 

1.0
 

2.0
 

3.0
 

4.0
 

5.0
 

#1
⼊

所
時

#2
調

査
終

了
時
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所 ⾒ 

⼼
理

社
会

的
発

達
に

つ
い

て
，

⽉
齢

的
に

ま
だ

確
認

で
き

な
い

項
⽬

も
多

い
が

，
特

に
⾃

我
発

達
は

や
や

低
い

段
階

に
あ

る
様

⼦
で

あ
る

こ
と

が
う

か
が

え
る

。
8ヶ

⽉
の

段
階

で
，ト

ラ
ウ

マ
反

応
は

明
確

で
あ

り
，そ

れ
ま

で
の

養
育

環
境

の
厳

し
さ

，
苛

酷
さ

が
推

測
さ

れ
る

。
SO

S
サ

イ
ン

は
，

⾝
体

的
，

⼼
理

的
，

関
係

性
に

つ
い

て
本

児
の

課
題

や
⼼

配
な

点
が

具
体

的
に

挙
げ

ら
れ

て
い

る
。

記
述

が
な

い
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

に
つ

い
て

，
⼊

所
当

初
の

担
当

養
育

者
に

⾒
せ

る
様

⼦
，

向
け

る
態

度
が

ど
の

よ
う

な
も

の
で

あ
る

か
，

気
に

な
る

。
な

お
，＃

1，
＃

2と
も

に
ア

セ
ス

メ
ン

ト
票

は
担

当
養

育
者

が
記

⼊
し

て
い

る
が

，
⼼

理
職

の
存

在
の

有
無

や
，

リ
ー

ダ
ー

層
な

ど
に

よ
る

客
観

的
な

判
定

の
有

無
な

ど
も

知
り

た
い

点
で

あ
る

。

⼼
理

社
会

的
発

達
に

つ
い

て
，

＃
1

か
ら

5
ヶ

⽉
の

間
に

，
社

会
性

，
他

者
の

⼼
の

理
解

，
⾃

我
発

達
が

特
に

伸
び

て
い

る
。

ト
ラ

ウ
マ

に
つ

い
て

の
反

応
も

，
変

化
は

あ
り

つ
つ

も
継

続
し

て
み

ら
れ

て
お

り
，

幼
い

児
で

あ
っ

て
も

，
す

ぐ
に

改
善

，
軽

減
す

る
こ

と
は

難
し

い
と

思
わ

さ
れ

る
結

果
で

あ
る

。
SO

S
サ

イ
ン

は
，

⾝
体

⾯
に

表
れ

る
反

応
は

減
少

（
改

善
）

し
て

い
る

様
⼦

が
み

ら
れ

る
。

他
者

へ
の

噛
み

つ
き

，
男

性
を

恐
が

る
，

保
護

者
を

拒
否

し
て

会
う

と
眠

る
，

な
ど

対
⼈

⾯
で

⼼
配

な
点

が
み

ら
れ

て
い

る
。

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
に

関
す

る
項

⽬
に

お
い

て
は

，
担

当
養

育
者

と
保

護
者

と
の

間
に

明
確

な
違

い
が

み
ら

れ
て

い
る

。
⼊

所
5

か
⽉

経
過

し
，

担
当

養
育

者
と

の
間

で
は

お
お

む
ね

良
好

な
関

係
が

築
か

れ
て

い
る

⼀
⽅

，
保

護
者

に
対

し
て

は
同

室
に

い
る

だ
け

で
も

泣
く

な
ど

，
不

安
定

で
拒

否
的

な
様

⼦
が

み
ら

れ
て

い
る

。

ま
と

め
本

ケ
ー

ス
は

，
＃

1〜
＃

2
を

通
し

て
担

当
養

育
者

が
⽇

常
の

ケ
ア

を
ほ

ぼ
全

て
⾏

っ
て

い
る

。
⾃

分
の

ケ
ア

を
し

て
く

れ
る

相
⼿

が
⼤

変
明

確
で

あ
り

，
本

児
に

と
っ

て
安

⼼
で

き
る

1つ
の

要
因

に
な

っ
た

の
で

は
な

い
か

。
⼼

理
社

会
的

発
達

，
⾝

体
の

発
達

が
み

ら
れ

る
⼀

⽅
，

ト
ラ

ウ
マ

反
応

や
SO

S
サ

イ
ン

は
，

そ
の

形
や

表
出

の
様

⼦
を

変
え

な
が

ら
継

続
し

て
み

ら
れ

て
い

る
。

情
緒

，
関

係
性

の
課

題
の

ケ
ア

の
難

し
さ

，
そ

れ
が

完
全

に
癒

え
る

た
め

の
時

間
の

必
要

性
な

ど
を

考
え

さ
せ

ら
れ

た
結

果
で

あ
る

。
保

護
者

の
⾯

会
が

⼊
所

後
3か

⽉
間

な
く

，
再

会
し

た
際

に
は

⼈
⾒

知
り

が
激

し
く

な
っ

た
，

と
の

こ
と

。
乳

児
院

に
⼊

所
し

て
い

る
⼦

ど
も

の
中

で
，

⾯
会

が
し

ば
ら

く
な

い
期

間
が

あ
り

，
そ

の
後

⾯
会

を
再

開
し

た
時

に
，

保
護

者
（

親
）

に
対

し
て

，
⾮

常
に

強
く

拒
否

を
す

る
姿

を
⽬

に
す

る
こ

と
が

時
々

み
ら

れ
る

。
特

に
0歳

後
半

か
ら

2歳
児

ぐ
ら

い
ま

で
の

⼦
ど

も
に

，こ
の

よ
う

な
様

⼦
が

あ
る

こ
と

は
，多

く
の

乳
児

院
で

経
験

さ
れ

て
い

る
だ

ろ
う

。⾯
会

が
再

開
さ

れ
た

と
い

う
こ

と
は

，関
係

の（
な

ん
ら

か
の

）
再

構
築

も
⽬

指
さ

れ
て

い
る

か
と

推
測

さ
れ

る
が

，
毎

回
フ

ォ
ロ

ー
に

⼊
る

職
員

の
負

担
，

⾯
会

に
来

る
保

護
者

の
負

担
，

そ
し

て
本

児
の

負
担

も
そ

れ
ぞ

れ
⼤

き
い

こ
と

が
想

像
さ

れ
る

。
本

児
の

表
出

す
る

様
々

な
反

応
に

対
応

し
な

が
ら

，
保

護
者

⾯
会

を
穏

や
か

に
進

め
る

こ
と

は
容

易
で

は
な

い
。

児
童

相
談

所
の

児
童

福
祉

司
，

児
童

⼼
理

司
，

乳
児

院
の

家
庭

⽀
援

専
⾨

相
談

員
，

担
当

養
育

者
ら

が
協

⼒
し

，
⽅

針
を

確
認

し
な

が
ら

，
理

想
を

⾔
え

ば
家

族
と

も
共

有
し

な
が

ら
，

ケ
ー

ス
全

体
を

⽀
え

て
い

く
こ

と
が

必
要

だ
と

考
え

る
。
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④
⼦

ど
も

の
SO

Sサ
イ

ン
 

⾝
体

・
⼼

理
・

関
係

性
の

3領
域

の
う

ち
，

複
数

領
域

に
ま

た
が

っ
て

⾼
得

点
の

項
⽬

が
あ

る
ケ

ー
ス

 
 基

本
情

報
 

⼊
所

時
：

1歳
１

ヶ
⽉

 
⼥

児
 

出
⽣

時
の

⾝
⻑

41
.0

㎝
，

体
重

1,7
65

g。
⼊

所
理

由
は

⾝
体

的
虐

待
の

可
能

性
あ

り
と

児
童

⾃
⾝

の
障

が
い

・
疾

病
。

 
⼦

ど
も

の
⼼

⾝
の

状
況

に
病

虚
弱

児
，

そ
の

他
で

急
性

硬
膜

下
⾎

腫
と

記
載

あ
り

。
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

票
の

記
⼊

は
常

勤
の

⼼
理

職
。

乳
児

院
勤

務
は

満
2年

に
な

る
。

 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
票

の
結

果
 

 
＃

1 
⼊

所
時

 
＃

2 
1歳

６
ヶ

⽉
時

 
 

＃
3 

調
査

終
了

時
 

⾝ 体 発 達 

1歳
1ヶ

⽉
 

⾝
⻑

71
.2c

m
，

体
重

7.4
kg

。
 

カ
ウ

プ
指

数
は

14
.6

と
や

せ
型

。
 

１
歳

６
ヶ

⽉
 

⾝
⻑

74
.7c

m
，

体
重

8.6
kg

。
 

カ
ウ

プ
指

数
は

15
.4

と
普

通
。

 

１
歳

７
ヶ

⽉
時

 
⾝

⻑
77

.5c
m

，
体

重
9.1

7k
g。

 
カ

ウ
プ

指
数

は
15

.2
と

普
通

。
 

担 当 養 育 者 に つ い て

担
当

養
育

者
は

決
ま

っ
て

お
り

，職
種

は
⼥

性
の

看
護

師
で

，乳
児

院
経

験
2年

⽬
で

あ
る

。⽇
常

の
関

わ
り

は
，通

院
や

記
録

に
つ

い
て

は
8割

程
度

⾏
い

，⽇
々

の
養

育
に

つ
い

て
6

割
程

度
は

⾏
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
担

当
養

育
者

が
じ

っ
く

り
と

関
わ

っ
て

い
る

と
推

測
さ

れ
る

。
 

担
当

養
育

者
は

⼊
所

後
か

ら
継

続
し

て
い

る
。個

別
的

な
関

わ
り

を
⾏

う
と

き
も

あ
れ

ば
⾏

わ
な

い
と

き
も

あ
る

（
4点

）
以

外
は

，
寝

か
し

つ
け

，
通

院
，

⽣
活

や
⽇

常
の

介
助

や
遊

び
の

ほ
と

ん
ど

を
⾏

う
の

は
担

当
養

育
者

で
あ

る
。

 

こ
の

時
点

で
も

担
当

養
育

者
は

⼊
所

後
か

ら
変

更
な

く
継

続
し

て
い

る
。

＃
1，

＃
2

と
同

様
担

当
養

育
者

が
8割

程
度

⾏
い

，さ
ら

に
個

別
的

な
関

わ
り

も
ど

ち
ら

か
と

い
え

ば
⾏

う
（

5点
）

に
な

っ
て

お
り

，
年

齢
的

に
個

別
の

関
わ

り
が

増
え

た
の

で
は

な
い

か
と

想
像

で
き

る
。

 
⼼ 理 社 会 的 発 達 

⼆
項

関
係

の
発

達
に

お
い

て
は

，「
a2

.泣
い

て
い

る
時

に
⼤

⼈
が

抱
き

上
げ

る
と

鎮
ま

る
」の

み
現

在
⾏

動
が

み
ら

れ
る

（
○

）
回

答
で

あ
り

，
他

は
「

a1
.⼤

⼈
の

顔
を

じ
い

っ
と

み
つ

め
る

」等
9項

⽬
に

お
い

て
時

々
⾏

動
が

み
ら

れ
る

（
△

）
と

い
う

回
答

，
そ

の
他

は
⾏

動
が

み
ら

れ
な

い
（

×
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。

 
社

会
性

の
発

達
，他

者
の

⼼
の

理
解

に
お

い
て

は「
b8

.
⼦

ど
も

の
中

に
混

ざ
っ

て
機

嫌
よ

く
遊

ぶ
」（

△
）
 

⼆
項

関
係

の
発

達
に

お
い

て
は

，現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

○
）

と
い

う
回

答
は

，
＃

1の
1歳

1ヶ
⽉

時
に

1項
⽬

だ
け

で
あ

っ
た

が
，す

べ
て

の
項

⽬
に

お
い

て
（

○
）に

な
っ

た
。こ

の
5ヶ

⽉
間

の
担

当
養

育
者

と
の

落
ち

着
い

た
関

係
性

の
中

で
よ

く
接

す
る

⼤
⼈

を
充

分
に

理
解

し
て

い
る

と
う

か
が

え
る

。
 

社
会

性
の

発
達

に
お

い
て

は
「

b2
.「

ダ
メ

」
と

注
意

す
る

と
ち

ょ
っ

と
⼿

を
引

っ
込

め
て

⾔
っ

た
⼈

の
顔
 

⼆
項

関
係

の
発

達
に

お
い

て
は

，＃
２

で
す

べ
て

現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

○
）

の
回

答
で

あ
っ

た
が

，「
a5

.
⼤

⼈
が

あ
や

す
と

泣
き

⽌
む

が
⼈

が
離

れ
る

と
泣

く
」

「
a1

5.
抱

い
た

と
き

に
抱

い
て

い
る

担
当

養
育

者
や

普
段

よ
く

接
す

る
⼤

⼈
の

顔
や

服
な

ど
を

⼿
探

り
す

る
」

の
2項

⽬
が

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

△
）

に
な

っ
た

。
 

社
会

性
の

発
達

に
お

い
て

は
，

＃
2と

同
様

に
「

b3
. 
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⼼ 理 社 会 的 発 達 

「
c1

6.意
図

を
持

っ
て

呼
び

か
け

た
時

に
，呼

ん
だ

⼈
の

顔
を

し
っ

か
り

と
⾒

る
」（

△
）

の
2項

⽬
で

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る
以

外
は

全
項

⽬
で（

×
）と

い
う

回
答

で
あ

っ
た

。
情

動
発

達
で

は
，「

d2
.気

分
の

よ
い

と
き

に
は

に
こ

に
こ

し
て

い
る

」
で

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

○
）

や
「

d4
.

泣
か

ず
に

声
を

出
す

（
あ

ー
う

ー
な

ど
）」

等
5項

⽬
の

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

○
）。

「
d1

.⼤
き

な
声

で
な

く
」

等
6項

⽬
で

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

△
），

そ
の

他
の

項
⽬

で
は

⾏
動

が
み

ら
れ

な
い

と
い

う（
×

）結
果

で
あ

っ
た

。
⾃

我
発

達
で

は
「

e1
.⼦

ど
も

が
⾃

分
の

⼿
を

開
い

た
り

，閉
じ

た
り

し
て

，⾃
分

の
⼿

を
じ

っ
と

⾒
て

い
る

」
と

い
っ

た
時

々
⾏

動
が

み
ら

れ
る

（
△

）
項

⽬
が

3
項

⽬
あ

っ
た

が
，そ

の
他

の
７

項
⽬

は
⾏

動
が

み
ら

れ
な

い
（

×
）

で
あ

っ
た

。
⼊

所
し

て
す

ぐ
と

い
う

こ
と

も
あ

っ
た

が
快

不
快

の
情

動
⾯

は
出

せ
て

い
る

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

急
性

硬
膜

下
⾎

腫
の

記
載

か
ら

は
，

AH
T(

Ab
us

ive
He

ad
 T

ra
um

a)
の

可
能

性
も

疑
わ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

，
家

族
と

の
⾯

会
の

在
り

⽅
も

検
討

が
必

要
だ

ろ
う

。

を
み

る
」「

b3
.バ

イ
バ

イ
す

る
」「

b8
.⼦

ど
も

の
中

に
混

ざ
っ

て
機

嫌
よ

く
遊

ぶ
」の

3項
⽬

に
現

在
⾏

動
が

み
ら

れ
（

○
），

「
b1

.ボ
ー

ル
を

投
げ

る
と

投
げ

返
す

」
な

ど
，

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

△
）

に
5項

⽬
が

あ
が

り
，「

b1
0.⼦

ど
も

と
⼿

を
つ

な
ぐ

こ
と

が
で

き
る

」
な

ど
11

項
⽬

に
⾏

動
が

み
ら

れ
な

か
っ

た
（

×
）。

他
者

の
⼼

の
理

解
に

お
い

て
は

，「
c1

3.
⾝

の
回

り
の

⼤
⼈

の
仕

草
や

⾏
動

を
ま

ね
る

」な
ど

現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

〇
）

が
5項

⽬
に

表
れ

，「
c3

.⼤
⼈

が
「

ち
ょ

う
だ

い
」と

⼦
ど

も
の

も
の

を
指

す
と

，⼀
旦

⾒
せ

た
り

，渡
そ

う
と

差
し

出
し

た
り

す
る

が
，⼤

⼈
を

か
ら

か
う

よ
う

に
，わ

ざ
と

玩
具

を
引

っ
込

め
る

こ
と

が
あ

る
」

等
，

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

△
）

は
2項

⽬
で

，
＃

1か
ら

の
成

⻑
が

う
か

が
え

る
。

情
動

発
達

で
は

，「
d2

.気
分

の
よ

い
と

き
に

は
に

こ
に

こ
し

て
い

る
」

で
⾏

動
が

み
ら

れ
る

（
○

）
の

他
15

項
⽬

が
（

○
）

で
，「

d1
2.

持
っ

て
い

る
玩

具
を

取
り

上
げ

る
と

怒
る

」等
4項

⽬
で

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

△
），

⾏
動

が
み

ら
れ

な
い

（
×

）
は

わ
ず

か
2項

⽬
に

な
っ

た
。

⾃
我

発
達

で
は

「
e2

.⾃
分

の
⼿

や
⾜

を
な

め
る

」
は

過
去

に
⼿

を
な

め
る

⾏
動

が
あ

っ
た

。「
e4

.鏡
に

映
っ

た
⾃

分
の

顔
に

反
応

し
た

り
鏡

の
中

の
⾃

分
に

さ
わ

っ
た

り
す

る
」

で
は

現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

○
）

な
ど

5項
⽬

に
わ

た
り

，「
e9

.何
で

も
⾃

分
で

や
り

た
が

る
」は

や
ら

せ
た

ら
や

る
と

い
う

回
答

で
あ

り
，⾃

我

バ
イ

バ
イ

す
る

」「
b8

.⼦
ど

も
の

中
に

混
ざ

っ
て

機
嫌

よ
く

遊
ぶ

」の
2項

⽬
が

現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る（
○

）
回

答
で

あ
り

，「
b2

.「
ダ

メ
」

と
注

意
す

る
と

ち
ょ

っ
と

⼿
を

引
っ

込
め

て
⾔

っ
た

⼈
の

顔
を

み
る

」「
b6

.
か

ん
た

ん
な

⼿
伝

い
を

す
る

」の
2項

⽬
に

時
々

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

△
），

15
項

⽬
に

⾏
動

が
み

ら
れ

な
い

（
×

）
で

あ
っ

た
。

＃
2が

1か
⽉

前
と

考
え

る
と

気
分

的
な

も
の

と
も

考
え

ら
れ

る
。他

者
の

⼼
の

理
解

に
お

い
て

は
，

＃
2

の
回

答
か

ら
，「

c1
6.意

図
を

持
っ

て
呼

び
か

け
た

時
に

，呼
ん

だ
⼈

の
顔

を
し

っ
か

り
と

⾒
る

」他
3項

⽬
に

お
い

て
新

た
に

現
在

⾏
動

が
み

ら
れ

る
（

○
）

が
つ

い
た

。「
c1

3.
⾝

の
回

り
の

⼤
⼈

の
仕

草
や

⾏
動

を
ま

ね
る

」
は

＃
2で

は
（

○
）

で
あ

っ
た

が
，

今
回

は
（

△
）

の
時

々
⾏

動
が

み
ら

れ
る

に
な

り
，

そ
の

他
3

項
⽬

が
（

△
）

で
あ

る
。

残
り

の
12

項
⽬

は
⾏

動
が

み
ら

れ
な

い
（

×
）

で
あ

る
。

情
動

発
達

は
，

＃
2

と
ほ

ぼ
同

様
で

あ
る

が
，「

d1
6.

他
児

が
担

当
養

育
者

の
膝

に
座

る
と

怒
っ

て
押

し
の

け
た

り
す

る
」

が
時

々
⾏

動
が

み
ら

れ
る

（
△

）
に

な
り

，「
d2

1.何
か

失
敗

し
た

り
，

過
失

の
あ

る
時

に
恥

ず
か

し
く

感
じ

て
い

る
様

⼦
が

み
ら

れ
る

」（
△

）
と

い
っ

た
変

化
も

み
ら

れ
た

。⾏
動

が
み

ら
れ

な
い（

×
）

は
2項

⽬
で

あ
っ

た
。

⾃
我

発
達

で
は

，
判

断
不

可
の

3項
⽬

を
除

い
て

＃
2

の
時

に
⾏

動
が

み
ら

れ
な

い
（

×
）

回
答

で
あ

っ
た

「
e8

.玩
具

を
他

児
と

取
り

合
う

」「
e9

.何
で

も
⾃

分
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      ⼼ 理 社 会 的 発 達 

 
も

⽬
覚

め
て

き
て

い
る

こ
と

が
う

か
が

え
る

。
 

で
や

り
た

が
る

」「
e1

0.
「

い
や

！
」

を
連

発
し

て
⾃

⼰
主

張
す

る
」

の
3

項
⽬

は
時

々
⾏

動
が

み
ら

れ
る

（
△

）に
な

り
，少

し
ず

つ
⾃

我
の

発
達

が
進

ん
で

い
る

。
 

 
F

ig
ur

e 
27

. 
⼼

理
社

会
的

発
達

の
変

化
 

⼆
項

関
係

社
会

性
社

会
的

認
知

情
動

発
達

⾃
⼰

・
⾃

我
発

達
#1

⼊
所

時
0.3

0 
0.0

3 
0.0

3 
0.3

8 
0.1

5 
#2

調
査

中
1.0

0 
0.2

9 
0.3

3 
0.8

1 
0.7

5 
#3

調
査

終
了

時
0.9

5 
0.1

6 
0.3

0 
0.7

9 
0.7

9 

0.0
 

0.2
 

0.4
 

0.6
 

0.8
 

1.0
 

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時
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ト ラ ウ マ 反 応 

7項
⽬

中
「

７
.ひ

と
り

で
遊

ん
で

い
る

こ
と

が
多

い
」

の
み

あ
る

（
3点

）
と

い
う

回
答

で
，

そ
の

他
は

な
い

（
1点

）
と

い
う

回
答

で
あ

っ
た

。
フ

ラ
ッ

シ
ュ

バ
ッ

ク
の

よ
う

な
わ

か
り

や
す

い
症

状
は

な
い

が
，⼊

所
し

て
す

ぐ
と

い
う

こ
と

か
ら

も
，ま

だ
判

断
は

で
き

な
い

と
思

わ
れ

る
。

7項
⽬

中
「

7.ひ
と

り
で

遊
ん

で
い

る
こ

と
が

多
い

」
は

年
齢

的
に

，ま
た

情
報

不
⾜

に
よ

り
不

明
と

い
う

回
答

で
あ

り
，

そ
の

他
は

＃
１

同
様

な
い

（
1点

）
で

あ
っ

た
。こ

の
こ

と
で

ト
ラ

ウ
マ

が
あ

る
・

な
い

と
は

判
断

で
き

な
い

と
思

わ
れ

る
。

「
7.ひ

と
り

で
遊

ん
で

い
る

こ
と

が
多

い
」が

た
ま

に
あ

る
（

2点
）

と
い

う
回

答
に

な
り

，
＃

2の
時

と
違

い
が

あ
る

。た
ま

に
あ

る
こ

と
が

，ど
の

よ
う

な
場

⾯
で

あ
る

か
，ど

の
程

度
の

頻
度

か
等

具
体

的
に

把
握

し
た

い
と

こ
ろ

で
あ

る
。

F
ig

ur
e 

28
. 

ト
ラ

ウ
マ

の
変

化

ト
ラ

ウ
マ

（
低

⽉
齢

）
#1

⼊
所

時
1.2

9
#2

調
査

中
1.0

0
#3

調
査

終
了

時
1.1

4

0.01.02.03.04.0

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時
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⼦ ど も の SOSサ イ ン 

⾝
体

的
側

⾯
で「

1.⾝
体

の
緊

張
が

強
い

/ゆ
る

い
等

，
⼒

の
⼊

れ
具

合
に

⼼
配

が
あ

る
」「

3.
不

器
⽤

さ
や

運
動

発
達

の
ぎ

こ
ち

な
さ（

ア
ン

バ
ラ

ン
ス

）が
み

ら
れ

る
」

で
よ

く
あ

る
（

4点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。 

⼼
理

⾯
で

は
「

6.授
乳

・
摂

⾷
で

⼼
配

な
点

が
あ

る
」

「
10

.コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

発
達

で
⼼

配
（

発
声

の
少

な
さ

）」「
11

. 感
情

の
起

伏
が

激
し

い
無

表
情

な
ど

，感
情

表
出

で
⼼

配
な

点
が

あ
る

」で
よ

く
あ

る（
4

点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。「

20
.他

者
の

呼
び

か
け

に
反

応
し

な
い

こ
と

が
あ

る
」が

た
ま

に
あ

る（
2点

）
の

回
答

で
あ

り
，

他
は

な
い

（
1点

）
で

あ
っ

た
。

 
関

係
性

の
側

⾯
で

は
，「

22
.指

さ
し

を
し

な
い

」
 

「
23

.共
同

注
意

が
み

ら
れ

な
い

」「
25

.家
族

と
の

関
係

に
お

い
て

，
不

適
切

な
⾏

動
が

み
ら

れ
る

」
の

3
項

⽬
が

よ
く

あ
る（

4点
）と

い
う

回
答

で
あ

り
，「

29
.

⾮
活

動
的

で
，

床
に

寝
そ

べ
る

な
ど

無
気

⼒
で

あ
る

」
「

26
.遊

び
を

⾒
つ

け
て

い
か

な
い

な
ど

，
探

索
意

欲
の

希
薄

さ
が

み
ら

れ
る

」の
2項

⽬
は

た
ま

に
あ

る（
2

点
）

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。

他
者

へ
の

興
味

，
関

⼼
な

ど
が

希
薄

な
印

象
を

受
け

る
。⼊

所
前

の
⼤

⼈
と

の
や

り
取

り
も

希
薄

で
あ

っ
た

と
想

像
で

き
る

⼼
配

な
点

で
あ

る
。

 
 

⾝
体

的
側

⾯
で

は
，＃

１
か

ら
は

，変
化

が
み

ら
れ

た
。

「
1.⾝

体
の

緊
張

が
強

い
/ゆ

る
い

等
，

⼒
の

⼊
れ

具
合

に
⼼

配
が

あ
る

」
な

ど
3項

⽬
が

な
い

（
1点

）
に

な
り

，「
不

器
⽤

さ
や

運
動

発
達

の
ぎ

こ
ち

な
さ

（
ア

ン
バ

ラ
ン

ス
）

が
み

ら
れ

る
」

が
あ

る
（

3点
）

な
ど

2項
⽬

に
お

い
て

変
化

が
み

ら
れ

た
。⼼

理
⾯

で
も

＃
１

か
ら

は
，「

10
.⾔

葉
の

発
達

・
表

出
な

ど
，

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

発
達

で
⼼

配
（

発
声

の
少

な
さ

）」
「

6.授
乳

・
摂

⾷
で

⼼
配

な
点

が
あ

る
」

が
あ

る
（

3
点

）
の

回
答

で
あ

り
，

変
化

が
み

ら
れ

る
。

コ
メ

ン
ト

欄
に

⼝
の

し
ま

り
が

緩
い

や
噛

む
⼒

が
弱

い
な

ど
機

能
的

な
部

分
も

あ
る

と
記

載
が

あ
っ

た
。他

は
な

い（
1

点
）

の
回

答
で

あ
っ

た
。

 
関

係
性

の
側

⾯
で

は
，「

25
.家

族
と

の
関

係
性

に
お

い
て

，
不

適
切

な
⾏

動
が

み
ら

れ
る

」
に

あ
る

（
3点

），
「

28
.ご

っ
こ

遊
び

が
苦

⼿
で

あ
る

」
が

判
定

不
能

，
「

29
.⾮

活
動

的
で

，
床

に
寝

そ
べ

る
な

ど
無

気
⼒

で
あ

る
」

が
た

ま
に

あ
る

（
2点

）
以

外
は

な
い

と
い

う
回

答
で

あ
っ

た
。今

回
の

回
答

で
は

，家
族

と
の

関
係

性
に

お
い

て
，不

適
切

な
⾏

動
が

み
ら

れ
る

部
分

が
新

し
く

書
か

れ
て

い
る

。具
体

的
に

は
ど

の
よ

う
な

不
適

切
さ

な
の

か
気

に
な

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

⾝
体

的
側

⾯
で

は
，

＃
2と

同
様

に
「

3.不
器

⽤
さ

や
運

動
発

達
の

ぎ
こ

ち
な

さ（
ア

ン
バ

ラ
ン

ス
）が

み
ら

れ
る

」
が

あ
る

（
3

点
），

他
は

な
い

（
1

点
）

の
回

答
で

あ
っ

た
。

 
⼼

理
的

側
⾯

で
は

，「
10

.⾔
葉

の
発

達
・

表
出

な
ど

， 
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
発

達
で

⼼
配（

発
声

の
少

な
さ

）」
「

6.授
乳

・
摂

⾷
で

⼼
配

な
点

が
あ

る
」

は
，

あ
る

（
3点

）
か

ら
た

ま
に

あ
る

（
2点

）
の

回
答

に
変

化
し

た
。

 
関

係
性

の
側

⾯
で

は
，

＃
2 

と
同

様
に

「
25

.家
族

と
の

関
係

性
に

お
い

て
，

不
適

切
な

⾏
動

が
み

ら
れ

る
」

が
あ

る
（

3点
）

か
ら

た
ま

に
あ

る
（

2点
）

に
変

化
し

て
い

る
が

引
き

続
き

表
出

し
て

い
る

。
 

「
28

.ご
っ

こ
遊

び
が

苦
⼿

で
あ

る
」

が
判

定
不

能
も

＃
2と

同
様

で
あ

る
。「

29
.⾮

活
動

的
で

，
床

に
寝

そ
べ

る
な

ど
無

気
⼒

で
あ

る
」に

つ
い

て
は

，今
回

は
な

い
（

1点
）

と
い

う
回

答
に

な
っ

て
い

る
。

 
3

側
⾯

に
お

い
て

少
し

ず
つ

⼼
配

な
点

は
減

っ
て

き
て

い
る

。
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F
ig

ur
e 

29
. 

SO
S

サ
イ

ン
の

変
化

ア タ ッ チ メ ン ト ︵ 担 当 養 育 者 ︶ 

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
に

関
す

る
項

⽬
で

は
，

24
項

⽬
中

19
項

⽬
が

全
く

当
て

は
ま

ら
な

い
（

1
点

）
と

い
う

回
答

で
あ

っ
た

。ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
が

み
ら

れ
る

と
判

断
で

き
る

4点
を

つ
け

た
項

⽬
が「

3.怖
が

っ
た

り
機

嫌
が

悪
く

な
っ

て
も

，担
当

養
育

者
が

抱
く

と
，

す
ぐ

に
泣

く
の

を
や

め
，

落
ち

着
く

」「
14

.担
当

養
育

者
が

抱
き

上
げ

た
り

，抱
き

し
め

た
り

，可
愛

が
る

と
喜

び
，⾃

分
か

ら
も

そ
れ

を
要

求
す

る
」で

あ
っ

た
が

，「
21

.担
当

養
育

者
に

何
か

し
て

ほ
し

い
と

き
に

，⾏
動

で
⽰

し
た

り
⾔

葉
で

頼
ん

だ
り

す
る

の
で

は
な

く
，

泣
い

た
り

ぐ
ず

っ
た

り
し

て
訴

え
る

」
も

4
点

が
つ

い
て

お
り

，情
動

調
整

が
難

し
い

場
⾯

も
み

ら
れ

た
。

⽭
盾

し
た

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
を

⽰
す

Ⅾ
タ

イ
プ

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
に

関
す

る
項

⽬
で

は
，＃

1の
全

く
当

て
は

ま
ら

な
い

（
1

点
）

が
24

項
⽬

中
19

項
⽬

あ
っ

た
が

，「
1.施

設
で

遊
ん

で
い

る
と

き
，

担
当

養
育

者
の

居
場

所
を

知
っ

て
い

て
，担

当
養

育
者

を
呼

ん
だ

り
，担

当
養

育
者

が
居

場
所

を
変

え
た

り
す

る
と

気
が

つ
く

」
な

ど
7項

⽬
で

よ
く

当
て

は
ま

る
（

5
点

），
ま

た
，「

6.担
当

養
育

者
が

「
⼤

丈
夫

よ
」

と
か

「
怪

我
し

な
い

よ
」

な
ど

と
⾔

っ
て

安
⼼

さ
せ

る
と

，
は

じ
め

⽤
⼼

し
た

り
怖

が
っ

て
い

た
物

に
近

づ
い

た
り

遊
ん

だ
り

す
る

」
な

ど
7

項
⽬

に
に

お
い

て
や

や
当

て
は

ま
る

（
4

点
），

「
16

.す
ぐ

に
担

当
養

育
者

に
腹

を
⽴

て
る

」
な

ど
8

項
⽬

に
お

い
て

あ
ま

り
当

て
は

ま
ら

な
い

（
2点

）
な

ど
と

い
う

回
答

で
あ

り
，

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
が

み
ら

れ
る

と
判

断
さ

れ
る

項

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
に

関
す

る
項

⽬
で

は
，＃

２
の

時
と

同
様

で
あ

る
が

，「
16

.す
ぐ

に
担

当
養

育
者

に
腹

を
⽴

て
る

」に
つ

い
て

は
，あ

ま
り

当
て

は
ま

ら
な

い
（

2点
）

か
ら

や
や

当
て

は
ま

る
（

4点
）

に
変

化
し

て
い

る
。「

5.担
当

養
育

者
が

つ
い

て
く

る
よ

う
に

⾔
う

と
，

そ
の

よ
う

に
す

る
」「

10
．

担
当

養
育

者
が

部
屋

に
⼊

っ
て

く
る

と
⾃

分
の

⽅
か

ら
⼤

き
な

笑
み

を
浮

か
べ

て
担

当
養

育
者

に
語

り
掛

け
た

り
，⼿

を
振

っ
た

り
，玩

具
を

⾒
せ

た
り

す
る

」の
7項

⽬
が

よ
く

当
て

は
ま

る
（

5
点

）
で

あ
っ

た
。「

7.
何

か
怖

そ
う

に
み

え
た

り
危

な
そ

う
な

状
況

に
い

る
と

，担
当

養
育

者
の

表
情

を
⾒

て
ど

う
す

る
か

決
め

る
」な

ど
や

や
当

て
は

ま
る

（
4点

）
が

8項
⽬

，
あ

ま
り

当
て

は
ま

ら
な

い
（

2点
）

7項
⽬

で
あ

っ
た

。

SO
S⾝

体
SO

S⼼
理

SO
S社

会
#1

⼊
所

時
2.2

0
1.6

7
2.1

0
#2

調
査

中
1.8

0
1.2

7
1.3

0
#3

調
査

終
了

時
1.4

0
1.1

3
1.1

0

0.01.02.03.04.0

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時
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は
低

い
得

点
で

あ
っ

た
。

⼀
⽅

，ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
障

害
傾

向
に

関
す

る
項

⽬
で

は
「

3 2
.他

者
と

の
対

⼈
交

流
や

他
者

へ
の

情
緒

反
応

が
乏

し
い

」
の

抑
制

型
や

「
35

.⾒
慣

れ
な

い
⼤

⼈
に

近
づ

い
た

り
，

交
流

す
る

こ
と

に
た

め
ら

い
が

な
い

」
「

37
.慣

れ
な

い
状

況
で

も
，

担
当

養
育

者
を

振
り

返
っ

て
確

認
す

る
こ

と
が

な
い

」の
脱

抑
制

型
の

得
点

が
⾼

く
な

っ
て

い
る

。
担

当
養

育
制

で
は

あ
る

が
，⼤

⼈
の

勤
務

都
合

の
た

め
決

ま
っ

た
時

間
に

毎
⽇

⼀
緒

に
い

る
わ

け
で

は
な

い
た

め
，ま

だ
関

係
性

は
充

分
に

で
き

て
い

な
い

様
⼦

が
あ

る
が

，担
当

養
育

者
が

抱
く

こ
と

に
よ

っ
て

落
ち

着
く

な
ど

の
状

況
は

あ
る

。

⽬
が

⼤
き

く
増

え
て

い
る

。
⽭

盾
し

た
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

⾏
動

を
⽰

す
Ⅾ

タ
イ

プ
は

＃
1と

同
様

に
低

い
得

点
で

あ
っ

た
。

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
障

害
傾

向
に

関
す

る
項

⽬
も

抑
制

型
や

脱
抑

制
型

と
も

に
当

て
は

ま
ら

な
い

（
1点

）
で

あ
り

，
＃

1
の

「
32

.他
者

と
の

対
⼈

交
流

や
他

者
へ

の
情

緒
反

応
が

乏
し

い
」

な
ど

も
み

ら
れ

な
く

な
り

，
担

当
養

育
者

と
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
が

構
築

さ
れ

て
き

た
様

⼦
が

う
か

が
え

る
。

⽭
盾

し
た

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
を

⽰
す

Ⅾ
タ

イ
プ

は
＃

1，
＃

2と
同

様
に

低
い

得
点

で
あ

っ
た

。
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

障
害

傾
向

に
関

す
る

項
⽬

も
抑

制
型

や
脱

抑
制

型
と

も
に

＃
2

と
同

様
に

当
て

は
ま

ら
な

い
（

1点
）

の
回

答
で

あ
っ

た
。

F
ig

ur
e 

30
. 

 
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

の
変

化

安
全

基
地

⼼
の

理
解

情
動

調
整

不
全

D
タ

イ
プ

反
応

性
脱

抑
制

型
#1

⼊
所

時
1.8

6
1.1

4
1.7

8
1.0

0
1.2

0
2.7

5
#2

調
査

中
4.4

3
3.5

0
3.1

1
1.0

0
1.0

0
1.0

0
#3

調
査

終
了

時
4.4

3
3.5

0
3.3

3
1.0

0
1.0

0
1.0

0

0.01.02.03.04.05.0

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時

ア タ ッ チ メ ン ト ︵ 担 当 養 育 者 ︶ 
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ア タ ッ チ メ ン ト ︵ 保 護 者 ︶ 

保
護

者
と

の
関

わ
り

は
な

く
，保

護
者

と
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
に

関
す

る
回

答
は

な
し

。
 

保
護

者
と

の
関

わ
り

は
な

く
，保

護
者

と
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
に

関
す

る
回

答
は

な
し

。
 

保
護

者
に

対
す

る
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

の
回

答
が

＃
3

で
あ

っ
た

。
 

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
に

関
す

る
項

⽬
で

は
全

く
当

て
は

ま
ら

な
い

（
1

点
）

が
24

項
⽬

す
べ

て
で

あ
っ

た
。Ⅾ

タ
イ

プ
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
を

把
握

す
る

項
⽬

に
お

い
て

は
，「

26
．

保
護

者
が

接
す

る
と

き
に

お
び

え
る

こ
と

が
あ

る
」「

28
.保

護
者

が
抱

っ
こ

し
よ

う
と

す
る

と
，

の
け

ぞ
る

よ
う

に
⾝

体
を

そ
ら

す
」

の
2

項
⽬

が
よ

く
当

て
は

ま
る（

5点
）の

回
答

で
あ

っ
た

。
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

障
害

傾
向

を
把

握
す

る
項

⽬
に

お
い

て
は

抑
制

型
を

⽰
す

項
⽬

に
お

い
て

は
「

30
.苦

痛
な

と
き

で
も

，保
護

者
を

含
め

た
あ

ら
ゆ

る
⼤

⼈
に

安
⼼

感
を

め
っ

た
に

求
め

な
い

」「
31

.苦
痛

な
と

き
で

も
，保

護
者

を
含

め
た

あ
ら

ゆ
る

⼤
⼈

の
求

め
に

め
っ

た
に

反
応

し
な

い
」の

2項
⽬

が
あ

ま
り

当
て

は
ま

ら
な

い
（

2
点

），
「

34
.保

護
者

を
含

め
た

あ
ら

ゆ
る

⼤
⼈

と
の

普
段

の
関

わ
り

に
お

い
て

，説
明

で
き

な
い

明
ら

か
な

い
ら

だ
た

し
さ

，悲
し

み
，ま

た
は

恐
怖

を
表

現
す

る
」

は
よ

く
当

て
は

ま
る

（
5点

）
の

回
答

で
あ

っ
た

。
担

当
養

育
者

の
回

答
と

は
違

う
表

れ
⽅

で
あ

る
。

脱
抑

制
型

を
⽰

す
項

⽬
に

お
い

て
は

「
37

.慣
れ

な
い

状
況

で
も

，
保

護
者

を
確

認
す

る
こ

と
が

な
い

」
は

測
定

不
能

の
回

答
で

あ
る

。担
当

養
育

者
と

の
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

に
⽐

べ
る

と
⻑

期
間

関
わ

り
が

な
か

っ
た

と
い

う
状

態
を

割
引

い
た

と
し

て
も

D
タ

イ
プ

傾
向

が
み

ら
れ

る
こ

と
は

気
に

な
る

点
で

あ
る

。
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ア タ ッ チ メ ン ト ︵ 保 護 者 ︶ 

F
ig

ur
e 

31
. 

保
護

者
へ

の
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

結
果

発 達 検 査 

な
し

な
し

な
し

安
全

基
地

⼼
の

理
解

情
動

調
整

不
全

D
タ

イ
プ

反
応

性
脱

抑
制

型
#1

⼊
所

時
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
#2

調
査

中
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
#3

調
査

終
了

時
1.0

0
1.0

0
1.4

4
2.6

0
2.2

0
1.0

0

0.01.02.03.04.05.0

#1
⼊

所
時

#2
調

査
中

#3
調

査
終

了
時



－95－ 

所 ⾒ 

⼊
所

時
の

記
載

項
⽬

か
ら

，⾝
体

的
虐

待
の

疑
い

が
あ

り
，本

児
⾃

⾝
も

急
性

硬
膜

下
⾎

腫
，病

虚
弱

と
い

う
状

態
か

ら
医

療
的

な
ケ

ア
も

含
め

て
の

⼊
所

で
あ

る
。

⼊
所

間
も

な
い

状
況

と
し

て
は

，⼼
理

社
会

的
発

達
は

全
般

的
に

は
ゆ

っ
く

り
め

で
あ

り
，ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

に
お

い
て

も
担

当
養

育
者

か
ら

抱
か

れ
る

こ
と

に
よ

り
安

⼼
や

落
ち

着
き

が
み

ら
れ

る
点

は
い

い
点

で
あ

り
，今

後
意

図
し

た
関

わ
り

を
増

や
す

こ
と

に
よ

り
⼼

理
社

会
的

発
達

が
促

さ
れ

る
と

期
待

で
き

る
。

＃
１

と
⽐

べ
る

と
，⼼

理
社

会
的

発
達

の
伸

び
が

み
ら

れ
た

り
，ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

⾏
動

は
，全

て
の

⾯
で

成
⻑

が
み

ら
れ

，担
当

養
育

者
と

の
関

係
性

が
表

出
さ

れ
て

い
る

。こ
こ

を
基

に
⼼

理
社

会
的

発
達

が
よ

り
伸

び
て

い
く

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

急
性

硬
膜

下
⾎

腫
の

部
分

を
ケ

ア
し

な
が

ら
，⽣

活
⾯

で
の

摂
⾷

時
の

気
に

な
る

点
な

ど
を

ケ
ア

し
て

い
く

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。家
族

と
の

関
係

性
に

お
い

て
不

適
切

な
⾏

動
が

み
ら

れ
る

点
な

ど
を

今
後

の
⽅

向
性

の
中

で
明

ら
か

に
し

な
が

ら
進

め
る

こ
と

も
願

い
た

い
。

＃
1

の
⼊

所
時

に
⽐

べ
る

と
こ

の
半

年
近

く
に

⼼
理

的
発

達
の

伸
び

が
顕

著
で

あ
り

，ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
⾏

動
は

全
て

の
⾯

で
成

⻑
が

み
ら

れ
る

。
⼊

所
以

来
，担

当
養

育
者

の
継

続
的

か
つ

個
別

的
な

関
わ

り
の

中
で

，
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

，
ト

ラ
ウ

マ
，

SO
S

の
全

領
域

で
プ

ラ
ス

の
変

化
が

み
ら

れ
て

い
る

。
⼊

所
時

か
ら

あ
る

急
性

硬
膜

下
⾎

腫
の

AH
T

が
疑

わ
れ

る
背

景
の

改
善

状
況

や
通

院
な

ど
の

経
過

措
置

が
ど

の
よ

う
に

今
後

⽅
針

化
さ

れ
る

か
，担

当
養

育
者

を
中

⼼
と

し
た

チ
ー

ム
体

制
の

中
で

家
族

と
の

交
流

を
ど

の
よ

う
な

形
で

⾏
っ

て
い

く
か

考
え

て
い

く
必

要
が

あ
る

が
，

＃
3で

，
保

護
者

と
の

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
の

回
答

を
み

る
と

不
安

も
残

る
。

ま
と

め
⼊

所
時

に
急

性
硬

膜
下

⾎
腫

と
⾝

体
的

虐
待

疑
い

の
⼊

所
で

あ
り

，養
育

状
況

の
確

認
な

ど
が

ど
の

程
度

ア
セ

ス
メ

ン
ト

さ
れ

て
い

た
か

と
い

っ
た

点
と

低
体

重
で

の
出

⽣
等

⼊
所

前
の

情
報

を
速

や
か

に
確

認
す

る
事

が
⼤

切
で

あ
る

。
特

に
本

ケ
ー

ス
の

場
合

は
，

医
療

的
ケ

ア
の

認
識

と
親

⼦
交

流
に

関
し

て
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

は
必

須
に

な
る

。
⼊

所
前

に
医

療
的

な
連

携
が

取
れ

る
場

が
施

設
の

近
く

に
あ

る
か

否
か

も
確

認
を

⾏
う

必
要

が
あ

る
。措

置
施

設
で

あ
る

が
ゆ

え
に

，児
童

相
談

所
を

始
め

と
し

た
⾏

政
側

と
の

確
認

が
⼤

事
で

あ
り

，
ア

セ
ス

メ
ン

ト
が

後
追

い
に

な
っ

た
と

し
て

も
，

こ
れ

ら
は

必
要

な
情

報
で

あ
り

，
確

認
す

べ
き

こ
と

の
準

備
は

打
診

が
あ

っ
た

時
に

⾏
う

必
要

が
あ

る
。

本
ケ

ー
ス

は
，

⾝
体

的
な

障
害

な
ど

機
能

⾯
の

ハ
ン

デ
ィ

キ
ャ

ッ
プ

が
あ

る
の

で
は

な
い

か
と

察
せ

ら
れ

る
。

授
乳

・
摂

⾷
⾯

で
の

⼝
元

の
弱

さ
な

ど
は

，
専

⾨
の

ス
タ

ッ
フ

と
協

⼒
し

な
が

ら
ケ

ア
に

あ
た

る
必

要
性

を
感

じ
る

。
⼼

理
社

会
的

発
達

や
，

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
形

成
に

お
い

て
は

，
継

続
・

安
定

し
た

養
育

体
制

が
あ

れ
ば

，
反

応
は

伸
び

て
い

る
こ

と
か

ら
も

，
引

き
続

き
担

当
養

育
者

を
中

⼼
に

チ
ー

ム
と

し
て

取
り

組
ん

で
い

く
こ

と
が

望
ま

れ
る

。
家

族
と

の
交

流
が

ど
の

よ
う

な
⽅

針
の

下
で

重
ね

ら
れ

て
い

く
か

，
養

育
の

場
に

い
る

養
育

者
が

し
っ

か
り

と
声

を
あ

げ
，

家
族

サ
ポ

ー
ト

も
含

め
て

，
乳

児
院

全
体

で
取

り
組

ん
で

い
く

こ
と

が
⼤

切
だ

と
考

え
る

。
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３）ケース分析のまとめ 

ア．ケース分析から見る子どもの状態像の変化 

①心理社会的発達

量的分析でも全領域において発達の伸びがみられたが，ケース分析においても，⼊所して 2 ヶ⽉とい
う短い期間でも，急激に⼼理社会的発達が伸びたケースがあった。⼦ども⾃⾝の⽉齢的な成⻑発達によ
るものである可能性もあるが，その変化に担当養育者が気付くことが⼤切であろう。また，これまでの
養育環境によって発達が停滞している部分（特に社会性や⾃⼰理解等）が，乳児院でのケアを受ける中
で押し上げられる，もしくは，元々持っている⼒が引き出されている様⼦がうかがえた。
②トラウマ反応・子どもの SOS サイン

まず，1 歳未満であっても，それまでの養育環境からの影響を受けてトラウマ反応や⼦どもの SOS サ
インに明確に表れていた。

また，トラウマ反応や⼦どもの SOS サインは，半年程度の⼊所期間中にゼロになるわけではないこ
とが明らかになった。⼼理社会的発達の変化と⽐べると，トラウマ反応や⼦どもの SOS サインの変化
にはより時間が必要であるか，もしくは，よりそこに焦点を当てたケアが必要であるのだろうと考えさ
せられるような結果であった。

こうしたトラウマ反応や⼦どもの SOS サインが⽉齢的な，または⼀時的な反応や⾏動なのか，トラ
ウマ的な反応なのか判断するためには，⽇々の丁寧な観察や振り返りが重要だろう。⼦どもの“気にな
る”点を逃さずに記録しておくことや，他職員と共有しておくことが⼤切であると考えられる。
③担当養育者へのアタッチメント

ケース分析で扱ったいずれのケースも約半年間で，担当養育者を安全基地として認識し，利⽤するこ
とができるようになっていた。⼊所期間中に確実に担当養育者との間でアタッチメントが形成されてい
ることが⽰唆された。
ⅰ．脱抑制型対人交流障害傾向の変化とケア 

ただし，安全基地⾏動が増えても，脱抑制型対⼈交流障害傾向は⾼いまま維持されるケースがあった。
ケース➀は，ネグレクトを主訴とした 1 歳半を超えての⼊所であり，その年齢までで構築されてきた脱
抑制的⾏動や反応が変化するには，やはりもっと⻑い時間が必要である可能性が⽰された。とはいえ，
脱抑制的な特徴が⽐較的維持されるケースがあった⼀⽅で，安全基地⾏動が増えると同時に脱抑制傾向
が抑えられていくケースももちろんあり，この変化パターンの差や違いはどこから来るのか今後解明が
期待される。

また，上述の点に関連して，担当養育者を安全基地として利⽤できる⼀⽅で脱抑制型対⼈交流障害傾
向も⾼い⼦どもについては，乳児院職員の間で「気になる⼦」として認識されつつも，誰に対しても友
好的な特徴のため「社交的でかわいい⼦」として受け⽌められることも多いだろう。このような⼦ども
たちはその社交性や無差別的な友好さゆえに，多くの⼈からの関わりを引き出し，あらゆる⼈からの養
育を受け⼊れるため，担当養育者以外を拒絶する⼦どもと⽐較して，ケア⾃体は⼿がかからないという
側⾯もある。逆に⾔うと，潜在的な問題が⾒過ごされ，ケアが⼿薄になってしまう危険性も孕んでいる
ということである。このような脱抑制的な特徴が強い⼦どもたちに対して，「担当さんに聞いておいで」
とあえて担当養育者の元に戻すように対応するということも⾏われていると聞くが，全国の乳児院で脱
抑制的な特徴をもつ⼦どもたちに対してどのようなケアや養育がなされているのか，実態解明や実践知



 

－97－ 

の共有，ケアや養育の特徴と⼦どもの状態像の関連についても検討すべきだろう。 
ⅱ．アタッチメントの形成と情動調整不全 

 また，安全基地や⼼の理解の得点が⾼くなる⼀⽅で，情動調整不全の得点も⾼くなるケースがあった。
このような傾向は量的な分析においてもみられ，このケースに限らず，ある程度全体で共通した変化の
パターンであったと考えられる。情動調整不全とはアタッチメント対象との間で上⼿く情動調整ができ
ず，アタッチメント対象を安全基地として利⽤できていない様⼦を反映する概念であり，⼀⾒⽭盾した
結果であるように思われる。しかし，ケース分析からは，このような結果は⽭盾したものではなく，ア
タッチメントが形成されつつあるからこそ，⼀⾒不適応的と思われる⾏動がみられたということが⽰唆
される。つまり，担当養育者との間に関係が築かれ，深まるにつれて，⼦どもが⾃分⾃⾝では調整でき
ないフラストレーションや怒り，不快などを担当養育者に調整してもらいたくて（調整してもらえると
信じて）表出する様⼦がみられたのではないかと考えられる。このような変化に職員は⼿ごたえを感じ，
このアンビバレントな状態を抱えることの重要性を理解しつつも，実際には⼿を焼くことも増え，お互
い葛藤を抱えたり，衝突したりする，難しくも重要な時期なのだろう。 
ⅲ．チーム養育の可能性 

 乳児院⼊所により⼤きく環境が変化する中，⼦どもにとってやはり「頼れる相⼿」「助けてくれる⼈」
が明確であることが⼤事だと考える。乳児院のように複数の職員が交代制勤務を⾏っている場合は，「い
つでも誰かしらが…」というあいまいなケアではなく，「いつでも（決まった）この⼈たちが」と，⼦
どもにとって⾒通しの⽴つ構成が望ましい。もちろん，現在も各乳児院で⼦どもへ⼀貫したケアを⾏う
ために，様々な⼯夫がなされているだろう。例えば，縦割りで担当養育者の変更がない，横割りや部屋
移動はあるが担当養育者も⼀緒に移動する，チーム全体で関わるがチームの構成の変更がない等が挙げ
られる。今後はこのようなチーム養育の⼯夫が⼦どものアタッチメント形成にどのように関連するのか
検討することが期待される。 
イ．担当養育者の関わりの多様さ 

 ケース分析からは，乳児院によって「担当養育者」が担う役割の違いがみられた。この 4 ケースの中
でも，すべてのケアをすべて担当養育者が⾏う乳児院もあれば，担当養育者との関わりが半分程度の乳
児院もあり，各乳児院によって，その関わりの頻度や内容がさまざまであった。これらの違いは，院内
の体制や⼦どもの年齢によって変わってくるものなのかもしれないが，それだけでなく，⼦どもの状態
や状況によって関わりを変えているのかもしれない（例えば，⼊所して最初の 1 ヶ⽉は，とにかく担当
養育者の関わりをメインにする等）。また，担当養育者の関わりはむしろ減っているにも関わらず，⼦
どもがぐっと成⻑していたケースもあった。個別の担当養育者との関わりの多さだけでなく，その質や，
チーム養育との関連などを詳しく⾒ていく必要があるだろう。 
ウ．チェックリスト型の共通アセスメントの実施の課題と可能性 

 まず，チェックリスト型のアセスメント票を⽤いる意味は⼤きいと考えられる。アセスメント票の結
果を数値化することで，⼦どもの状態像が⽬にみえる形で具体的に把握することができる。そして同⼀
の指標を⽤いて⼊所時から継続的にアセスメントを実施することで，⼦どもの変化を追うことができる。
これらは⽀援計画⽴案の⼀助になり，その計画の結果を確認する貴重な資料の１つにもなる。さらに，
ケースカンファレンスなどでアセスメント結果を乳児院内で共有することで，チームでの共通理解につ
ながる。こういった共通のアセスメント票は，チーム養育をサポートする⼀助になるのではないかと考
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えられる。
ただし，⼊所時点においては，すべての領域のアセスメントができず，部分的にしか把握できないケ

ースもあった。⼊所後 1 週間では情報が⼗分にそろわず，⼦どもの全体像も把握しきれず，分からない
部分も多いだろう。しかし，⼊所した時にどのような様⼦であったかという情報は，⼊所後の⼦どもの
変化をみていく上でとても貴重なものである。たとえ，情報が完全な形でそろわなかったとしても，観
察できる部分を細かく⾒ていく，つまり，細かい視点を持って⼦どもの養育を⾏うことがとても⼤事で
あると考えられる。

特に，⼦どもの⾝体の状態や病歴は⼗分に情報があったとしても，⼦どもの⼼理社会的発達状態や，
⼦どもと保護者がどのような関係を築いていたのかという情報を収集することが困難である様⼦が本
調査を通してうかがわれた。しかし，⼊所前，家庭内や家庭外でどのような関係性が構築されていたの
か，誰とどのようなアタッチメントを築いていたのかという情報は，⼊所後の⼦どもの⾏動や表現を理
解する⼿がかりになり，かつ保護者を⽀援する⼿がかりにもなる。児童相談所職員や保健師，保育園職
員等，⼊所前に保護者と⼦どもの様⼦を直接⾒る機会のある⼈たちから，親⼦関係やアタッチメントに
ついての情報が得られると，⼊所初期の関わりに新たな⼯夫ができるのではないかと考えられる。これ
らの情報収集には，関係機関との協働がより⼀層求められる。
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Ⅱ．2019 年研修会の報告 
 
1． 目的 

第 63 回全国乳児院研修会（2019 年 7 ⽉ 11 ⽇）において，「乳児院におけるアセスメントの実践課題」
というテーマで分科会が⾏われた。ここでは，分科会の内容について報告するとともに，分科会で得ら
れた意⾒をもとに，2017 年から 2019 年にかけ作成したアセスメント票の利⽤可能性と限界を探る。 

2．研修会の内容 

 分科会の参加者は 74 名であった。内容としては，乳児院養育におけるアセスメントの重要性につい
ての講義を⾏うとともに，2017 年度・2018 年度研究の報告を⾏った。また⾃由記述によるアセスメン
トと数量的記述（チェックリスト型）によるアセスメントの特徴について概説し，ワークを⾏った。ワ
ークは Table 65 の要領で⾏った。 

Table 65 
 ワークの内容 

1 ⾃由記述型 

a. 予め参加者に⽤意をお願いしたケースについて⾃由記述形
式でのアセスメントの実施 

b. ⾃由記述形式アセスメントの強みについて個々で考察 
c. ⾃由記述形式アセスメントの弱みについて個々で考察 
d. グループ・全体で共有・議論 

2 チェックリスト型 

a. 予め参加者に⽤意をお願いしたケースについてチェック
リスト形式でのアセスメントの実施 

b. チェックリスト形式アセスメントの強みについて個々で
考察 

c. チェックリスト形式アセスメントの弱みについて個々で
考察 

d. グループ・全体で共有・議論 
3 各乳児院で⾏っているアセスメントの⼯夫についてグループ・全体で共有・議論 

4 
各乳児院の⾃由記述のアセスメントの活かされ⽅にはどのようなものがあるかグループ・全体で共
有・議論 

 
3． アセスメント票の強みと弱み 

 参加者 74 名のうち，ワークシートの回収が可能であった 24 名分の内容をまとめた。本研究で作成し
たアセスメント票はチェックリスト型であるため，ここではチェックリスト型アセスメント票の強みと
弱みに関する記述をまとめた（Table 66）。チェックリスト型アセスメントの強みとして，⾃分の持って
いなかった観点に気づくことができる，共通⾔語として共有することができる，記⼊の負担が軽い等が
挙げられた。 

⼀⽅で，場⾯による反応の違いや細かいニュアンスを反映することの難しさ，具体的な状況の評価が
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困難等，表⾯的な⾏動の記述はできても⼀歩踏み込んだその⾏動の質について詳細なアセスメントはで
きないという限界が挙げられた。 

⽀援の評価という観点から⾔えば，チェックリスト型アタッチメントは，できているところとできて
いないところの把握が容易であったり，⽐較したり，経時的な変化を⾒ることができ，領域ごとの振り
返りが容易であるという強みが挙げられた。⼀⽅で，上述の⾏動の質を記述できない点も含め，⼦ども
の全体像が把握しにくく，今問題になっていることが分かりにくく，⽀援計画につなげにくいなどの限
界が挙げられた。⼦どもの⽀援のためには当然ながら個別的で詳細な記述が必要不可⽋なのだろう。 

ただし，チェックリスト型アセスメントも，量的な把握だけでなく，項⽬ごとに⾒ていくことで具体
的に⼦どもの状態像を把握することができるため，それをもとに⽀援計画を作成できるという意⾒もあ
った。本研究で作成したアセスメント票は，標準的な⼼理社会的な発達，アタッチメント，⼦どもの気
にかかる⾏動（トラウマ反応と⼦どもの SOS サイン）の領域を捉えるものであったが，さらに項⽬を
吟味し，磨いていくことで，より⽀援につながるアセスメント票になると考えられる。また，⾃由記述
型は⼦どもの全体像を伝えやすいという強みがある⼀⽅で，チェックリスト型は乳児院間・職員間で共
通⾔語となり，乳児院間・職員間での話し合いの⼟台となる可能性が挙げられた。詳細な記述は⼦ども
の状態像をより具体的に把握するために⽋かせないものであるが，乳児院養育実践の質を全体的に評価
し，向上させていく上で共通のアセスメント票は必要不可⽋であり，ひいては個々の⼦どもの⽀援・養
育につながっていくと考えられる。 

Table 66 
チェックリスト型アセスメントの強み チェックリスト型アセスメントの弱み 
 アセスメントの観点・実施 
 つけやすい 
 客観的に評価できる 
 誰がつけても差が出にくい 
 記録の網羅性・観点へのきづき 

e.g. ⾃分が⾒れていない所への気づきになる 

まんべんなく意識できる 

しないことのあぶりだし 

 信頼性・客観性の担保 
e.g. 誰がつけても差が出にくい，客観的に⾒れる 

 観点の明確さ 
e.g. みる視点，みなければならないポイントがわかりやすい 

 記述の容易さ・負担の少なさ 
e.g. 表現など気にしなくてもよい 

⽂章を書くのが苦⼿だから気にせず〇をつけられる 
 分析 
 できないところ・できるところの姿の把握が可能 
 ⽐較の容易さ 

◆評価の仕⽅ 
・⽉齢によって区切りがあるので発達に遅れのある児

は「できない」になる（→病気や障害について記載
する欄があるとよい） 

・時々はどのぐらいの頻度かわかりにくい 
・細かいニュアンスが難しい（項⽬の通りではない場

合判断に迷う） 
・場⾯によって反応が違うこともある 
・保護者が来ない場合はつけられない 
・「できた」「まだ」の判断基準が難しい 
◆漏れてしまう情報 
・⾏動に影響を与える要因（部屋の環境など）を評価

できない（→記⼊欄があるとよい） 
・表⾯的な⾏動のみで質まで拾えない 
・より具体的な状況を評価できない（→コメント欄が

あったのがよかった） 
 違和感のあがりにくさ 

e.g. 内容のおかしさ？違和感があがりにくい 
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 時点間での⽐較（変化）の容易さ 
e.g. 同じ項⽬をチェックしていくことで変化がわかりやすい，

⽐較しやすい 

 統計的分析が可能 
 領域ごとの振り返りの容易さ 

e.g. 領域がわかれているため，振り返りしやすい 

 共有 
 共通⾔語となる可能性と乳児院間・職員間での話

し合いの⼟台となる可能性 
e.g. 話し合うときに論点がぶれない 

他の⼈に説明しやすい 

他の施設でも共有できるベース 

 ⽀援 
 アセスメントにもとづいた⽀援につながる可能

性 
e.g. できていること，できていないことがはっきり分かるため，

対応を組みやすい 

 保護者との⾯会を決める根拠となる可能性 
e.g. 担当養育者と保護者のアタッチメントの評価がかわれば，

⾯会交流がムチャな形で⾏われることを防げるかも（サインの

根拠） 

 その他 
 複数職員で実施することで，職員間の違いのあぶ

り出し 
e.g. （複数職員が実施すると）職員ごとの⾒⽅の違いがわかる 

 専⾨職以外での実施の可能性 
e.g. トラウマ，SOS は⼼理に任せていたが，養育者も知ってい

るといいと感じた。専⾨職がいないところも役⽴つ。 

専⾨職がいないところでもチェックしやすい 

 標準化しやすい 

ごっこあそびはするが，引っかかる点については反映されない

（難しい） 

◆評価する⼈による差異 
・⼦どもとの関係性によって評価が変わる（特にアタ

ッチメント） 
・担当者でないと評価しづらい／項⽬によってわから

ない場⾯がある（→領域別に⼈を変えてつける⽅が
よい？） 

・⼈によって基準が違う 
・過去のことがわからない場合がある 
◆負担  
・負担が⼤きい，時間がかかる，多い 
◆⽀援に向けて（振り返り・⾒⽴て） 
・⼦どもの全体像を捉えにくい 
・今問題になっていることがわかりにくい 
・回答と⾒⽴てとの関連が低い 
・項⽬が多く⽀援の計画がまとめにくい 
・×が多いと⽀援計画を⽴てにくい 
◆その他 
・⽐較によって職員を責めるものにならないように 
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総括 
 
 2017 年度に，全国の乳児院を対象とする悉皆的な実態調査から始まった本研究は，その後，理論的
および実践的な⽴場からの吟味・検討を経て，乳幼児の⼼⾝発達およびその問題等に関わる新たなア
セスメント票を開発し，提案するに⾄った。そして，今回，乳児院に⼊所してきた 100 名を超す⼦ど
もにそれを試⽤し，実証的なデータを得て，改めて，こうした共通のアセスメントの枠組みを⽤いる
ことの有効性を，ある程度，確認することができたように考えられる。全国，どの乳児院でも同⼀の
視座から，また共通のフォーマットで，⼊所からの⼀定期間に，⼦どもの⼼⾝発達がいかに進⾏し，
⾏動特徴等がどのように変化したかについて，多⾯的にかつ定量的に把握することが可能になること
は，それを個々の⼦どもの発達のさらなる改善に役⽴てていくことはもとより，乳児院の中での⼦ど
もの発達の実態を可視化し，それを通して，乳児院という体制の中での専⾨的ケアの役割を，正当な
形で，社会の側に⽰していくことにもつながり得よう。 

もっとも，ここで確認しておくべきことは，こうした新たなアセスメント票の作成が，これまで連
綿とそれぞれの乳児院が個々に積み上げてきたアセスメントの考え⽅や⽅法等を否定するものではさ
らさらないということである。実態調査からも明らかになったように，それぞれの乳児院が多く実践
してきた⾃由記述型の⼦どもの状態把握は，より精緻に⼦どもへの関わりの⽅針を検討し実践してい
くためには不可⽋のものであるし，現にそれが⼦どもの発達の改善にきわめて有効に機能してきたと
ころはあったのだろう。今回，我々が新たなアセスメント票を開発しようとした意図は，既存のやり
⽅をやめてそれに完全に切り替えるべきであるというようなものでは全くなく，むしろ，それぞれの
施設の独⾃性を維持・発展させつつも，特に⼼理社会的発達やその問題および関係性の評価に⼒点を
置いた今回のアセスメント票を併⽤する中で，より包括的に⼦どもの実態像とそこにおける時間軸上
の変化を把捉することが可能になるだろうということ，かつ⼦どもに関わる多くの者がそれらに関す
る情報をより効率的に共有し得るようになるだろうということ，を考えてのものであることをご理解
いただきたい。 

さて，今年度の調査結果からみえてきたところに⽬を転じれば，やはり施設内での担当養育者との
アタッチメント形成が，その後の⼦どもの殊に⼼理社会的発達の⼀つの鍵を握るということ，と同時
に施設内においてチームで養育する際にアタッチメントの原理・原則が⼦どもに関わる複数の職員間
で共有されていれば，それが⼦どもの発達の伸びに確実に結びついていくのではないかという可能性
である。今回の分析結果からも被虐待歴のある⼦どもの発達上の困難さがある程度，浮き彫りになっ
たと⾔える訳であるが，とりわけ，そうした先⾏して在る⽣育歴に難を抱えた⼦どもに対しては，乳
児院がワン・チームとして，共通の⼦どもの理解の下，ぶれのない⼀貫した専⾨的ケアを実践してい
くことの意義が，垣間みられたように考えられる。 

さらに，個別の問題に関して⾔えば，殊に被虐待等の難しい⽣育歴を持った⼊所児が少なからず⽰
す脱抑制型の対⼈交流障害傾向あるいは無差別的な社交性の特徴に関しては，特別な注意が必要であ
ることが改めて確認できたように思われる。⼀⾒するところの⼈なつこさの背後に在る実は根深いア
タッチメントの歪みに正確な認識をもって臨むということが，乳児院での⼦どもの⼼のケアにおいて
は特に意識される必要があろう。 

末筆になるが，本研究は全国乳児福祉協議会による全⾯的な協⼒があってこそ成し遂げられたもの
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である。3 年に亘って，ご尽⼒くださった同協議会の関係者の⽅々，また実際に調査にご協⼒くださ
った乳児院の職員の⽅々に，⼼より感謝の意を表したい。我々の今回の試みが，乳児院の役割に対す
る正当な社会的評価に少しでも寄与するところがあれば，また個々の乳児院における養育のあり⽅の
さらなる改善，そして何よりも乳児院で⽣活する⼦どもたちの健康な育ちにわずかながらでもつなが
るところがあれば，この上なく幸いである。
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